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メリット制事務処理手引の 作成について 

平成 9 年 5 月 30 日付け労働省発労役第 50 号・ 基 登第 410 号「継続・有期メリット 制 

事務処理手引」及び 平成 9 年 1 月 23 日付け労働省発労役第 2 号・ 基 登第五号「特例 

メリット制事務取扱手引」を 別添のとおり 改正したので、 下記の改正点に 留意の上、 

事務処理に遺漏のないよう 取り計らわれたい。 

なお、 これに伴い、 平成 9 年 1 月 23 日付け労働省発 労徴 第 2 号・ 基 登第師号通達 

及び平成 9 年 5 月 30 日付け労働省発 労徴 第 50 号・ 基 登第 410 号通達は廃止する。 

五山 三 Ⅰ - 

1  二次健康診断等給付の 創設に係る改正に 対応させたこと。 

2  有期事業 ( 一括有期事業を 含む。 ) のメリット増減幅の 拡大に対応させたこと。 

3  平成 13 年 1 月 6 日付け 基 登第 3 号「厚生労働省の 設置に伴う従双の 通達等の取 

扱いについて」に 基づき、 省名を 「労働省」から「厚生労働省」としたこと。 

4  平成 m2 年 10 月Ⅱ日付け労働省 労 徴発第 80 号・ 基 登第 619 号通達に基づき、 メリッ 

トシステムに 係る OCR 帳 票を A 4 判化したこと。 

5  継続・有期メリット 制と特例メリッ ト 制で別冊扱いとなっていたものを 一冊に 

まとめ、 全体の構成を 見直したこと。 

6  その他、 所要の字句の 整理及び訂正等を 行ったこと。 
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メリット制の 目的及び本手引について 

@  メリット制の 目的 

労災保険率は、 事業主間の負担の 公平性を期するため 事業の種類ごとに 災害率等に応じて 定めら 

れているが、 事業の種類が 同一であ っても、 作業工程、 機械設備あ るいは作業環境の 良否、 災害 防 

止 努力の女 口 何等によって 、 個々の事業のごとの 災害率にばかなりの 高低が認められる。 

そこで、 事業主の負担の 具体的公平を 図るとともに、 事業主の災害防止努力を 促進する意味にお 

いて、 例え同種の事業であ っても、 一定規模以上の 事業については、 個々の事業の 災害率に応じ、 

保険技術的に 許される範囲内において、 

① 継続事業については、 その事業についての 事業の種類ごとに 定められた労災保険率を 一定の範 

囲内で引き上げ 又は引き下げた 率を次の次の 保険年度の労災保険事とし、 

②有期事業については、 確定保険料の 額を一定範囲内で 引き上げ又は 引き下げる 

こととしている。 

これが労災保険率ないし 確定保険料の「メリット 制」と呼ばれる 制度であ る。 

2  継続・有期メリット 制事務処理手引について 

メリット制の 内容及び事務処理は、 事業が継続事業 ( 労働保険の保険料の 徴収等に関する 法律 

( 昭和 44 年法律第 84 号。 以下「徴収 法 」という。 ) 第 7 条の規定により 一の事業とみなされた 事業 

( 以下「一括有期事業」という。 ) を含む。 ) の場合と有期事業の 場合で異なる。 そこで、 本手引に 

おいても、 継続事業に係る 事務処理と有期事業に 係る事務処理を 分けて記述してあ る。 

3  メリットシステムについて 

現在、 メリット制に 係る機械処理システムは、 徴収・給付双方のシステムから 切り離された 独立 

のシステムとなっている。 このため、 すべての処理が 自動化されているわけではなく、 データの 補 

正人力等について、 時期・回数が 制限されている。 

4  二次健康診断等給付について 

平成 13 年 4 月 1 日から二次健康診断等給付が 創設されたことに 伴い、 労災保険率の 設定方法及び 

メリット制の 取扱いが改められた。 

① 労災保険率の 設定 

労災保険率の 設定に当たっては、 過去 3 年間の二次健康診断等給付の 受給者数及び 二次健康診 

- 新手給付に要した 費用の額をも 考慮するものとされた。 すな ね ち、 労災保険率の 中に二次健康診 

断等給付に係る 要素が含まれることとなった。 

一方、 従来から第一種特別加入保険料率は 当該事業についての 労災保険事と 同一の 率 とされて 
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いたが、 二次健康診断等給付制度は 特別加入者については 適用されないことから、 第一種特別加 

入保険料率は 労災保険事と 同一の率から 労災保険法の 適用を受けるすべての 事業の過去 3 年間の 

二次健康診断等給付に 要した費用の 額を考慮して 厚生労働大臣の 定める率 ( 以下「二次健康診断 

等 給付に係る率」という。 ) を 減じた率とされた。 

実際には、 現在、 二次健康診断等給付に 係る率は零と 定められている ( 徴収剛勇れ条の 2) た 

め、 労災保険事と 第一種特別加入保険料率は 同一の 率 となっている。 

非業務災害率 

二次健康診断等給付に 係る率 

第一種特別加入保険料率 
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非業務災害率から 二次健康診断 徴収 法 第 12 条第 3 項 

特別加入非業務災害率 等給付に係る 率を減じた率 徴収 法 第 13 条 

  

  

  

  

  

② メリット収支率の 算定 

二次健康診断等給付の 性格及びメリット 制の趣旨にかんがみ、 二次健康診断等給付に 関する 費 

用の額及び保険料は、 通勤災害に関する 保険給付及び 保険料と同様に、 メリット収支率の 算定基 

礎 には含めない。 
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改正法二労働者災害補償保険法及び 労働保険の保険料の 徴収等に関する 法律の一部を 改正する法律 

( 平成 12 年法律 第 124 号 ) 

改正省令 = 労働者災害補償保険法施行規則及び 労働保険の保険料の 徴収等に関する 法律施行規則の 

一部を改正する 等の省令 ( 平成㎎ 年 厚生労働省令第 32 号 ) 

労災浩二労働者災害補償保険法 ( 昭和 2m 手法律第 50 号 ) 

労災 則二 労働者災害補償保険法施行規則 ( 昭和 30 年労働省令第 22 号 ) 

徴収浩二労働保険の 保険料の徴収等に 関する法律 ( 昭和 U4 年法律第 84 号 ) 

徴収 合二 労働保険の保険料の 徴収等に関する 法律施行令 ( 昭和 47 年政令第 4f 号 ) 

徴収 則二 労働保険の保険料の 徴収等に関する 法律施行規則 ( 昭和 47 年労働省令第 8 号 ) 

特別支給金規則 二 労働者災害補償保険特別支給金支給規則 ( 昭和 49 年労働省令第 30 号 ) 

労基法 ニ 労働基準法 ( 昭和 22 年法律第 49 号 ) 

男茎 則二 労働基準法施行規則 ( 昭和 22 年厚生省令 第穏号 ) 

一酸化炭素中毒法主炭鉱災害に よ る一酸化炭素中毒症に 関する特別措置法 ( 昭和 42 年法律第 92 号 ) 

(C  0  ; 夫 ) ( 労働者災害補償保険法 等 の一部を改正する 法律 ( 平成 7 年法律 第 的弓 ) によ 

る 改正後のものⅠ 

一酸化炭素中毒 則二 炭鉱災害に よ る一酸化炭素中毒症に 関する特別措置法施行規則 ( 昭和 42 年労働 

省令第 28 号 )     

整備法 二 失業保険法及び 労働者災害補償保険法の 一部を改正する 法律及び労働保険の 保険料の徴収 

等に関する法律の 施行に伴 う 関係法律の整備等に 関する法律 ( 昭和 44 年法律 第結号 ) 
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1 メリット制の 概要 





第 「 継続事業のメリット 制 

Ⅰ 概 要 

継続事業 ( 一括有期事業を 含む。 ) におけるメリット 制 ( 以下「継続メリット 制」という。 ) は、 

徴収浜菜 ¥m 条 第 3 項及び徴収法弟成条の 2 並びに徴収 則 第 17 条から第 20 条の 6 、 徴収 則 附則   て 昭和 

47 年労働省令第 8 号 ) 第 1 条の 2 及び徴収別別表第 3 等に規定されている。 

継続メリット 制は、 一定の要件を 満たす事業であ って、 連続する 3 保険年度の間における 業務災 

害に関する保険給付及び 特別支給金の 額並びに労災保険率に 応ずる一般保険料の 額等から所定の 方 

法 により計算される 率 ( 以下「メリット 収支率」という。 ) が 85%   を超え、 スは 75% 以下であ るも 

のについては、 当該事業と同種の 事業に係る徴収別別表第 1 に掲げる労災保険率 ( 以下「基準とな 

る 労災保険率」という。 ) から非業務災害率 ( 労災法の適用を 受けるすべての 事業の過去 3 年間の 

通勤災害に係る 率及び二次健康診断等給付に 要した費用の 額その他の事情を 考慮して厚生労働大臣 

の定める率 ) を減じた率を、 土 40% の範囲内においてメリット 収支率に応じて 定められた 率 ( 以下 

「メリット増減率」というじだけ 引き下げ又は 引き上げた率に 非業務災害率を 加えた率 ( 以下「 メ 

リット労災保険率」という。 ) を 、 当該連続する 3 保険年度の最後の 保険年度の次の 次の保険年度 

の 労災保険事とする 制度であ る。 

[ 継続メリット 制の概要 ] 

連続する 3 保険年度 
基準となる 3 月 31 日 ( 次頁参照 ) 

13%E@ 圭ミ   14 年度     
メリット労災保険率適用 

パ 収支率算定   

@l@@ ，ト 収支率 

  

        ，ト 増減率 メリツト 労災保険率 

・メリット増減率 表 

連続する 3 保険年度間の メリット収支率に 応じ 事業の種類に 応じた労災保 
業務災害に関する 保険 給 て土 40%G 建設又は立木 険 率から、 非業務災害率を 減 
付及び特別支給金並びに の 伐採の事業は 土 朽 %) じた率をメリット 増減率で 

労災保険率に 応ずる一般 の 範囲内で定めた 率 もって上げ下げし、 再び 、 非 
保険料の額等に 基づき 計 ( 「メリット増減率」 ) の 業務災害率を 加えた率 

算される収支率 表 
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2  適用の対象となる 事業   

継続メリット 制の適用を受ける 事業 は 、 以下に示す「事業の 継続性」に関する 要件と「事業の 規 

模」に関する 要件とを同時に 満たしていることが 必要であ る ( 徴収 法 第 12 条第 8 項 ) 。 

Ⅲ 事業の継続性 

連続する 3 保険年度中の 最後の保険年度に 属する 3 月れ 日 ( 以下「基準となる 3 月引日」とい 

うつ現在において、 労災保険に係る 労働保険の保険関係が 成立した後 3 年以上経過しているこ 

と ( 徴収 法 第 12 条第 3 項 ) 。 

(2) 事業の規模 

基準となる 3 月 31 日の属する保険年度から 過去に遡って 連続 3 保険年度中の 各保険年度におい 

て、 次のいずれかの 要件を満たしていること。 

① 100 人以上の労働者を 使用する事業であ ること ( 徴収 法 第 12 条第 3 項第 1 号 ) 。 

② 20 人以上 100 人未満の労働者を 使用する事業であ って、 当該労働者の 数に当該事業に 係る基 

準となる労災保険率から 非業務災害率を 減じた率を乗じて 得た数 ( 以下「災害 度 係数」という。 ) 

が 0 ． 4 以上の事業であ ること ( 徴収法弟 レ条 第 3 項第 2 号及び徴収 則 第 17 条第 2 項 ) 。 

すなわち 

労働者数 x ( 基準となる労災保険率 一 非業務災害率 ) 二 0 ・ 4 

を 満たす事業であ ること。 これは、 以下のように 表すこともできる。 

0 ． 4 
最低労働者数自 0 ・ 4 を下回らない 最小の整数 を 下回らない最小の 整数 

労災保険率 一 非業務災害率 

なお、 非業務災害率は 平成田年 4 月 1 日現在 1,D00 分の 1 と定められている ( 徴収 則 第 16 条 

第 2 項 ) 。 また、 事業の種類別のメリット 制適用のための 最低労働者数については、 W 章 第 2 

「最低労働者数早見表」を 参照すること。 

3  メリット収支率 

メリット収支率は、 基準となる 3 月刊 日 以前の連続する 3 保険年度 ( 以下、 「メリ・ ツト 収支率 算 

定期間」という。 ) の間における 業務災害に関する 保険給付及び 特別支給金の 額と、 労災保険率に 

応ずる一般保険料の 額から非業務災害率に 応ずる部分の 額を減じた額に 第一種特別加入保険料の 額 

から特別加入非業務災害率 ( 非業務災害率から 二次健康診断等給付に 係る率を減じた 率 ) に応ずる 

部分の額を減じた 額を加えた額に 第一種調整率を 乗じて得た 額 等から計算される 率であ り、 その算 

定式は概ね次のとおりであ る。 
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  基準となる 3 月刊 日 以前 3 保険年度の間に l 一時金の額 

業務災害に関して 支払われた保険給付及び 持 障害補償年金差額一時金及び 障害特別手 

一 会差額一時金の 額 

特定疾病にかかった 者に係る保険給付 及 

省令で定めるものはその 定めるところによる   別 支給金の額 ただし、 年金たる保険給付その 他厚生労働 び 特別支給金の 額 

第三種特別加入者に 係る保険給付の 額 及 

l び 特別支給金の 額 

ダ リ ソト 収支率 - x Ⅰ 0 口 

基準となる 3 月 31 日以前 3 保険年度の間の 労災保険率に 応ずる一般保険 

料の額から非業務災害率に 応ずる部分の 額を減じた額及び 第一種特別加入 X 第一種 謂整率 

保険料の額から 特別加入災害非業務災害率に 応ずる部分の 額を減じた 額 

( 注 1)  遺族失権 差額一時金とほ、 労災保険法第 15 条の 6 第 1 項第 2 号の規定による 遺族補償一時金の 

ことであ る。 

( 注 2 コ 分子の「 一 」は、 分子に算入しないという 意味であ る。 

( 注 3)  第一種調整率の 具体的な値については、 W 章 第 8 「第一種調整率 ( 徴収 則 第 19 条の 2) 」を参照 

すること。 

4  メリット増減率 

基準となる労災保険率から 非業務災害率を 減じた率を増減する 率 ( メリット増減率 ) は 、 Ⅳ 章第 

4 「継続メリット 増減率 表 ( 徴収別別表 第 。 U ， 及び第 3 の 2) 」のとおり、 メリ． ット 収支率に応じて 

定まる 0 

5  メリット労災保険率 

メリット制が 適用される保険年度において 適用される労災保険率は、 基準となる労災保険率から 

非業務災害率を 減じた率をメリット 増減率により 上げ下げした 率に非業務災害率を 加えた率 ( メリッ 

ト 労災保険率 ) であ る。 

メリット労災保険率Ⅰ 

100 千メリット増減率 
( 基準となる労災保険率 一 非業務災害率 ) X + 非業務災害率 

100 
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第 2  一括有期事業のメリット 制 

  

l 概 要 

建設の事業及び 立木の伐採の 事業に係る一括有期事業について は 、 その全体が一の 継続事業とみ 

なされるため、 継続事業のメリット 制が適用される。 

2  適用の対象となる 事業 

一括有期事業に 係るメリット 制の適用を受ける 事業は、 継続事業と同様に「事業の 継続性」に 関 

する要件と「事業の 規模」に関する 要件とを同時に 満たしていることが 必要であ る。 ただし、 事業 

の規模については、 一括される個々の 有期事業の性質上、 常時使用する 労働者を確定し 難いことな 

どのため、 継続事業とは 異なる要件を 設定している。 

Ⅲ 事業の継続性 

継続事業と同様、 基準となる 3 月Ⅱ 日 現在において、 労災保険に係る 労働保険の保険関係が 成 

立した後 3 年以上経過していることが 要件となる ( 徴収 法第は条 第 3 項 ) 。 

(2@  事業の規模 

個々の事業の 確定保険料の 額 ( 非業務災害率に 応ずる部分の 額を含む。 ) の合計が 100 万円以上 

であ る事業 ( 徴収 則第 i7 条第 3 項 ) 。 

3  メリット収支率 

個々の現場ごとに 計算するのではなく、 一括された全体についてメリット 収支率を計算する。 計 

算方法は継続事業におけるメリット 収支率と同様であ る。 

4  メリット増減率 

メリット収支率に 応じて定まるメリット 増減率は、 W 章 第 5 「一括有期メリット 増減率 表 ( 徴収 

別別表第 3) 」のとおり、 士 35% の範囲内で設定されており、 継続事業のメリット 増減率とは異な 

る。 

従来は土 30% の範囲で増減率が 定められていたが、 平成㍑年 3 月㌍日から 士 35% の範囲の増減率 

に改正された。 しかし、 継続メリット 制は翌々保険年度のメリット 収支率を規定するものであ るた 

め 、 当該改正の影響は 平成 W4 年度から現れる。 すな ね ち、 平成Ⅱ年度に 適用されるメリット 増減率 

は、 土 30% の範囲内で設定される。 

5  メリット労災保険率 

  一括有期事業の 場合、 一括されている 個々の事業に 適用される基準となる 労災保険率は、 事業の 

開始年月日により 異なっており、 全体に対して 一律のメリット 労災保険率を 適用することができな 

いため、 以下のように 取扱う。 
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一括されている 各事業の事業開始時における 労災保険率を、 当該事業の終了した 日の属する保険 

年度のメリット 増減率により 増減させて、 当該年度のメリット 労災保険率の 算定を行う。 

前年 4 月 1 日 当年 4 月 1 日 翌年 4 月 1 日 

  
終了 開始 

  

A  事業・ (J: 事 ) 

開始 終了 

  

B 事業 ( 工事 ) 

開始 終了 

C 事業 en 事 ) 

① A 、 B 、 C の各事業とも 当年度のメリット 増減率を適用する ( 当年度から新たにメリット 制の 

適用を受けた 事業を含む。 ) 。 

②基準となる 労災保険率は、 A 、 B 、 C それぞれの事業開始時における 労災保険幸を 適用する。 
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第 3  有期事業の メリヴト制 

1  概 要 

有期事業 ( 一括有期事業は 除く。 ) については、 建設の事業又は 立木の伐採の 事業であ って、 請 

負 金額 スは 素材生産量などによって 示される規模が 一定水準以上であ るか、 又 は 確定保険料の   額が 

100 万円以上であ るものについてメリット 制が適用される。 これは有期事業の 性質上、 常時使用す 

る労働者を確定し 難いことなどのため、 確定保険料の 額でみた規模によりメリット 制を適用するこ 

ととさ 右 。 たものであ る ( 徴収 法 第 2Q 条 、   徴収 則 第 35 条 ) 。 

また、 継続事業のメリット 制においては、 その事業に適用されるべき 基準となる労災保険率を 引 

き上げ又は引き 下げるが、 有期事業のメリット 制においては、 一般保険料又は 第一種特別杣人保険 

料 に係る確定保険料の 額を引き上げ ス は引き下げることにより 運用される 0 
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事業開始日 事業終了 日 

メリット収支率算定期間 

  
3 箇月を経過した 日以後にお 

いて、 メリット収支率が 変動 

せず、 又は厚生労働省令で 定 左 以外のとき 

める範囲を超えて 変動し低い 
  

と認められるとき T 

  

メリット収支率算定期間 

2  適用の対象となる 事業 

Ⅲ 建設の事業 

  次のいずれかの 要件を満たしている 事業であ ること。 

①確定保険料の 額 ( 非業務災害率に 応ずる部分の 額を含む。 ) が 100 万円以上であ ること 

② 請負金額が 1 億 2,000 万円以上であ ること 
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(2) 立木の伐採の 事業   

次のいずれかの 要件を満たしている 事業であ ること。 

① 確定保険料の 額 ( 非業務災害率に 応ずる部分の 額を含む。 ) が 100 万円以上であ ること 

② 素材の生産量が 1,000 立方メートル 以上であ ること 

3  メリット収支率 

適用要件を満たした 事業について、 確定保険料の 額を引き上げ 又は引き下げる 基準となるメリッ 

ト 収支率の算定は、 事業が終了した 日から 3 箇月ス は 9 箇月を経過した 日の前日以前における 業務 

災害に関する 保険給付及び 特別支給金の 額並びに一般保険料に 係る確定保険料の 額等から所定の 方 

法 により計算される。 

4  メリット増減率 

前記 3 により算定されたメリット 収支率が 85% を超え、 又は 75% 以下の事業について、 その事業 

のメリット収支率に 応じ、 土師拷の範囲内でメリット 増減率が定められている ( 徴収 則 第 3h 条 、 徴 

収別別表第 6)0 

有期メリット 増減率 去 については W 章 第 6 「有期メリット 増減率 表 」を参照すること。 

5  改定確定保険料 

確定保険料の 額を改定するのはメリット 収支率が 85% を超え、 又は 75% 以下の場合であ り、 その 

事業の確定保険料の 額 ( 労災保険率に 応ずる部分の 額 ) から非業務災害率に 応ずる部分の 額を減じ 

た額にメリット 増減率を乗じて 得た 顔 だけ、 確定保険料の 額を引き上げ 又は引き下げた 額を改定 確 

建保険料とする。 

[ 事業終了後 3 箇月を経過した 日を算定日とする 場合の収支率 ] 

遺族失権 差額一時金及び 当該遺族失権 牽   
事業が終了した 日から 3 箇月を経過した 日   領一時金の受給権 者に支払われる 遺族時男 :l 

前における業務災害に 関して支払われた 保険 一時金の額 

給付の額及 び 特別支給金の 額 一 障害補償年金差額一時金及び 障害特別手 

ただし、 年金たる保険給付その 他厚生労研 金 差額一時金の 額 

省令で定めるものはその 定めるところによる 特定疾病にかかった 者に係る保険給付 及 

び 特別支給金の 額   

メリット収支率Ⅰ x  1  0  0 

当該事業の確定保険料の 額 ( 労災保険率から 非業務災害率を 減じた率に l 

応ずる部分の 額 ) 及 び 第一種特別加入保険料の 額 ( 第一種特別加入保険料 X 第一種調整率 

率から特別加入非業務災害率を 成じた率に応ずる 部分の額 ) 
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遺族失権 差額一時全及び 当該遺族失権 差 

  事業が終了した 日から 9 箇月を経過した 日 

前における業務災害に 関して支払われた 保険   
額 一時金の受給権 者に支払われる 遺族特別 

一時金の額 

給付の額及 び 特別支給金の 額 一 障害補償年金差額一時金及び 障害特別手 

ただし、 年金たる保険給付その 他厚生労働 金 差額一時金の 額 

省令で定めるものはその 定めるところによる 特定疾病にかかった 者に係る保険給付 及 

  び 特別支給金の 額 

メリツト 収支率主 x l 0 0 

  率から特別 h 入 非業務災害率を 鮒じた率に応ずる 部分の額 ) 応ずる部分の 当該事業の確定保険料の 額 ) 及び第一種特別； 神 ( 労災保険率から 0 人保険料の頷 非業務災害率を ( 第一種特別加入保険料 減じた率に     x 第二種調整率 
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第 4  特例メリット 制 

] 概 要 

労働災害は、 近年、 全体として減少しつつあ るとはいえ、 今なお中小規模の 事業で多く発生して 

おり、 中小企業における 労働災害防止活動を 一段と活発なものとすることが 必要であ る。     

現在、 中小企業向けに 各種の労働災害防止施策が 実施されており、 一方、 労災保険制度において 

も、 事業主の保険料負担の 具体的公平を 図るとともに、 事業主の労働災害防止活動を 促進する視点 

から、 個々の事業での 労働災害の動向によって 保険料の増減を 行うメリット 制が設けられていると 

ころであ る。 中小企業における 労働災害防止活動を 一層促進し成果を 挙げるためには、 この市制度 

を 緊密に関連付けることにより、 労働災害防止施策の 利用を一層促進していくことが 効果的であ る。 

そこで「建設の 事業及び立木の 伐採の事業」以覚の 継続メリ ，ト 制が適用される 事業において、 

中小企業事業主が、 中小企業集団による 安全衛生活動に 参加するなど、 労働者の安全文 は 衛生を確 

保するための 特別の措置を 講じた場合であ って、 メリット制の 特例の適用を 申告しているときは、 

メリット制による 労災保険率から 非業務災害率を 減じた率の増減幅を 最大 45% とする特例を 設けて 

いる。 

2  適用の対象となる 事業 

メリット制の 特例の適用対象となる 事業は、 以下の㈲から㈲までの 要件を全て満たす 事業であ る。 

㈲ 継続メリット 制が適用される 事業であ って、 「建設の事業及び 立木の伐採の 事業」以覚の 事業 

であ ること ( 徴収法弟 12 条の 2 、 徴収別別表第 3 の 2) 。 

(2@ (3) の労働者の安全又は 衛生を確保するための 措置が講じられた 保険年度において、 常時 300 人 

( 金融業若しくは 保険業、 不動産業又は 小売業を主たる 事業とする事業主についてば 50 人、 卸売 

柴又はサービス 業を主たる事業とする 事業主については 10Q 人 ) 以下の労働者を 使崩する事業主 

( 以下「中小企業事業主」という カ が行う事業であ ること ( 徴収 則 第 20 条の 2) 。 ここでい う 事 

業主の常時使用する 労働者数とは、 個々の事業ごとの 労働者数ではなく、 企業全体の労働者数の 

ことであ る 0 

㈲ 厚生労働省令で 定める労働者の 安全又は衛生を 確保するための 措置 6 以下「安全衛生措置」と 

い う 。 ) が 講じられた事業であ ること ( 徴収 則 第 206 の 33 。 すな ね ち、 

① 平成 4 年 7 月 1 日付け 基 登第 391 号 「快適職場形成促進事業の 施行について」により 都道府 

県労働局長の 認定を受けた 快適職場推進計画に 基づく快適な 職場環境の形成のために 事業主が 

講ずる措置 

② 平成 7 年 3 月花日付け労働省発基第 29 号「中小企業安全衛生活動促進事業助成制度について」 

  に 定める中小企業安全衛生活動事業助成制度の 一環として事業主が 講ずる措置 

㈲ (3@ の安全衛生措置が 講じられた保険年度の 次の保険年度の 初日から 6 箇月以内に、 労災保険率 

特例適用申告書 ( 様式第 5 号の 3 ( 徴収 則 第 20 条の 4)) が提出されている 事業であ ること ( 徴 
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収法第花条 02) 。 

3  特例メリット 制の適用期間 

安全衛生措置を 講じた中小企業事業主が、 当該措置を講じた 保険年度の次の 保険年度の初日から 

6 箇月以内に、 当該措置を講じた 事業に関し労災保険率特例適用申告書を 提出したときは、 当該 措 

置 が講じられた 保険年度の次の 次の保険年度から 3 保険年度の各保険年度、 ず なわち当該措置が 講 

じられた保険年度がメリット 収支率算定期間に 含まれる保険年度について、 当該事業が継続メリッ 

ト制の適用要件を 満たしている 場合において、 メリット制の 特例による労災保険率の 増減を適用す 

る。 

  

  

  

4  特例メリット 労災保険率 

Ⅲ メリット収支率 

メリット制の 特例による労災保険率の 増減は、 継続メリット 制と同じ方法で 算定するメリット 

収支率を基準として 行う。 

(2) 特例メリット 増減率 ( 徴収別別表第 3 の 2) 

メリット制の 特例の適用を 受ける場合、 基準となる労災保険率から 非業務災害率を 減じた率を 

引き上げ又は 引き下げる率 ( 以下「特例メリット 増減率」という。 ) は、 メリット収支率の 区分 

に応じて定める「特例メリット 増減率 表 」のとおりとなる CIV 章 第 4 「継続メリット 増減率 表 」 

参照 ) 。 

[ 特例メリット 制の申きと適用 ]   

安全衛生措置実施 
  

10 年度 11 年度 12 年度 13 年度 14 年度 15 年度 16 年度     
申告   

メリット収支率計算 特例メリット 労災保険率 

継続メリット 適用要件を満たしている 場合 

メリット収支率計算 
  

特例メリット 労災保険率 

  

継続メリット 適用要件を満たしている 場合   
メリット収支率計算 

  
特例メリット 労災保険率 

    

継続メリット 適用要件を満たしている 場合 

( 注 1) 各年度は、 4 月 1 日から翌年 3 月刊 日 まで 

( 住 %  安全衛生措置を 講じた年度がメリット 収支率算定期間に 含まれるような 保険年度において、 労 
災保険率の特例が 適用される。 すな ね ち、 申告年度の翌年度から 3 年間、 特例申告の効力があ る。 
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Ⅱ メリッ ト   





第 1  継続事業のメリット 制に係る事務処理 

局
 

働
 

労
 

地
方
 

1  事務処理の概要図 

労災保険業務室 労働保険徴収業務室 

， ( 労働保険適用徴収システム ) 

継続メリットマスター 事務組合委託事業に 係る 
メリット対象の 把握 

継続メリ ツト制 通用対象 9 月末現在の適用 適用徴収関係台帳 の作成 

新規・ 取消 リスト 関係台帳 

リスト送付く 10 月下旬 ) 
新規 取消 リス     

審査確認 

継続メリット 制算定基礎報告書入力 (11 ノ 1 一 12/25) 

継続メリット 制算定基礎報告書 継続メリ ツト制 算定基礎報告 
削除・論理チェックリス   削除・論理チェックリス     

継続メリット 制算定基礎報告書の 作成・送付 審査確認 

継続メリ ツト制 算定基礎報告書入力 

12 月末現在の適用徴収 

継続メリット・ マ ・スタ一の修正 関係台帳 
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継続メリット 制算定基礎報告書入力 (2/1 一 3 ノ 25) 
く 
  
サ 

継続メリット 制算定基礎報告書 ノ 継続メリ ，ト制 算定基礎報告 
削除・論理チェックリスト 削除，論理チェックリストの 

継続メリット 制算定基礎報告書の 作成・送付 審査確認 
く 

V 

継続メリ ツト制 算定基礎報告書入力 

継続メリット・マスタ 一の修正 

適用徴収関係台帳 
    

V 継続メリット 制適用事業場名簿 

継続メリ ノト制 適用事業場名簿 ( 補正介 ) ( 補正介 ) の確認 
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2 概 要 

継続メリット 制の事務処理の 概要は以下のとおりであ る。 これに、 事業主からの 届出に基づく 事 

業分割や特例メリット 制等の処理が 追加きれることとなる。 

2.l 継続メリット ，マスタ一の 作成 

① 本省における 当年度の継続メリット 処理については、 前年度の適用台帳 及び 年東 台帳 より適用 

要件を具備している 事業を把握し、 前年度の労働者数、 確定保険料の 額 ( 非業務災害分を 除く。 ) 、 

保険給付の額及び 特別支給金の 額を継続メリット・マスタ 一に追加登記する。 この際、 前年度の 

  

継続メリット・マスタ 一に登記されていた 前年度以双の 労働者数、 確定保険料の 額 ( 非業務災害 

分を除く。 ) 、 保険給付の額及び 特別支給金の 額を双々年度以双の 数値として登記する。 

②前年度の継続メリット ，マスタ一に 登記され、 継続メリット 制の適用を受けていた 事業が 、 当 

年度の処理においてメリット 制の適用要件を 具備しなくなったもの ( 「継続メリット 制適用対象 

新規・ 取消 リスト」非メリット 欄にコードが 付された事業場 ) については、 都道府県労働局 ( 以 

下「 局 」という。 ) にその適否の 確認を求めたうえで、 当該事業に係るデータを 継続メリット・ 

マスターから 削除する。 

③ 当年度新たにメリット 制の適用要件を 具備する事業についてほ、 当該事業に係るデータを 継続 

メリット・マスタ 一に登記する。 

④本省における 機械処理により 翌年度も引き 続いてメリット 制の適用があ る ど 判断した事業につ 

いては、 継続メリット・マスターを 更新し確定する。 

⑤事業消滅等により 翌年度にメリット 制の適用がないもの 又は適用要件等の 変更があ る場合は 、 

「継続メリット 制算定基礎報告書」 ( 以下「算定基礎報告書」というじ 

により取消又は 変更の報告を 行．うこと。 

2.2  継続メリット 制新規・ 取消 対象リストの 審査確認   

① 新規にメリット 制の適用のあ る事業 

本省において、 連続する 3 保険年度中の 各保険年度の 適用台帳 及び 年 東台帳 の内容から、 翌年 

度に新規としてメリット 制の適用があ ると判断した 事業については、 「継続メリット 制適用対象 

新規， 取消 リスト」 ( 以下「新規・ 敗潰リスト」という。 ) に労働者数及び 確定保険料の 額 ( 非業 

務 災害分を除く。 ) 等を印書するとともに「新規コード」欄に「 1 」を付して送付するので、 リ 

ストの内容を 検討のうえ、 メリット制の 適用を受ける 事業の場合は、 新規にメリット 制の適用を 

受ける事業として 確定すること。 

なお、 リストの内容を 検討した結果、 翌年度にメリット 制の適用を受けない 事業があ る場合は 、 

- 「算定基礎報告書」により 取消の処理を 行うこと。 

② 翌年度にメリット 制の適用のない 事業 

本省において、 当年度にメリット 制の適用を受けている 事業であ って、 翌年度にメリット 制の適 
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用 がないと判断した 事業については、 「新規・ 取消 リスト」に労働者数及び 確定保険料の 額 ( 非 

  業務災害分を 除く。 ) 等を印書するとともに、 「非メリット」欄にコードⅠⅠⅠ又はⅠⅠ 

    消滅のもの、 ⅠⅠ労働者数又は 確定保険料が 適用要件を満たさないもの、 Ⅰ つ 業種変更 

によるもの ) を付して送付する。 

なお、 リストの内容を 検討し適用要件を 確認のうえ、 翌年度にメリット 制の適用のあ るものが 

含まれている 場合は、 メリット制適用事業として 取扱うべく「算定基礎報告書」により 復活の処 

理 を行 う こと。 

2.3 継続メリット 制適用事業場名簿の 審査確認 

2.1 及び 2.2 の結果と、 12 月末現在の最新の 適用徴収関係台帳 を用いて、 「継続メリット 制適用事 

業 揚名簿」 ( 以下「適用事業場名簿」という。 ) が作成される。 

  ここに記載されたデータは、 後述の「労災保険率決定通知書」の 印 書に使用される。 したがって、 
  

この名簿に修正を 加える必要があ る場合、 修正内容は労災保険率決定通知書の 自動 印 書には反映さ 

れないため、 手作業による 補正作業が付随する。 

2.4  労災保険率決定通知書の 作成 

労災保険率決定通知書とは、 翌年度のメリット 労災保険率について 厚生労働大臣が 決定し、 継続 

メリット制適用事業場の 事業主へ通知するもので、 本省においてメリット 計算処理後印書し、 局に 

送付するので、 「適用事業場名簿」及び 年度更新用の「概算・ 確定保険料申告書」 ( 以下、 「年度更 

新申告書」という。 ) の労災保険率等と 照合し、 労働保険特別会計歳入徴収官印を 押印のうえ「 年 

度 更新申告書」発送時に 同封して事業主へ 通知すること。 

2.5  継続メリット 制算定基礎報告書の 人力 

上に記載した 処理も含めて、 継続メリット 制に係る各種の 訂正処理は、 原則として「継続メリッ 

ト制算定基礎報告書」 ( 帳 票種別 36104) を作成して OCR 入力することにより 行い、 これをもって 

本省への報告とする。 

また、 人力後の帳 票については、 当該 局 で保管するもめとする。 
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3  事業分割に係る 事務処理   
  

  事業分割の考え 方及びメリット 収支率の算定方法等の 詳細はⅢ章男 1 の 4 を参照すること。 

3.1 事業分割肩甲乙票の 受理 

メリット制の 適用要件を満たしていた 事業の事業主が 事業の分割を 行う場合には、 分割元事業の 

事業主は事業の 分割の概要を 記載した事業分割居串票及び 事業分割屋二票並びに 労災保険率決定通 

知 書の写しを分割元事業の 所在地を管轄する 都道府県労働局長あ て提出することとする。 

事業分割屋宇 票 及 び 二葉に記載する 事項 

① 分割年月日 

②事業の分割の 概要 ( 新設と区別するため、 別法人化、 事業内容が異なる 部門の独立化などを 

記載させる。 ) 

③分割新設事業の 名称・所在地・ 事業の種類・ 分割元事業の 当年度メリット 増減率・分割元亨 

業からの移籍労働者数 

④ 事業分割 届 二票 は ついては、 分割新設事業の 労働保険番号 

事業分割屋宇票及び 二票を受理した 都道府県労働局長は、 確認 欄 に押印した事業分割届 こ棄を 

事業主に交付するものとする。 

なお、 事業の分割を 行おうとする 事業主が労働保険事務組合 ( 以下「事務組合」という。 ) に 

労働保険の事務の 処理を委託している 事業であ る場合には、 事業分割届を 事務組合を通して 当該 

事務組合の所在地を 管轄する都道府県労働局長あ て提出することとし、 事業分割 届 二票を当該事 

務 組合を通して 事業主に交付するものとする。 

また、 分割新設事業が 複数になる場合には、 分割新設事業ごとに 提出するものとする。 

3.2  回送された事業分割 届 二票の受理 

分割新設事業の 事業主は、 分割元事業の 事業主より回送された 確認 欄 押印済の事業分割 届 二票 を 、 

分割新設事業の 所在地を管轄する 労働基準監督署長を 経由して分割新設事業の 所在地を管轄する 都 

道府県労働局長に 提出するものとする。 

なお、 分割新設事業が 事務組合に委託する 場合には、 事業分割 届 二票を事務組合を 通じて当該事 

務組合の所在地を 管轄する都道府県労働局長あ て提出するものとする。 

分割新設事業の 保険関係成立尾と 事業分割 届 二票が同時に 提出された場合は、 事業分割 届 二票の 

新規労働保険番号欄は 空欄で提出されるので、 振り出した労働保険番号を 新規労働保険番号欄に 記 

入すること。 

3 ぷ 継続メリット 制算定基礎報告書の 作成，入力 

事業分割 届 二票を受理した 都道府県労働局長は、 事業の分割が 行われた年度に 算定基礎報告書を 
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3.4 事業分割 届 二票の確認印について 

事業の分割は 複数の管轄 局 にまたがって 行われる場合があ り、 また、 事業分割 届 甲乙票は事業主 

証明 欄が 複写 式 となっていないため ( 一般には事業主が 異なる ) 、 事業分割 届 甲乙票が同時に 提出 

されたことを 確認する手段が 必要となる。 

そこで、 事業分割 届 二票に局の確認印が 押されていることによって「分割届の 甲乙票が同時に 提 

出きれた」ことの 確認としているものであ る。 

したがって、 事業分割 届 二票に確認印が 押されていることをもって、 メリット制が 分割新設事業 

に 引き継がれることが 必ずしも確定するわけではない。 

4  特例メリット 制 

特例メリット 制に係る主な 事務として以下のものが 挙げられる 0 

  ① 安全衛生措置実施等の 確認 

② 労災保険率特例適用申告書の 受付 

③ 特例メリット 台帳 への登記 

④ 労災保険率特例適用申告書の 入力 

事務処理の詳細については、 本章第 4 を参照すること。 
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(2) 印書 内容 

  この「新規， 取消 リスト」は 9 月末現在の適用台帳 及び 年 重台帳 の内容により 作成したもので、 

各欄 の印言内容は 次のとおりであ る。 

｜ 種   継続メリット・マスタ 一に登記されている 業種コードを 印書する。   

労 働 者 数 前々々年度 
継続メリット・マスタ 一に登記されている 労働者数を印書する。 

前々年度 

前 年 度 適用台帳 に登記されている 労働者数を印書する。 

確定保険料の @  額双々々年度継続メリット・マスタ 分を除く。 ， ) を印書する。 一に登記されている - 確定保険料の 額 ( 非業務災害 

前々年度 年東台帳 に登記されている 確定保険料の 額 ( 非業務災害分を 除く。 ) を 

前 年 度 印 書する。 

なお、 前年度以双の 年 東 台帳 に確定保険料の 差額 ( 保険料算定基礎調査等による 確 

定 保険料の追徴額及び 還付 額 ) が登記きれているものほ、 その差額と当該年度の 確定 

保険料の額との 合算額を印書する。 

( 注 1) 前年度以双において 当該事業に係る「算定基礎報告書」により 確定保険料の 

額 ( 非業務災害分を 除く。 ) が報告された 場合は、 その確定保険料の 額 ( 非業務 

災害分を除く 力 を印書する。 

( 注 2) 前年度に消滅確定し、 事業場の移転報告がされた 場合は、 当該確定保険料の 

額 ( 非業務災害分を 除く。 ) を合算し 印 書する。 

新 規 コ ー ド 当年度にメリット 制の適用のない 事業で翌年度新たにメリット 制の適用となると 居 、 

われるものについて、 新規コート欄にⅠⅠを 付す。 
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当年度の適用台帳 に該当事業が 登記されていない 事業又は 
消滅年月日が 登 言已 されているもの                         

労働者数 スは 確定保険料の 額が適用要件に 満たないもの   
業種変更のもの   

  

( 注 ) 港湾荷役関係事業で 当年度メリット 計算の際に合算処理を 行った事業について 

は、 当該事業のすべてが 消滅した場合のみ「 非 メリット」欄にコードⅠⅠを 付 

す 。 

また、 港湾荷役関係事業で 同一事業主 ( 基幹番号の同一のもの ) について事業 

の種類ごとに 枝番号を付しているものほ、 機械処理により 合算処理を行い、 適用 

要件を満たしていれば、 各事業ごとの 使用労働者数が @ao 人 未満のものであ っても 

「非メリット」欄にはコードを 付さ低い。   
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(3) 事務処理 

イ 「新規・ 取消 リスト」に印書されている 事業について、 労働者数及び 確定保険料の 額 ( 非業 

務 災害分を除く。 ) 等の内容を確認し、 新規、 変更又は取消を 必要とする場合は、 次の処理に 

より「算定基礎報告書」を 作成し、 OCR 入力すること。 

なお、 「新規・ 取消 リスト」に印書されている 内容を変更する 必要がな い 場合は、 「算定基礎 

報告書」を作成する 必要 は ない。 

㈲ 新規の処理 

翌年度新規にメリット 制の適用を受ける 事業であ って「新規・ 取消 リスト」に印書されて 

いない場合又は 継続してメリット 制の適用を受ける 事業であ って前年度に 復活等の「算定基 

礎報告書」の 入力漏れにより、 継続メリット ，マスターから 削除された事業場 は 、 新規とし 

て「算定基礎報告書」を 作成し、 OCR 入力すること。 

また、 事務組合委託事業についてほ、 3 保険年度すべてにおいて 適用要件を満たすもので 

あ っても個々の 委託事業ごとの 独立した労働保険番号 ( 枝番号 ) により適用徴収関係各台帳 

に 登記されていないもの ( 委託事業で個別適用されていないもの ) については、 「新規， 取 

消 リスト」に印書されないので、 翌年度における 新規メリノ ト制 適用事業の有無を 保険料 申 

告書等により 確認のうえ、 適用となる事業があ れば、 新規として「算定基礎報告書」を 作成 

し 、 OCR 人力すること 0 

なお、 この場合にほ、 当該委託事業を 個別管理すべく 適用徴収関係各台帳 の作成を同時に 

行うこと。 

㈲ 変更の処理 

「新規・ 取消 リスト」に印書されている 新規適用事業 ( 「新規コード」欄にⅠⅠが 付さ 

れているもの ) で、 各保険年度の「労働者数」及び「確定保険料の 額」等の印 書 内容を確認 

し 、 変更する必要が 生じた場合は、 変更として「算定基礎報告書」を 作成し、 OCR 入力す 

ること 0 

ただし、 当年度における 保険料算定基礎調査等により 前年度又は双々年度確定保険料の 額 

及び業種を変更する 場合は、 適用徴収関係各台帳 の内容を変更処理期限 ( 当年度 12 月末頃 ) 

までに変更処理すること。 この場合、 変更の「算定基礎報告書」の 作成は必要ない。 

㈹ 復活の処理 

「新規・ 取消 リスト」に印書されている 取消の事業のうち「非メリット」欄にコード   
ⅠⅠ 、 ⅠⅠが付されているもので、 翌年度もメリット 制の適用事業であ れば復活として 復 

括 すべき項目を 記入して「算定基礎報告書」を 作成し、 OCR 入力すること。 

㈲ 取 消の処理 

「新規， 取消 リスト」に印書されている 新規適用事業で、 各保険年度の 適用要件を確認し、 

各保険年度のいずれかの 年度において 適用要件を満たしていないものがあ る場合は、 取消と 

して当該年度の 取 消 コード区分により「算定基礎報告書」を 作成し、 OCR 入力すること。 
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分割元引継事業及び 分割新設事業が 翌年度以降の「新規， 取消 リスト」に現れる 場合、 分 

割 年度の保険料額及び 労働者数は①及び②のようになる。 

① 年度当初 C4/1) に分割が行われた 場合 

保険料額及び 労働者数は、 分割後の事業場 毎 のものをそれぞれ 出力する。 

② 年度途中 (4/2 ～翌年 3/31) に分割が行われた 場合 

保険料額については、 分割元事業、 分割元引継事業及び 分割新設事業の 合算 借る、 ま 

た 労働者数については、 分割元事業、 分割元引継事業及び 分割新設事業の 延労働者数を 

合算し、 それを 12 で除した 値 ( 小数点以下切り 捨て ) を 、 各々分割元事業、 分割元引継 

事業及び分割新設事業のそれぞれに 同じ値を出力する。 

なお、 労働者数の算定に 当たっては、 4 月中に分割が 行われた場合は、 経過月数を 0 

月 として計算する。 

口 継続してメリット 制の適用のあ る事業の修正 

本省において 翌年度も引き 続いてメリット 制の適用があ ると判断した 事業については、 機械 

処理により継続メリット ，マスタ一に 登記を行うが、 登記した事業 ( 前年度にメリット 制の適 

用があ り、 当年度「新規， 取消 リスト」に印書されていない 事業 ) で当年度において 第三者か 

ら 損害賠償金として 納入すべき 額 、 CO 法による介護料及び 診察等の措置に 要する費用の 額の 

調整額を算入又は 保険料算定基礎調査等により 内容を変更する 必要があ る場合には、 前記 イ ㈲ 

の 処理と同様に 行うこと。 
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(2) m 口書内容 

・ - この「適用事業場名簿」は、 メリット制の 適用のあ る事業について、 メリット計算した 結果を 

印書したもので、 各欄 の 印書 内容は次のとおりであ る。 

 
 

項 」・ i; な目 ・ @           ，内 容 

労働保険番号 継続メリット 制適用事業場の 労働保険番号を 印書する。 

業 種 花月末現在の 適用台帳 に登記されている 業種を印書する。 

 
 
十
 
"
 
@
 
-
 
-
 
口
 

 
 

険
 （
 

保
 

  
11 一 13 のうち保険給付額を 合計した額を 印書する。 計 待 月 U ） （ 支 3 給年 金庫 累 11 一 13 のうち特別支給金を 合計した額を 印書する。 

給 付 額 合 計 「保険給付額累計い 年度 ) 」及び「特別支給金累計 (3 年度 ) 」を合計 

C 3 年度 ) した額を印書する。 

確定保険料額累計 「上段」 前年度以双 3 保険年度の確定保険料の 額 ( 非業務災害分 る 

( 3 年度 ) 調整前 除くおを合計した 額を印書する。 

「下段」 各年度の確定保険料の 額 ( 非業務災害分を 除く。 ) に該当年 

調整前 度の第一種調整率を 乗じ、 8 年度分を合計した 額を印書する。 

              収支率 
  
メリット収支率を 印書する。 

( 注 1)  メリット収支率が 9,999 を超える場合は 9,999 とする。 
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  メ リ ッ ト増減率 

7 非 業 炎 威 
労 災 保 険 率 

  非業 災減 メリット 

労 災 保 険 率 

      ク 

徴収 別 別表第 3 の非業務災害率を 減じた労災保険率に 対する増減の 割合 

で、 減の場合は「 一 ・」 ( マイナス ) 符号を付す " 

労災保険率から 非業務災害率を 減じた率を印書する。 

当該事業に翌年度適用ざれるメリット 労災保険率から 非業務災害率を 減 

じた率を印書する。 

業種変更 当年度 12 月末現在の適用台帳 の業種と継続メリット・マス 

タ一の業種 ( 中分類 ) が異なっている 事業について「 * 」を 

付す。 
  

合算表示 港湾荷役関係事業 ( 「 7B, 」、 「 74 」業種 ) について「 * 」を 付 

す 。 

年東 台帳 「算定基礎報告書」により、 新たにメリット 制を適用する な 事業で当年度の 年 重 台帳 に該当がないもの (0 円 確定も含む ) 

。 について「 ホ 」を付す。 
  

一括有期 一括有期事業 (02 、 Ⅱ - 。 38 業種で適用種別「 5 」 ) のものに 

ついて「 * 」を付す。 
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項目番号 

  

  10 

上上 @  13 

項 目 内 
  

容 

マ     
移転事業 メリット適用事業であ って、 移転報告の処理を 行った事業 

0 月成年月日により 移転年度別に 次のコードを 表示する。   

移転年度 コード 

前々年度 

前々々年度   
移転年度が双々々年度以双のものについてほ 、 全て前々々 

年度コード     を表示する。 

年度途中に事業の 分割が行われた 事業場については、 分割 

元 引継事業場 及ひ 分割新設事業共に、 分割年度の翌年度以降 

において、 分割日の属する 年度の保険料等が 合算処理されて 

いることを示すために、 「 * 」を表示する。 

算定基礎 「算定基礎報告書」により 新規、 変更又は復活が 報告された 
報 告 事業について、 次の コ一 ドを 表示する。 

種お Ⅱ コード 

復活 1 
特例適用 当年度において、 特例メリット 制の適用を受けている 事業 

あ り 場について「 * 」を付す。 

前年度メリット 当年度において 適用された「メリット 増減率」、 「メリット保険率」をそ 

増 減 率 れぞれ前書する。 

前年度メリット ( め 算定基礎報告 欄 に   が表示された 事業のうち当年度メリット 増 

保険率 ( 非業 災減 ) 減率及び当年度メリット 料 率の入力がなかった 場合は、 「双年度メリッ 

ト 増減率」、 「双年度メリット 保険率」は空欄となる。 

前々々年度保険給 「上段」 メリット収支率算定の 際に分子に計上された 保険給付額で 

付 、 特別支給金 あ り、 各年度ごとの 通常支払われた 保険給付額及び 回収を決 
議した額に「算定基礎報告書」により 入力された第三者から 

前々保険年度保険 損害賠償金納入を 決議した 額 等を減じ、 年金に係る労働基準 

・給付、 特別支給金 法相当額及び CO 法に基づく給付額等を 加えた額を印書する。 

前年度保険給付、 
「下段」 メリット収支率算定の 際に分子に計上された 特別支給金支 

  
特 別 支 給 金 

払 額であ り、 各年度ごとの 通常支払われた 特別支給金支払 額 

及び回収を決議した 額に「上段」の 保険給付額と 同様の デ一 

タを 加減した額を 印書する。 
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        Ⅰ 干ヱ、 "" ニ、 -, Ⅰ :.i, Ⅱ 七 -                             
      

  。 ・ " 一 項目番号， -  ー l 。 ， - .  ,- ・       @- ゴ頂 、 。 、 h   Ⅰ     目 @@-ss                           Ⅰ 4- Ⅰ 6  前 月 年 度 確 定 各年度ごとの 調整前確定保険料の 額 ( 非業炎威 ) をそれぞれ 印 書する， 

保険料額 ( 非業炎威 ) 

前々年度確定 

保険料額 ( 非業炎威 ) 

前 年 度 確 定 

保険料額 ( 非業 災届 ) 

(3) 事務処理 

イ 「業種変更」欄にネ 印が付されているものについては、 実際に「事業の 種類」に変更あ った 

  
  

か 否かを確認し、 次により処理することっ 

㈲ 適用業種の変更又は 誤りで適用徴収関係各台帳 の業種を変更した 場合には、 変更後の業種 

で 適用要件を確認し、 適用のないものについて、 「適用事業場名簿」を 抹消 ( 朱書 ) し 、 備 

考欄に「適用なし」の 表示をすること。 

㈲翌年度にメリット 制の適用があ るものは、 必要に応じて「適用事業場名簿」の「業種」 欄 、 

「非業炎威労災保険率」 欄 、 「非業炎威メリ ノト 保険率」欄を 修正 ( 朱書 ) すること。 

ロ 「合算表示」欄に * 印か付されているものについては、 当該事業か適正に 合算処理されてい 

るか確認し、 「算定基礎報告書」の 記入誤り又は 基幹番号が異なる 等の事由で合算処理が 出来 

なかったものがあ れば、 合算処理した 内容によりメリット 計算を行い、 合算する事業それぞれ 

について「適用事業場名簿」の「保険給付額累計」 欄 、 「確定保険料額累計」 欄 、 「メリット 収 

文事」 欄 、 「非業炎威メリット 保険率」 欄 等を修正 ( 朱書 ) し 、 備考欄に合算した 相手の労働 

保険番号を記入すること。 

なお、 基幹番号が異なるため 合算処理が出来なかった 場合には、 基幹番号を統一すべく、 適 

用 台帳 の変更を併せて 行うこと。 

ハ 「 年 東台帳 なし」欄に * 印が付されているものについては、 保険料申告書等により 事業の消 

滅の有無を確認し、 当該事業が翌年度にメリット 制の適用のあ るものであ れば、 「年度更新中 

吉書」及 び 「労災保険率決定通知書」を 作成するとともに、 年重 台帳 を作成すること。 

また、 「算定基礎報告書」の 労働保険番号の 記入誤り等の 事由により、 翌年度にメリット 制 

の 適用のないものてあ れば、 「適用事業場名簿」を 抹消 ( 朱書 ) し 、 備考欄に「 取消 」の表示 

をすること。 

ニ 「算定基礎報告書」欄に「 工 」が表示された 事業については、 当年度のメリット 制の適用の 

  有無を確認し、 当年度のメリット 制の適用があ る場合は、 「適用事業場名簿」の 前年度メリッ 

ト増減率及び 前年度メリ ，ト 保険率を修正 ( 朱書 ) するとともに、 「年度更新申告書」の 修正 

スは 新規作成等、 必要な処理を 併せて行うこと。 
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ホ 「適用事業場名簿」に 印書されている 事業のうち、 翌年度にメリット 制の適用のあ るもので、 

  ，当年度 1 月 ～ 3 月中に労働保険番号を 変更したものについては、 次により処理すること。 

㈲ キ 一変更処理のもの 

キ 一変更処理により、 労働保険番号の 変更を行った 事業については、 旧 番号で 印 書されて 

いる「適用事業場名簿」の 備考欄に「労働保険番号変更」と 表示するとともに、 新しい労働 

保険番号を記入すること。 

㈲ 移転事業等のもの 

地 府県から移動してきた 事業で移転前事業場が「適用事業場名簿」に 印書され、 移転後事 

業場が 「適用事業場名簿」に E 口書されていない 事業、 又は事務組合への 事務委託等の 事由に 

より、 機械処理上、 新規として保険関係が 成立した事業については、 新しい労働保険番号で 

移転として「算定基礎報告書」 ( 補正介 ) を作成し、 追加報告すること。 

へ 「適用事業場名簿」 ( 補正 分 ) に印書されていない 事業であ って新たに追加する 事業があ る 

場合には、 名簿の末尾に 当該事業に係るデータを 記入し、 備考欄に「新規」と 表示すること。 

ト 「適用事業場名簿」に 印書されている 事業を取消、 若しくは内容を 変更し、 又は 新たに追加 

する場合は、 その内容を「算定基礎報告書」 ( 補正 介 ) に記入し、 OCR 入力するとともに、   

「年度更新申告書」及び「労災保険率決定通知書」の 破棄、 修正ス は 新規作成等、 必要な処理 

を 併せて行 う こと。 

チ 「適用事業場名簿」に 印書されている 事業について、 労災保険率の 特例適用の追加又は 取消 

が生じた場合は、 「算定基礎報告書」 ( 補正介 ) の特例コードに 適用あ り又は適用なしコードを 

記入し、 変更として追加報告すること ひ 

  なお、 当該事業に係る「労災保険率特例適用申告書」 ( 以下「特例申告書」という。 ) は 、 翌 

年度 4 月 1 日以降に前年度分として OCR 入力すること。 

り 事業分割について 

事業分割が・「算定基礎報告書」で 入力された事業場については、 「適用事業場名簿」の 算定 

基礎報告 欄 に分割であ ることを示すコードⅠが 表示される。 

適用事業場名簿上、 当該表示のあ る分割新設事業の 保険給付額等については、 分割元引継事 

業の保険給付額等の 内容が表示される。 

なお、 年度途中に分割が 行われた事業場については、 分割元引継事業及び 分割新設事業共に 

分割年度の翌年度以降において、 分割日の属する 年度の保険料等が 合算処理されていることを 

示すために「適用事業場名簿」の 移転 欄に 「 * 」を表示する。 ただし、 分割日の属する 年度が 

「適用事業場名簿」の 出力年度の 4 箇年度以双となった 場合は空白となる。 

したがって、 事業場名簿の 算定基礎報告 欄に ⅠⅠが表示・された 分割新設事業については、 

  「適用事業場名簿」に 印書された保険給付額等が、 分割元引継事業の 保険給付額等の 内容に一 

致しているか 否かを確認すること。 

移転 欄に 「 * 」が表示されているものについては、 合算処理が適正にされているかを 確認し、 
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適正に処理されてい 低かった場合は、 手 計算を行い修正すること。 

分割年度の保険料額、 保険給付額等の 表示は①及び②のようになる。 

① 年度当初㏄ /1) に分割が行われた 場合 

保険料額、 保険給付額等は 分割後の事業場 毎 のものをそれぞれ 出力する。 

② 年度途中り /2 ～翌年 3/31) に分割が行われた 場合 

保険料額及び 保険給付額等については、 分割元事業、 分割元引継事業及び 分割新設事業の 

合算値を、 分割元事業、 分割元引継事業及び 分割新設事業のそれぞれに 同じ値を出力する。 

分割新設事業の 分割年度における 前年度メリット 増減率は空白とする。 
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5.3 

  
継続メリット 制算定基礎報告書 

様 式 

      継続メリット 制算定基礎報告書 
一 

帳 票 没別 0 別除コード 

国国田回国田 

⑦労働保険番号 ① 苛取変 コード 

目ロロロロロ 口 

の俣珪悶仔 成立年月日 

目白日自白ヒ 白白白コロ白白白日露   
⑤ 簾 接 ⑥当年度メリ ソト増 波車 0 当年度メリット ね ・ 串 ⑧特例コード 

口ロロロロロ 口 
特例適用あ り 

特例適用なし 口ロロロロロ ロ 1 

労 働 者 数 確 定 保 険 料 

の ロココロロ口ロロロロ 口 
鞘 の ロ ロココロ 口 

翼 0 口ロ口ロロロ 。 ロ口ロ口ロ口ロ 口ロロ口 
。 ロココロコロコロ 口ロ 口 

ぷ "8 ロロロロロ口 
  

  保 険 給 付 費 特 別 支 給 金 

@ ま !0 日ロロロロロロロ 日ロ ロ l 
。 日ロ口ロロ口ロココロ ロ l           

弗の国口ロロロ ロ ロココロ ロ " ロ口ロロココロコロロ 口 

ぷ "" ロロロロロココロコロ ロ 。 ロ ロココロコロコロコロ 

ゆ 移転前 労何 保険番号 
の 梢屈 年月日 

l"" ロココロロロロロロロロロロロ 。 ",,"" 。 - 。 " 。 。 ・ "" 。 。 目口ロココロ 口 

Q 当年度に移転した 事業の確定保険料 
  給付調整額の 内訳 

口ロロ口ロ口ロ 口ロロロ 
り 徴収 則 l8-2 

: C 0 % 

コ賠は 取得 額等 

@ 物品 香号 7 品 U 
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日 記入項目と記入要領   

        
内 

  
項目番号 @  項 目 容 

  労働保険番号 新規、 取消、 変更、 合併、 復活又は削除として 報告すべき事業に 係る労 
働 保険番号を i 事業ごとに記入する。 

( 注 ) 合算してメリット 制の適用のあ る事業 ( 港湾荷役関係事業 ) につい 

ては、 メリット計算上 1 事業として取扱われるが、 この報告書の 作成 
にあ たっては、 合算される枝番号ごとに 記入する。 

  削除 コ ー ド 既に記入された 報告書データを 削除する場合、 削除コードにⅠ由を 記 

入する。 

  新規・ 取消 ・変更 新規 当年度にメリット 制の適用のない 事業で、 かつ「新規・ 取消 
      リスト」にない 場合に、 翌年度新規に 適用となる事業について 

は、 コードⅠⅠを 記入する。 

なお、 「新規・ 取消 リスト」に印書されている 事業のうち「 非 

メ Ⅵ ット 」欄のコードがⅠ つ、 ⅠⅠ 、 ⅠⅠで翌年度もメリット 

制の適用があ る場合には、 新規としてではなく 復活としてコード 

  を 記入すること。 

取 消 「新規・ 取消 リスト」に印書されている 新規事業で、 連続す 

8 3 保険年度中の 各保険年度のいずれかにおいてメリット 制の 

適用要件を満たしていない 年度があ る場合、 スは 継続してメリッ 

ト制 め 適用のあ る事業で、 保険料算定基礎調査等によりメリッ 

ト制の適用要件を 欠く年度を確認した 場合は 、 次のコードを 記 

入する。 

取 消すべき保険年度 月支 市肖 コード 

前年度 

前々年度 

前々々年度 

0 敗 消 コードを記入する。 

  
( 注 ) 取 消すべき年度が 2 保険年度以上あ る場合は、 直近年度 

変 更 「新規， 取消 リスト」に印書きれている 新規事業又は 継統し 

てメリット制の 適用のあ る事業で、 印書内容 スは 適用内容を変 

更する場合は、 変更コードⅠ田を 記入する。 

併 ムロ 新規、 変更又は復活に 上り入力された 事業場で、 事業の合併 

を行う場合に 合併コードⅠⅠを 記入する。 

なお、 合併と同時に 他の項目を変更する 場合は、 別 帳 票に変 

更・復活処理に 準じ変更項目を 記入するとともに、 ⑪～⑳の 項 

目も合わせて 記入する。 活 復 「新規・ 取 ・ f は リスト」の「 ヲヒ メリ ノト 」欄にコード 

Ⅰ、 田の 司書されている 事業のうち、 翌年もメリット 制の 

適用があ る場合は、 復活コードⅠつを 記入する。 

なお、 復活と同時に 他の項目を変更する 場合は、 復活コード 

  及び変更項目を 記入する。 

( 注 ) 復活コードの 使用は、 12 月末 (25 日 ) 締切分の報告まで 

とし、 「適用事業場名簿」作成後はできない。 

分 害 l@  事業分割 届 二票を受理した 場合に、 分割コード   を記入 

する。 
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    項目番号 "    項 ， 円目，                 - 内           ，， 容           

  成 立年 月 日 元号を付しに 当該事業の保険関係成立年月日を 記入する。 

なお、 移転してきた 事業であ る場合は、 原則として移転前の 事業の保険 

関係成立年月日を 記入する必要はないが、 移転前の労働保険関係成立年月 

日 と異なる場合はその 年月日を記入する。 

5  ‥昭オ 口 

7 …平成 

  垂木 種 当該事業の業種コート れ桁 ) を 記入する。 
    

  

  

当年度メリ @ 当年度にメリット 制の適用があ る事業で、 新規として報告する 場合は当 

増 減 率 年度に適用されているメリット 増減率を記入する。 

( 注 ) 前年度の算定基礎報告書の 人力漏れ等により 手作業でメリット 増減 

率を決定した 場合について、 翌年度の「適用事業場名簿」を 正しく 印 

字 する時に記入する。 

当年度メリット 科卒 当年度にメリット 制の適用があ る事業で、 新規として報告する 場合は当 

年度に適用されているメリット 科卒 ( 非業炎威 ) を記入する。 

( 注 ) 前年度の「算定基礎報告書」の 人力漏れ等により 手作業でメリット 

料 率を決定した 場合について、 翌年度の「適用事業場名簿」を 正しく 

印字する時に 記入する。 
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労災保険率特例の 適用状況について 次のコードを 記入する。 

1 …特例適用あ り 

3 …特例適用な   

( 注 ) 「特例申告書」の 入力漏れ、 取消誤り等により、 労災保険率の 特例 
適用状況が「適用事業場名簿」 (12 月末 ) に反映できなかった 場合の 

み記入する。 

9,11,13 

10,12,14 

労 働 者 数 イ 翌年度新規にメリット 制の適用となる 事業については、 前年度以双   

保険年度の労働者数をそれぞれ 記入する。 

ロ 当該事業で労働者数の 変更があ る場合には、 該当する年度の 労働者数 

を 記入する。 

確定保険料 イ 翌年度新規にメリット 制の適用となる 事業については、 前年度以双   

保険年度の確定保険料の 額 ( 非業務災害分を 除く。 ) をそれぞれ記入す 

る 。 

なお、 当年度に保険料算定基礎調査等により 確定保険料の 額が変更さ 

ぬ た場合は、 その変更後の 確定保険料の 額 ( 非業務災害分を 除く。 ) を 

記入する。 

ロ 継続してメリット 制の適用のあ る事業で、 確定保険料の 額 ( 非業務 災 

客分を除く 力 を訂正する必要があ る場合は、 その訂正後の 確定保険料 

0 題 C 非業務災害分を 除くじ 

( 注 ) 前々年度及び 前年度に係る 確定保険料の 額 ( 非業務災害分を 除くじ 

を 訂正する場合は、 年 東台帳 の内容を変更処理期限 ( 当年度 12 月末 

頃 ) までに変更処理すること。 

なお、 この場合、 「算定基礎報告書」への 記入 は 必要ない。 
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，項目     番邑 ，申 ; ";; 運 ;; 毒 ;i":"   寅闘瀋 ; 軒 ; 轟 ; 鰻 " 薄薄 ;; 委譲 % ぎ ;;:;;""" 褒薫 繁繁     % ぎ ; 鐙爽梅欝鞠 ; 鹸蝿藪醸       
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イ 「新規・ 取消 リスト」にない 事業で、 かつ翌年度新規にメリット 制の 

適用となる事業については、 前年度以双 3 保険年度の各保険給付の 額 及 

び 特別支給金の 額のうち、 メリット計算に 算入すべき給付額を 記入する。 

ロ 「新規・ 取消 リスト」に印書された 翌年度新規となる 事業又は継続し 

て メリット制の 適用のあ る事業で、 前年度以双 3 保険年度の各年度の 保 

険 給付の額及び 特別支給金の 額を訂正する 必要があ る場合は、 その訂正 

すべき 額 との差額を記入し、 減額記入する 場合のみ「 円 ( マイナス ) 

符号を記入する。 

( 注 ) 第三者から損害賠償金として 納入された 額 ( 年金に係る分を 除くつ 

等の調整額を 算入する必要があ るものについては 納入すべき額を 決 

足 した年度に記入する。 

移転前の局において 付与された、 当該移転事業に 係る労働保険番号を 記 

入する。 

( 注 ) 事業消滅の事業場を 合併した時は 必ず記入すること。 
  

22 消 滅 年 月 日 移転前の局において 確定精算を行った 年月日を元号を 付して記入する。 

( 注 ) 事業 消 威の事業場を 合併した時は 必ず記入すること。 

23 当年度に移転した 移転前に局において 当年度 (4 月 - 翌年 3 月の間 ) に移転した事業の 確 

事業の確定保険料 足 保険料 ( 非業 災減 ) の額を記入する。 
( 注 ) 前年度以双に 移転した事業の 場合は、 この欄に記入しないこと。 

注 ) 項目番号 6 、 7 ほ ついて、 記入された内容は 、 メり， トシステム内で 登記されるものであ り、 年度更新 

申告書等には 影響しないので 住煮 すること。 

(3@ 継続メリット 制算定基礎報告書の 作成 

次に該当する 場合に「算定基礎報告書」を 作成し、 OCR 入力する。 

イ 新 規 

新規コード「 1 」を含むすべての 項目について 記入すること。 ただし、 「保険給付」及び 

「特別支給金」に 該当がない場合については、 記入の必要はない。 

なお、 事務組合の委託替え 等により、 労働保険番号が 変更された事業であ る場合は、 同時に 

移転前労働保険番号を 記入すること。 

㈲ 翌年度新たにメリット 制の適用を受ける 事業であ って、 保険料算定基礎調査等により、 確 

定 保険料又は労働者数が 変更されたため、 「新規・ 取消 リスト」に印書されていない 場合 

㈲ 翌年度新たにメリット 制の適用を受ける 事業であ って、 過去 3 年度間に事務組合に 委託一 

括されていたため、 「新規・ 取消 リスト」に印書されていない 場合 

け 翌年度にメリット 制の適用を受ける 事業であ って、 「算定基礎報告書」の 入力漏れ等によ 

り「適用事業場名簿」に 印書されていない 場合 

なお、 当年度もメリット 制の適用を受ける 事業であ る場合は、 「当年度メリット 増減率」 及 

び 「当年度メリット 科卒」欄に当該率を 記入すること。 
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口 取 消 

  労働保険番号及び「 取消 コード」のみを 記入すること。 

なお、 この場合 取消 コードについては、 次のコードを 記入する。 

a  前年度に欠いている 場合 コ、 一ド   
b  前々年度に欠いている 場合 コード   
c  前々々年度に 欠いている場合 コード   

㈲ 「新規・ 取消 リスト」の「新規コード」欄にⅠⅠが 付されている 事業で各保険年度のい 

ずれかにおいて 適用要件を満たしていないものがあ る場合 

㈲ 継続してメリット 制の適用があ った事業で、 翌年度は非適用となる 事業が「新規・ 取消リ 

スト」に印書されていない 場合 

ハ 変 更 

労働保険番号と 変更コード   及び変更となる 項目のみ記入することとし、 他の項目は空 

欄 とすること。 

なお、 記入する際は、 「労働者数」及び「確定保険料 ( 非業 災 分を除く。 ) 」は実数又は 実額 

とし、 「保険給付費」及 び 「特別支給金」については、 変更すべき 額 との差額を記入すること。 

また、 業種及び双々年度、 前年度確定保険料の 額を変更する 場合は、 適用台帳 及び 年 重台帳 

の内容を変更処理期限 ( 当年度 12 月末頃 スは 3 月末頃 ) までに変更処理すること。 なお、 この 

場合に係る「算定基礎報告書」の 作成は必要ない ( 業種変更においては、 適用台帳 の内容変更 

処理がなされている 場合に算定基礎報告書のみ 作成しても業種の 内容は変更されない。 ) 。 

㈹ 「新規・ 取消 リスト」の「新規コード」欄にⅠⅠが 付されている 事業で内容に 変更が生 

  じた場合 

㈲ メリット制の 適用要件を満たす 事業で、 当年度における 第三者から損害賠償金として 決定 

した納入すべき 額 、 CO 法による介護料及び 診察等の措置に 要する費用の 額等の調整額を 算 

入又は保険料算定基礎調査等により 確定保険料の 額 ( 非業 災 分を除く。 ) を変更する場合 

㈹ 「新規， 取消 リスト」に印書されていない 事業場で、 移転等の事由により、 保険関係が機 

械処理上消滅となり、 別の労働保険番号により 新規成立した 事業については、 移転後の労働 

保険番号により、 下記 ホ ㈲の記入内容と 同様とし、 これら記入内容以覚に 変更となる項目 

があ る場合は、 当該項目にも 記入すること。 

二 合 併 

消滅事業場ごとに、 存続事業の労働保険番号により、 合併コード   の他、 消滅事業の合 

併 情報として「移転双労働保険番号」及び「消滅年月日」を 記入すること。 

なお、 合併コード   の帳 票のみでは入力できたことにはならず、 存続事業として、 新規 

コードⅠⅠ又は 変更コード   又は復活コードⅠⅠの 帳 票を作成し、 「労働者数」、 「 確 

定 保険料」、 「保険給付額」及び「特別支給金」を 合算した数値にて 報告を必ず併せて 行うこと。 
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ホ 事業分割 

  事業分割 届 二票を受理した 都道府県労働局において 入力することとし、 新政変コードは「 8 」 

とする。 

㈲ 分割新設事業 

以下の項目をすべて 記入して入力する。 なお、 項目記入は必須となっており、 記入漏れが 

あ った場合あ るいは別項目の 記入があ った場合の入力はキャンセルとする。 

・分割新設事業の 労働保険番号 ( 項番 ② ) 

・事業分割コードⅠⅠ ( 項番 ③ ) 

・事業分割目 ( 項番 ④ ) 

・業種 ( 頭香⑤ ) 

・分割が行われる 元の事業の労働保険番号 ( 項番 ⑪ ) 

㈲ 分割元引継事業 

分割の報告を 必要とするのは 分割新設事業のみであ り、 分割が行われた 後、 分割元引継妻 

業 については特に 分割の報告を 要しないが、 事業の分割に 際し、 移転した場合、 あ るいは補 

正人力時の特例メリット 適用の有無の 入力等が生じた 場合は現行の 機械処理方法に 基づいて 

行うこと。 

へ 復 活 

労働保険番号及び 復活コード 仁 Ⅰの他、 下記により復活すべき 項目を記入すること。 

なお、 復活と同時に 他の項目を変更する 場合は、 同時に上記 ハに 準じて変更項目を 記入する 

@ し と 。 

㈲ 移転復活 

「新規・ 取消 リスト」の「 非 メリ   ソト 」欄に   が付されているもので、 移転等の事由 

により保険関係が 機械処理上消滅となり、 別の労働保険番号により 新規成立した 事業につい 

て、 移転後の労働保険番号により、 前々年度確定保険料、 前年度確定保険料、 移転前の労働 

保険番号、 消滅年月日、 当年度に移転した 事業の確定保険料 ( 非業炎威 D 0 ただし、 当年度 

移転に限る ) を 記入すること。 

㈲ 労働者数又 は 確定保険料の 復活 

「新規・ 取消 リスト」の「 3 戸メリット」欄に   が付されているもので、 「年度更新中 

吉書」の記入誤り ス は保険料算定基礎調査等により 労働者数又は 確定保険料を 変更し、 メリッ 

ト制の適用を 継続する場合、 変更後の労働者数又は 確定保険料を 記入すること。 

㈹ 業種変更による 復活 

「新規， 取消 リスト」の「非メリット」欄にⅠが 付されているもので、 翌年度も継続 

してメリット 制の適用があ る場合、 変更後の業種を 記入すること。 

ただし、 適用台帳 の内容変更処理期限 ( 当年度 12 月末頃 又は 3 月末頃 ) までに適用台帳 の 

業種が変更されていることが 必要であ る。 
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ド 削 除 
  

  労働保険番号及び 削除コード 欄 ( 項番 ① ) に「 9 」を記入すること。 

上記 イ ～ ホ により既に入力された 算定基礎報告書データを 削除する場合に 使用すること。 

(4@  継続メリット 制算定基礎報告書作成上の 注意事項 

ィ 指定事業に一括された 事業の取扱い 

徴収 法 第 9 条の規定に基づき 指定事業に一括された 事業であ って、 一括後の指定事業が 翌年 

度にメリット 制の適用があ るときは、 次の事項に注意すること。 

㈲ 一括きれた事業について、 確定保険料及び 一括前に発生した 災害に係る保険給付及び 特別 

支給金はメリット 収支率の算定基礎に 算入しないこと。 したがって、 指定事業に係る「算定 

基礎報告書」の「確定保険料」、 「保険給付額」及び「特別支給金」欄に 上記の金額を 合算し 

  ないこと。 
  

また、 移転前労働保険番号に 一括された事業の 労働保険番号を 記入しないこと。 

㈲ 一括以後において 発生した災害について、 第三者から損害賠償金として 納入すべき額を 決 

定したものがあ る場合は、 当該額を支払同署に 照会し、 指定事業に係る「算定基礎報告書」 

に含めて報告すること。 

この場合、 管轄同署及び 支払同署双方の 協力のもと事務を 行 う こと。 

口 合算事業の取扱い 

㈲ 港湾荷役関係事業で 同一事業主 ( 基幹番号の同一のもの ) について事業の 種類ごとに枝番 

号を付しているものは、 機械処理により 合算の処理を 行い、 新たにメリット 制の適用要件を 

  満たした場合 は 「新規・ 取消 リスト」に印書するが、 これ以外に翌年度新たに 合算すべき事   

業があ る場合は新規として‥「算定基礎報告書」を 作成すること。 

㈲ 港湾荷役関係事業で 基幹番号の相違する 2 以上の事業については、 同一基幹番号にするた 

めの「 キ 一変更」処理を 行わなければ 機械処理による 合算処理が行われないので 注意するこ 

と 0 

また、 「新規・ 取消 リスト」において、 基幹番号相違のため 合算処理が行われず、 「 非メ           

ト」欄にコードが 付与された事業については、 当年度 1Z 月末までに「 キ 一変更」処理を 行い、 

「算定基礎報告書」において 復活報告 ( 「 キ 一変更」双の 労働保険番号による 報告 ) すること。 

なお、 上記と同様に 基幹番号相違のため 合算処理されなかったが、 非メリットとならない 

  事業場 (1 事業のみで適用要件を 満たすもの ) についても当年度 12 月末までに「 キ 一変更」 

処理を行い、 「算定基礎報告書」において 新規報告 ( 「 キ 一変更」双の 労働保険番号による 報 

告 ) すること。 

- ハ 合併事業の取扱い 

存続事業にメリット 制の適用があ る場合は、 消滅事業及び 存続事業の業務災害に 係る確定 保 

険 料額、 保険給付額等を 把握し、 合算のうえ変更として「算定基礎報告書」を 作成するととも 
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に 、 当年度以降の 保険給付額等の 把握のため「移転情報」を 作成し、 OCR 入力すること。 
  

  なお、 この場合「移転情報」の 項番 ⑳移転前労働保険番号欄に 消滅事業の労働保険番号を 、 

頭香②労働保険番号欄に 存続事業の労働保険番号を 記入すること。 

また、 消滅年月日が 当年度 C4 月～翌年 3 月の間 ) のものについては 消滅事業の確定保険料 

の額 ( 非業 災 分を除く。 ) を記入すること。 

ニ 事務組合委託事業の 取扱い 

    ㈲事務組合委託事業が 新規にメリット 制の適用となる 場合は、 当該委託事業の 労働保険番号 

( 枝番号を含む。 ) によって適用台帳 の作成を行うこと。 

㈲ 上記㈲に該当する 事業については、 当該事業に係る 確定保険料の 額 ( 非業 災 分を除く。 ) 

及び保険給付の 額 ( 特別支給金を 含む。 ) を把握し、 新規として取扱い、 「算定基礎報告書」 

を作成するとともに 労働保険番号の 変更があ った場合は「移転情報」を 作成すること。 

なお、 当該事業が事務組合に 委託する前の 保険関係が、 他局であ った場合は 、 現に当該事 

務組合を管轄する 局において委託前の 間に対し照会を 行い、 メリット計算に 必要な確定保険 

料 の 額 ( 非業 災 分を除く。 ) 及び保険給付の 額 ( 特別支給金を 含む。 ) 等を把握すること。 

  ホ 移転事業の取扱い 

連続する保険年度において 適用要件を満たしているもので 当年度中 (4 月～翌年 3 月の間 ) 

に 移転等の事由により、 機械処理上消滅とねり、 別の労働保険番号により 新規成立した 事業に 

ついて、 「算定基礎報告書」により 移転情報を作成し、 OCR 入力すること。 

この場合、 局 ( 署 ) から移転したものについては、 移転後の管轄 居 において、 「労災保険率 

の メリット制適用事業に 関する調査依頼について」 ( 様式 i) により照会し、 移転前の管轄 居 

  にあ っては、 調査のうえ「労災保険率のメリット 制適用事業に 関する調査依頼について ( 回答 ) 」 

( 様式 2) により、 下記事項について 回答すること。 

㈲ 移転前の労働保険番号及び 成立年月日 

同 次の確定保険料の 額 

移転した日の 属する年度が 前年度であ れば、 前年度以双 3 箇年度のそれぞれの 確定保険料 

の額 ( 非業 災 分を除く 力 

㈹移転前の労働保険番号による 次の保険給付 ( 特別支給金を 含む。 ) の 額 

a  前年度以双 3 箇年度の保険給付額 ( 整備法 第 18 条第 1 項による保険給付の 額を除く。 ) 

b  前年度以双 3 箇年度の特別支給金 

c  前年度以双 3 箇年度における 労災保険法第 tm 条の 4 の規定による 第三者からの 損害賠償 

金 として納入告知した 額 ( 年金給付に係るものを 除くい 

口 前年度以双に 移転事業報告をした 事業に係る給付処理 

前年度以双に 移転事業報告をした 事業で、 当年度に移転双の 労働保険番号で 保険給付が行 

われた場合には、 移転前の労働保険番号が 、 他の事業場の 労働保険番号として 使用されてい 

ないかどうか 確認する。 
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なお、 労働保険番号が 使用きれている 場合、 給付額を把握し、 局において「算定基礎報告 

    書 」により修正処理を 行うこと。 

へ 事業分割の取扱い 

㈲ 算定基礎報告書の 人力期間について 

算定基礎報告書の 入力期間は、 現行の機械処理と 同様に通常人力期間 ( Ⅱ /1 一 %/25) 

及び補正人力期間 C2/i ～ 3/ 篆 ) とするが、 分割が行われた 時期等により 以下のとおり 

とするので留意されたい。 

なお、 分割年度において、 当該分割年度の 通常人力期間に 人力した場合は、 分割元引継妻 

業及び分割新設事業に 係る「適用事業場名簿」、 「労災保険率決定通知書」及び「年度更新申 

告書」を、 補正入力期間に 入力した場合は、 分割新設事業に 係る「適用事業場名簿 ( 補正力 ) 」 

をそれぞれ 印 書することとし、 前記以外の場合は、 それぞれ各局において 手書き対応とする 

，と し 。 

また、 下記③及び④に 該当する場合、 入力年度の帳 票関係の印 書は ついては、 上記に準じ 

て ， 一 行っ。 ・ 

① 4/1 ～ 12/25 に分割が行われた 場合 

通常入力期間内に 入力すること。 

② 4/] ～ M2/25 に分割が行われたが 通常期間に処理が 出来なかった 場合、 あ るいは l2/ 

26 一 3/25 に分割が行われた 場合 

補正入力期間内に 入力すること。 

③ 年度内に分割が 行われたが通常入力期間度 ぴ 補正入力期間に 入力ができなかった 場合、 

あ るい は 入力漏れがあ った場合 

分割があ った年度 ( 以下「分割年度」という。 ) の翌年度に必ず 入力すること。 算定基 

礎報告書による 入力期間は分割年度及びその 翌年度までとし、 それ以降の分割報告におい 

ては人力時にキャンセルどする。 仮に分割があ った年度の翌年度人力期間の 末日までに人 

力 ができなかった 場合等が生じたときは、 本省に連絡をした 上で必要な指示を 得ること。 

④ 年度内に分割が 行われた分割元事業が 移転した場合 文は 移転等に よ り「新規・ 取消 事業 

場 リスト」に印書されている 場合 

上記① 一 ③の事情により 当該入力期間に、 分割元事業の 移転報告文 は 復活報告のみ 行い、 

分割報告は前記当該入力期間の 次の人力期間に 行 う こととする。 

例えば上記①に 該当する場合、 移転報告を通常入力期間内に 行い、 分割報告はその 年度 

の補正入力期間に 行 う こと。 

よって、 同一期間内に 移転及 び 分割の報告はできない。 

  ㈲ 分割事業の機械処理上の 制限について 

① 分割事業の分割回数 

分割情報の管理は、 1 分割元事業からみて 最大 2 回 (1 分割元事業を 親と仮定した 場合、 
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子 (1 回 目の分割 ) 又は孫 C2 回目の分割 ) まで ) を限度とする。 ただし、 年度内での 分 

  割 報告の回数は 1 回のみとする ( 年度内の再分割は 不可 ) 。 

この制限を超える 報告 ( 親からみて 8 回以上 ) については、 算定基礎報告書により「新 

規」で報告すること。 この場合、 分割年度の翌年度の 合算処理については、 機械処理の対 

象 とされないので、 翌年度の確定保険料等については、 手 計算で対応の 上、 算定基礎報告 

書 での変更処理を 行う必要があ る。 

② 分割新設事業の 上限 

同一人力期間における 分割新設事業の 上限は如何とし、 それを超える 分については、 次 

回入力期間に 入力を行 う こととする。 なお、 年度内の入力期間中に 入力ができない 場合、 

翌年度の算定基礎報告書入力期間内に 行うこと。 

③ 分割報告後の 分割元事業に 関する変更報告の 扱い 

分割報告時のメリット 収支率算定期間の 保険料等を保険料算定基礎調査等で 変更する必 

要が生じた場合、 又は分割報告後に 給付額等の差異のあ ることが分割報告後に 判明した 場 

合 ( 例えば分割年度の 報告時は給付額等を 100 万円で算定したが、 第三者行為災害等の 調 

整額 のため、 分割年度及びその 翌年度に 90 万円であ ることが正しいと 判明した場合など ) 、 

分割元事業及び 分割新設事業それぞれの 該当する内容の 変更処理が必要なので、 それぞれ 

変更処理分の 算定基礎報告書の 作成及び入力が 必要となる。 ただし、 分割報告と同一の 人 

力期間までに 徴収システムで 分割元事業の 変更入力をした 場合は、 分割新設事業にもその 

変更内容が反映される。 

原則として、 いったん適用事業場名簿に 出力された適用事業場は 個別に修正が 必要にな 

る 。 

分割年度の合算処理においても 合算すべき保険給付額に 変更する必要があ る場合、 又は 

調整 額 があ る場合にも、 同様に個別の 修正が必要となる。 上記の例によれ ば 合算後の正し 

い 保険給付額 (100 万円 づ 90 万円 ) をそれぞれ報告する 必要があ る。 

なお、 保険料算定基礎調査等により、 前年度又は双々年度の 確定保険料の 額を変更する 

場合は、 徴収システムの 適用、 徴収及び収納の 各台帳 を修正すれば、 算定基礎報告書によ 

る 変更は要しないが、 算定基礎報告書入力期間内に 前記各台帳 が修正漏れの 場合は必要と 

なる。 

ト 同一入力期間内の 帳 票入力の取扱い 

同一入力期間内に、 入力された算定基礎報告書の 内容を修正する 必要が生じた 場合は、 上記 

Ⅲ トの 削除を行ってから 改めて正しい 算定基礎報告書を 入力すること。 

先行入力された 算定基礎報告書の 内容変更を名目に 変更Ⅰ 一ド による入力を 行った場合、 ニ 

  重 入力となる。 
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(5) 継続メリット 制算定基礎報告書の 移転情報の作成   

  ，移転情報 は 、 通常のキ一変更処理で 作成される「 キ 一変情報」と 同様に、 事業場の移転後にお 

いてもなお、 移転前の労働保険番号で 支払われる「給付情報」について、 移転後の労働保険番号 

に 変更し、 当年度以降における 当該事業に係るメリット 計算に算入する 保険給付額等の 把握を機 

械処理により 行わせるための 情報であ る。 

このため、 継続メリット 制の適用要件を 満たす事業であ って、 地府県からの 移転及び事務組合 

への事務委託等の 事由により、 機械処理上消滅となり、 移転後又は事務組合において 異なる労働 

保険番号により 保険関係を新規成立した 事業場については、 すべて移転情報を 記入した「算定基 

礎報告書」を 作成し、 OCR 入力を行うこと。 

また、 合併事業の当年度以降の 保険給付額等についても、 存続事業と消滅事業のそれぞれの 保 

険 給付額等を合算して 収支率を算定する 必要があ ることから、 移転情報を記入した「算定基礎 報 

告書」を作成し、 OCR 入力を行 う こと。 

なお、 徴収 法 第 9 条により指定事業に 一括された事業における 一括前に発生した 災害に係る保 

険給付額等については、 指定事業のメリット 計算に算入されないので、 この移転情報を 作成する 

必要はない。 

この移転情報の 作成にあ たっては、 移転後の局において 作成することとし、 作成に必要な 事項 

については、 ( 様式 1) ( 第 50 頁 参随 により移転前の 局に照会し把握すること。 

なお、 照会を受けた 局は、 ( 様式 2) 暉丑頁 参照 コ により速やかに 回答すること。 
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 式

 
様
 

（
 

終
日
 

連
月
 

務
年
 

成
 

享
平
 

都道府県労働局総務部 ( 労働保険徴収部 ) 労働保険徴収主務課 ( 室 ) 長 殿 

都道府県労働局総務部 ( 労働保険徴収部 ) 労働保険徴収主務課 ( 室 ) 長 

労災保険率のメリット 制適用事業に 関する調査依頼について 

当局に移転した 下記事業場について、 労災保険率のメリット 制の適用にあ たり、 移転前の貴 局 にお 

いて成立していた 保険関係等の 内容について、 調査の上 ご 回答下さい。 

なお、 回答にあ たっては、 「継続メリット 制適用事業場名簿」の 当該事業に係る 部分の コピ 一でも 

差し支えあ りません。 

- 己 

① 移 転 前 府 県 所掌 管 轄 基 幹 番 号 枝番号 

労働保険番号     

② ( フリガナ )   
事業場の名称 

③ 

そ の 他 
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G 差式 ・ 2) 

終
日
 

連
月
 

務
年
 

成
 

喜
平
 

都道府県労働局総務部 ( 労働保険徴収部 ) 労働保険徴収主務課 ( 室 ) 長殿 

都道府県労働局総務部 ( 労働保険徴収部 ) 労働保険徴収主務課 ( 室 ) 長 

  

労災保険率のメリット 制適用事業に 関す・ る 調査依頼について ( 回答 ) 

平成 年 月 日付け標記調査依頼について、 下記のとおり 回答します。 

- モ 己 

①移転前 府 県 所掌 管 轄 基 幹 番 号 枝 番 号 ②業 種 

労働保険番号                   
      

③事業場         笠 ‥ り   二て． )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

の名称 

日
 

月
 

産
 

年
年
 

当
 

 
 

係
 目
糟
 

 
 

月
 

日
 

月
 

年
 

度
 

年
 

一
 

日
 

 
 

 
 

の額 @ 災分 )    け 前々年度   目口前々々年度   円 

⑦労働者数 ㈲ 前年度 大 同 前々年度 人 け 前々々年度   

⑧ 昌 ｜ １ 前 目 年 度 １ １ 一 リ 年度 同前々々年度 

保 
円 円 円 

業務 険 災 ㈹保険給付額 
給 害 ㈲ 特別支給金額 

分 

村君 け 労災 法 第 12 条の 4  損害賠償求償 額 
  ㈲ 額     ム 計 

  

⑨保険関係消滅時のメリット 保険率   1O00 分の ⑩ そ の 他 
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(6) 継続メリット 制算定基礎報告書の 移転情報の作成上の 注意     
・ イ 作成対象 

㈹ この移転情報 は 、 当年度 (4 月～翌年 3 月の間 ) に地府県から 移転してきた 事業及び事務 

組合への委託等 ( 歳入徴収官の 変更に伴うもの ) により確定精算を 行っている事業で、 移転 

後の事業 ( 事務組合への 委託等を含む。 ) が翌年度にメリット 制の適用があ る場合に作成す 

ること 0 

( 口 ) 上記㈲に該当する 事業が当年度以双 3 保険年度の間に 移転等を行ったことがあ る場合は 、 

その移転等の 状況を次の例により 作成すること。 

[ 例 ]  個別事業場 A 事務組合に委託 個別事業場 

  -  (A                         Ⅰコ ラ b 

枝番号 

a@ ->@ b   

  を 2 件作成する。 

A@ @@ b   

なお、 キ 一変更処理可能 ( 歳入徴収宮の 変更を伴わないもの ) なもので、 ・上記 [ 例 ] と同 

様の状況 ( 確定精算を行ったもの ) の場合についても 作成を必要とすること。 

ロ 作成上の注意事項 

「当年度に・ 消滅した確定保険料の 額」の欄は、 当年度に移転等により 消 威した事業に 係る当 

年度の確定保険料の 額 ( 非業 災 分を除く。 ) を記入すること。 この場合、 事務組合委託事業が 

新規にメリット 制の適用となった 場合で、 当該事業が事務組合の 中において変更した 場合は、 

確定精算を行ったものとみなして、 確定保険料 四額 ( 非業 災 分を除く。 ) を把握し記入するこ 

と Q 
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告
言
 

失
亡
 

通
 

定
 

決
 

女
中
 

光
保
険
 
式
 

 
 

4
 
間
 

后
り
 (
t
 

殿 

平成 年 月 日 

労働保険特別会計歳入徴収宮口   

労災保険率決定通知書 

貴 事業場における 平成 年度の労災保険率は、 労働保険の保険料の 徴収等に関する 法律 第 lm 条 第 

3 項及び同法第 12 条の 2 の規定に基づき、 下記のとおり 決定されたので 通知します。 

- 記 -- 。 

1. 建設の事業及び 立木の伐採の 事業以外の事業 ( 継続事業 )   
⑤ ⑥ ⑦ 

①労働保険番号 @ ② 業 種 ③ メ ④ メリ 業務災害 非業務 姦酵 % 分 雙蛭 
府県所掌 所轍 1@  基幹番号 枝番号番号 収支率 増減率 に係る率 災害率 ( ⑤ 十 ⑥ ) 

% % 1000 分の lfo00 分の   
  

2. 建設の事業及び 立木の伐採の 事業 ( 一括有期事業 ) 

④ ⑤ ⑥ 番号 ① 労 動 保 陰 ②葉 種 メリツト 業務災害 府県所掌折掛 1@  基幹番号 枝番号 番 骨 収 吏 宰 曲目 減 率 に係る率 災 生口 率 ( メリ ツト 科卒 ) 

  % ( ⑦ 十 ⑥ ) 10000 分の 下表「 * 」 

1.00 のとおり 

( 注 )         貴 「適用」榔に「 事業場の特例メリット 炎 」印で表示された 制の適用は、 改定労災保険率が、 「特例メリ ，ト制 適用」適の 貴 事業場に係る 、 「 = 」で消去されていない 労災保険率です。 方が該当します。 
3. 本表の改定労災保険率は、 非業務災害率 Claoo 分のいを含みます。 
    事業の種類「 02 木材供出 業 」には立木の 伐採の事業が 該当します。 
5. 徴収法施行規則第 2Q 条に規定する「労災保険率から 非業務災害率を 減じた率の増減 衰 」及び同規則第 20 条の 6 に規定する「労災保 
険 率から非業務災害率を 減じた率の特例増減衰」は 裏 面のとおりです。 
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( 参考 れ 労災保険率から 務
 

早
業
 

ゴ
プ
 

」
 

災害率を減じ た 率の増減衰 

労災保険率から 非業務災害率を 減じた率に対する 増減の割合   

収 支 率 建設の事業及び 立木の伐採 建設 の 事 業 及 び 

の事業以外の 事業 立木の伐採の 事業 

1 0 % 以下のもの 4 0 % 減ずる。 3 0% 減ずる。 

1 0 % を超え 2 0 % までのもの 3 5% 減ずる。 2 5% 減ずる。 

2 0 % を超え 3 0 % までのもの 3 Q% 減ずる。 2 0% 減ずる。 

3 0 % を超え 4 0 % までのもの 2 5% 減ずる。 

2 0% 減ずる。 
1 5 % 減ずる。 

4 0 % を超え 5 G % までのもの 

5 0 % を超え 6 Q % までのもの 1 5% 減ずる。 
1 0 % 減ずる。 

6 0 % を超え 7 Q % までのもの 1 0 %/0 減ずる。 

7 0 % を超え 7 5 % までのもの 5% 減ずる。 5% 減ずる。 

8 5 % を超え 9 0 % までのもの 5% 増加する。 5% 増加する。 

9 0 % を超え 1 0 0 % までのもの 1 0 % 増加する。 
1 0% 増加する。 o ll 上 0% を超え 1 1 0 % までのもの 1 5% 増加する。   

1 1 0 % を超え 1 2 0 % までのもの 2 0 % 増加する。 

1 2 0% を超え 1 3 0 % までのもの 2 5 % 増加する。 
1 5% 増加する。 

1 3 0% を超え 1 4 0 % までのもの 3 0 % 増加する。 2 Q % 増加する。 

1 4 0 % を超え 1 5 0 % までのもの 3 5% 増加する。 2 5 % 増加する。 

1 5 0% を超えるもの 4 0 % 増加する。 3 0 % 増加する。 

( 参考 れ 労災保険率から 非業務災害率を 減じた率の特例増減 衰 

( 特例メリット 制が適用となった 場合 ) 

労災保険率から 非業務災害率を 減じた率に対する 増減の割合 
収 支 率   

建設の事業及び 立木の伐採の 事業以外の事業 

5% 以下のもの 4 5 % 減ずる。 

5 % を超え 1 0 % までめもの   4 Q % 減ずる。 

1 0% を超え 2 0 % までのもの 3 5% 減ずる。 

2 Q% を 超え   3 0% までのもの 3 Q% 減ずる。 

3 Q % を超え 4 0 % までのもの 2 5% 減ずる。 

4 0% を超え   5 0% までのもの   2 Q% 減ずる。 

5 0% を超え 6 0 % までのもの 1 5% 減ずる。 

6 0 % を超え 7 0 % までのもの l Q% 減ずる。 

7 0% を超え 7 5 % までのもの 5% 減ずる。 

8 5 % を超え o g % までのもの 5% 増加する。 

9 Q% さ 超え 1 0 0 % までのもの 1 0% 増加する。 

o Ⅰ o % を 超え 1 1 0% までのもの 1 5% 増加する。 

Ⅱ Ⅰ Ⅱ ｜ ヰ Ⅰ l ハ し 賭を超え 1 2 Q % までのもの 2 0 % 増加する。 

1 2 0% を超え 1 3 0 % までのもの 2 5% 増加する。 

1 3 0% を超え 1 4 0% までのもの 3 .0% 増加する。 

-1 4 0% を超え 1 5 0 % までのもの 3 5% 増加する。 

1 5 0% を超え 1 6 Q % までのもの 4 0% 増加する。 

1 6 0% を 超えるもの 4 5% 増加する。 
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(2) 事業主への通知に 当たっての注意事項 
  

・，翌年度のメリット 労災保険率について 厚生労働大臣が 決定し、 継続メリット 制適用事業場の 事 

業主へ通知するもので、 本省においてメリット 計算処理後印書し、 局に送付するので、 「適用事 

業場名簿」及び 年度更新用の「年度更新申告書」の 労災保険率等と 照合し、 労働保険特別会計歳 

入徴収官印を 押印のうえ「年度更新申告書」発送時に 同封して事業主へ 通知すること。 

なお、 局への継続メリット 制適用事業に 係る大臣決定の 通知は、 補正力 め メリット計算処理 

( 補正介「適用事業場名簿」処理 ) 後通知すること。 

「適用事業場名簿」 (12 月末 ) 及び「年度更新申告書」 印 善事務処理後に 変更のあ った事業場 

( 補正介「適用事業場名簿」に 係る事業場 ) については、 新たに「労災保険率決定通知書」 ( メリッ 

ト決定通知書 ) が印書されないので、 焼印 書 分を破棄し、 手書きにより 局において作成すること。 

また、 「年度更新申告書」の 労災保険率についても、 訂正処理を行うこと。 
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5.5 事業分割 届 

事業分割 届 ( 甲票 ) 
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率
 

日
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年
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目
 

月
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Ⅰ
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号
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号
 

郵
 

蓄
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要
 

 
 

概
 

轄
 

の
 

管
 

Ⅱ
 
主
日
 

所
掌
 

分
 

県
 

府
 

業
 

地
 

称
 

保
号
 

事
 

在
 

勧
善
 

所
 

名
 

労
険
 

分
割
元
事
業
 

事業の種類 
郵便 

名 称   

分 番号 

Ⅱ よ生Ⅰ 電話 
所在地 

し 番号 

新 
ぎ 。 

労 働 者 数 
ttX 

す 
分割元事業からの 移籍労働者数 

る 

事 

業 

平成 年 月 日 

労働局長 殿 

分割元事業 住 所 

事業主 記名押印ス は 署名 

氏 名 ⑳ 

( 法人のときはその 名称及び代表者の 氏名 ) 
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事業分割 届 ( 二票 ) 

  

労働 保             府県所掌管轄基幹番号 枝番号 介 圭 " Ⅱ                   年 月 日 

険 番号                                                                       年月日               
分 

  
郵 ・ 使 

割 名 称   事業の種類 メリット増減率 

  番号 
几 

事 所在地   
業 

事 業・分 割 の 概 要 

郵便 
名 称   事業の種類 

分 番号 

主色Ⅱ し 

電話 

所在地 
し   番号 

新 
労 働 者 数 

""@ %% - 収 Ⅰ @ 

す 
分割元事業からの 移籍労働者数 

る 

事 府県所掌管轄 基幹番号 枝番号 
新規労働保険番号           

業   
                                        

平成 年 月 日 

労働局長 殿 

米 確認 欄 分割新設事業 住 所 

事業主 記名押印 X は署名 

氏 名 ⑳ 

( 法人のときはその 名称及び代表者の 氏名 ) 
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第 2  一括有期事業のメリット 制に係る事務処理 
    

] 継続メリット 制との相違点 

建設の事業及び 立木の伐採の 事業に係る一括有期事業につ・いては、 その全体が一の 継続事業とみな 

されるため、 継続事業のメリット 制が適用されているところであ る。 ただし、 以下の点については 継 

続 メリット制とは 異なるので注意すること。 

1.1  メリット制適用の 要件 

継続メリット 制の適用要件は 、 

( 「 ) 事業の継続性 

(2) 事業の規模 

の二 っから成る。 田についてはどちらも 同じ要件であ るが、 (2@ の要件は継続事業と 一括有期事業 

とで異なる ( 継続事業は労働者数、 一括有期事業は 確定保険料額による ) 。 

「適用事業場名簿」等の 確認の際には 注意すること。 

1.2 事業分割の非適用 

メリット制が 適用される一の 継続事業を複数の 事業に分割する 場合、 分割元引継事業及び 分割新 

設事業の双方がメリット 制の適用要件であ る事業の継続性を 満たしているものとしているところで 

あ るが、 一括された個々の 有期事業を分割する 場合にはメリット 制が引き継がれない。 

一括有期事業の 事業主が事業分割届を 提出してきた 場合には、 事業分割が適用されない 旨 、 説明   

すること。 

].3 特例メリット 制の非適用 

一括有期事業の 事業主が当該事業について 労災保険率の 特例適用を申告してきた 場合には、 特例 

メリット制が 適用されない 旨 、 説明すること。 

1.4  メリット増減率 

継続事業と一括有期事業とでは、 適用されるメリット 増減幅が異なるため、 「適用事業場名簿」 

等の確認の際には 注意すること。 

また、 平成Ⅱ年度以双と 平成 14 年度以降とでは、 一括有期事業に 適用されるメリット 増減幅が異 

なることにも 注意すること。 

[ メリット増減幅の 比較 ] 

・継続事業 士 40% 

・一括有期事業 士師 %  ( 平成 U4 年度概算保険料申告から 適用 ) 

土 30%  ( 平成Ⅸ年度確定保険料申告以双 ) 
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第 3  有期事業の メリ ウト制に係る 事務処理 
  

Ⅰ 事務処理の概要図 

  

「有期メリット 識別コード」 労働保険適用   
  工期 尊め データを人力 徴収システム 

  
V 

メリ   ノト 

事業終了後 システム 

3 箇月経過 収支率 A  C 第一種調整率 )     
A と B が同じ変動範囲内 ? 

6 箇月経過 収支率 B C 第一種調整率 )     
Y E S 

く 

改定確定保険料決定通知書 収支率 A に基づく計算 

有期メリット 制 ( 計算・適用 )  変更等必要により NO 

事業場名簿 有期メリット 制変更報告 

9 箇月経過 収支率 C ( 第二種調整率 ) 一 
改定確定保険料決定通知書 収支率 C に基づく計算 

有期メリット 制 ( 計算・適用 )  変更等必要により 

事業場名簿 有期メリット 制変更報告 
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2  概 要 
  

  2. 廿 「有期メリット 識別コード」の 入力 

個々の有期事業がメリット 制の適用要件を 満たしているか 否かほついての 情報は、 「労働保険適 

用 徴収システム」において、 「概算・増加概算・ 確定保険料申告書 ( 有期 ) 」で確定保険料を 入力す 

るときに、 併せて有期メリット 識別コードを 入力することで、 メリットシステムに 引き継がれる。 

ただし、 有期メリット 識別コードは「概算・ 増加概算・確定保険料申告書 ( 有期 ) 」で概算申告時 

にも任意で入力できるが、 メリットシステムへの 引 継は確定保険料入力時のコードによる。 

[ 有期メリット 識別コード ] 

有期メリット 識別コードは、 確定保険料が 100 万円未満において、 次のコードのいずれかを 必須 

入力とする。 

ll Ⅰ 有期メリット 対象事業場であ る。 

0 …有期メリット 対象事業場ではない。 

ただし、 確定保険料が 100 万円以上の場合、 必須入力ではなくコードの 記入の有無、 コード値に 

関係なく有期メリット 制の対象として 取扱う。 

有期メリット 識別コードを 入力できる機会は 限られており、 あ くまで「メリット 制適用の見込み」 

を表す情報であ る。 最終的には、 メリットシステムから 出力されるリストに 基づいて局において 判 

断 する。 

[ 有期メリット 識別コード入力の 機会 ] 

・概算，増加概算・ 確定保険料申告書の 入力 ( 確定保険料入力持 ) 

・適用関係変更・ 訂正データの 人力 ( 事業終了後、 6 箇月又は 9 箇月経過する 前日まで ) 

2.2 機械処理による 適用事業の把握 

建設の事業及び 立木の伐採の 事業であ って、 適用台帳 及び有期総額台帳 に終了年月日及び 確定 保 

険 料の額が登記されているもので、 事業終了後 6 箇月又は 9 箇月を経過する 前日までに支払われた 

給付に係るデータの 処理を終えた 全事業を対象とする。 ・ 

機械処理の結果は、 毎月、 次の 2 種類の「有期メリット 制 ( 計算・適用 ) 事業場名簿」を 印書し、 

局 あ て送付する。 

① 有期メリット 制 ( 計算・適用 ) 事業場名簿 第 1 表 

( メリット制の 適用が確実なもの 及び適用があ ると思われるもの。 ) 

② 有期メリット 制 ( 計算・適用 ) 事業場名簿 第 2 表 

- ( メリット制の 適用がないと 思われるものの 

ただし、 メリット制適用の 可能性は、 確定保険料が 100 万円未満の事業場に 対しては 2.1 で入力さ 

れた「有期メリット 識別コード」に 基づいて判断される。 
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2.3 有期メリット 制適用事業の 確定 
  

( 「「「改定時期 3 箇月の事業 

有期メリット 制の適用があ る事業で、 事業終了後 6 箇月経過時点において、 事業終了後 3 箇月 

を 経過した日における 第一種調整率によるメリット 収支率と、 確認期間 3 箇月を加えた 事業終了 

後 6 箇月を経過した 日における第一種調整率によるメリット 収支率がいずれも 徴収別別表第 7 で 

定める収支率の 各変動範囲内にあ る場合には、 その後変動しないものと 認め、 事業終了後 3 箇月 

の 第一種調整率によるメリット 収支率及びそれに 基づくメリット 増減率を適用し、 その他所要の 

計算を行い「有期メリット 制 ( 計算，適用 ) 事業場名簿」及び「改定確定保険料決定通知書」を 

印 書するので、 有期メリット 制の適用の有無を 確認したうえで 確定すること。 

(2) 改定時期 9 箇月の事業 

有期メリット 制の適用があ る事業で、 前記Ⅲ以外の 事業について、 事業終了後 9 箇月を経過し 

た 日において第二種調整率を 用いて、 メリッ・ ト 収支率及びメリット 増減率等所要の 計算を行い 

「有期メリット 制 ( 計算，適用 ) 事業場名簿」及び「改定確定保険料決定通知書」を 印書するの 

で、 有期メリット 制の適用の有無を 確認したうえで 確定すること。 

(3) 再計算事業 

改定確定保険料の 額が決定された 後において、 確定保険料の 額、 保険給付額等の 変更又は計算 

誤り等により、 その改定確定保険料の 額を取り消して 再 決定を行う必要があ るものについては、 

所要の計算を 行い「有期メリット 制 ( 計算・適用 ) 事業場名簿」を 手作業により 修正等行い確定 

することっ 

また、 改定確定保険料の 額が決定されたもので、 その後非適用であ ることが判明し、 その決定 

を取り消す場合も「有期メリット 制 ( 計算・適用 ) 事業場名簿」を 手作業により 修正等行 い 確定 

すること。 

なお、 上記について 再計算を行った 事業については、 「有期メリット 制変更報告書」を 0CR 

入力すること。 
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(2) 町 書 内容 

- 労働保険適用徴収システムから 引き渡されたデータに 基づいて、 有期メリット 制の適用が確実 

なもの及び適用があ ると思われるものを 第 1 表 、 適用がないと 思われるものを 第 2 表として出力 

する。 

目   項         
宮 内 

          
労働保険番号 @  適用台帳 に登記されているもので、 有期メリット 計算を行ったものの 労働保険番号 

I を印書する。 

業 種 適用台帳 に登記されている「業種コード」、 「保険関係成立年月日」及び「事業終了 
年月日」を印書する。 

成 立 年 月 白 

( 注 ) 保険料算定基礎調査等で 変更が生じた 場合、 第一種調整率直用事業において 
は事業終了年月日から 6 箇月、 第二種調整率適用・ 事業においては 事業終了年月 
日から 9 箇月以内に変更処理が 低された場合についてのみ 変更後の「業種コー 

終 了 年 月 日 ド」、 「保険関係成立年月日」及び「事業終了年月日」を 印書する。 

改定算定時期 改定算定時期 ( 機械処理による 改定時期 ) により次のコードを 表示する。 

 
 業

業
 

事
事
 

適
用
 

適
用
 

 
 

月
月
 

箇
箇
 

 
 

期
期
 

時
時
 

足
足
 

孜
孜
 

ド
 1

 

 
 

  

( 注 ) 「成立年月日」が 昭和 62 年 3 月 31 日以前のものについては、 すべてコード   
を付す。 

有期メ リ ッ ト 確定保険料入力時に 入力した「有期メリット 識別コード」を 印書する。 ただし、 概 
識別 コ ー ド 算 申告時に任意にⅠ 口 を入力していたにもかかわらず、 確定保険料入力時に   

を人力した場合に 限り、   を印書する。 

種 方 町 
コード 

有期メリット 対象事業場であ る                                                 

有期メリット 対象事業でない                                                         

概算申告時にⅠⅠを 入力していたが、 

確定保険料入力時にⅠを 入力していた 場合… d ( 注 ) 1  コード はメリット，システムにおいて 用いられるコードであ り 

労働保険適用徴収システムにおいて 入力すべきコードではない。 

2  コードⅠは、 有期メリット 制 ( 計算・適用 ) 事業場名簿第 2 表にの 

み現れ、 第 1 表には現れない。 

確定保険料 有期総額台帳 に登記されている 確定保険料の 額を印書する。 

( 注 ) 保険料算定基礎調査等で 確定保険料の 額に変更が生じた 場合、 第一種調整率 

適用事業においては 事業終了年月日から 6 箇月、 第二種調整率適用事業におい 
ては事業終了年月日から 9 箇月以内に変更処理がされた 場合についてのみ、 変 
更 後に係る確定保険料の 額を印書する。 

非 業 災 減 上段 は 、 確定保険料の 額から非業務災害率に 応ずる部分の 額を減じた額を 印書する。 

確 定 保 険 料 確定保険料一 ( 確定保険料 X 非業務災害率 ノ 労災保険率 ) 

( 注 ) ( ) 内の小数， 点 以下は切り捨てとなっている。 

下段は、 昭和 56 年 4 月 1 日 以降に保険関係が 成立した事業について、 非業 災減 確定 
保険料の額に 調整率を乗じて 得た額を印書する。 

非業 災減 確定保険料 ( 上段…調整双 ) x 調整率 

く注 ) ( ) 小数点以下は 切り上げとなっている。 
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項 目 内 
宮   

    

険
計
 

保
 ・
 
累
 

 
 

業
付
 

非
給
 

短期給付   0  改定時期 3 箇月の事業 ( 第一種調整率適用事業 ) 

保険関係成立の 日から事業終了後 3 箇月を経過する 日の前日までに 支 

払われた短期給付で 正常に機械処理されたものの 給付額を印書する。 
ただし、 特別支給金についてほ、 昭和 52 年 4 月 1 日以降に保険関係が 

成立した事業の 労働者に支給きれたものに 限る。 

0  改定時期 9 箇月の事業 ( 第二種調整率適用事業 ) 

保険関係成立の 日から事業終了後 9 箇月を経過する 日の前日までに 支 

払われた短期給付で 正常に機械処理されたものの 給付額を印書する。 

改定算定時期 

メ リット収支率 

年金給付 年金給付で正常に 機械処理されたものの 給付額を印書する。 

( 注 ) ここにい う 「正常」とは、 改定時期 3 箇月の事業については 事業 

終了後 3 箇月を経過する 日の前日、 改定時期 9 箇月の事業について 

  ほ 事業終了後 9 箇月を経過する 日の前日までに 年金入力票が 入力さ 

ね 、 年金関係台帳 の作成が行われたものを 意味する。 

メリット収支率を E 口書する。 

く注 0 t  収支率が 9,999 を超える場合は 9,999 となる。 

  収支率の小数点以下は 切り上げとなっている ( 制度上、 この処理で適正 

に 対応できる コ 。   
メリット増減率 

  

定
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確
 

    
徴収別別表第 6 ( メリット増減率 表 ) をもと @ こ、 「メリット収支率」より メリ ・ソト 増 

減率 を印書する。 

て注フ 1  マイナスとなったものについては、 メリット増減率の 最後に「 一 」 ( マイ 

ナス ) を付す。 2 「メリット収支率」が 75% を超え 85% 以下の場合には、 この欄は 

で 出力される。 

次の算式により 計算したものを 印書する。 

非業 災減 確定保険料額 吉 非業 災減 確定保険料 Q 上段…調整双 ) 

干 ( 非業 災減 確定保険料 ( 上段…調整双 ) X メリット増減率 ( イ ) /100) 

く注 ) 1  丁線部分の計算による 小数， 点 以下は切り捨てとなっている。 

2  「メリット収支率」が 75% を超え 85% 以下の場合には、 この欄は「非業 

災減 確定保険料 C 上段 ) 」と同一金額を 印書する。 
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次の算式により 計算したものを 印書する。 
  

還付 額スは 追徴領主非業没滅改定確定保険料額 一 非業 災減 確定保険料額 (_ 上段 ) 
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(3) 事務処理 
  

・ イ 「有期メリット 制 ( 計算，適用 ) 事業場名簿」 第 1 表 

この名簿に印書されている 事業については、 非業炎威確定保険料の 額及び保険給付額 ( 特別 

支給金を含む。 ) の 内容を審査し、 保険料算定基礎調査等により 確定保険料の 額 ( 非業 災 分を 

含む。 ) が 100 万円未満となった 場合には、 その事業の成立年月日、 請負金額又は 素材生産高に 

より、 有期メリット 制の適用があ るかどうかを 確認する。 また、 確定保険料申告書等により 当 

該事業の請負金額又は 素材生産高を 確認し、 有期メリット 制の適用があ るかどうかを 確認し、 

その結果非適用の 場合には、 その名簿から 抹消し、 その備考欄に「 非 」と記入すること。 

また、 有期メリット 制の適用があ るもので非業 災減 確定保険料の 額及び保険給付額 ( 特別支 

給金を含む。 ) について訂正する 必要が生じた 場合は、 所要の計算を 行い、 訂正すべき内容を 

リストの該当項目の 下欄 ( 修正 欄 ) に記入すること。 

  ロ 「有期メリット 制 ( 計算・適用 ) 事業場名簿」 第 2 表 
  

第 2 表と第 1 表を区別する 基準は、 労働保険適用徴収システムにおいて 入力された「有期 メ 

リット識別コード」であ るが、 これはあ くまで見込み 段階で把握されたものであ る。 

したがって、 この名簿に印書されている 事業であ っても、 確定保険料申告書等に 記入されて 

いる請負金額・ 確定保険料額により 有期メリット 制の適用があ るかどうかを 確認すること。 そ 

の 結果、 有期メリット 制の適用のあ る事業については、 確定保険料の 額及び保険給付額の 内容 

を審査するとともに、 前記 イと 同様の処理を 行うこと。 

一 ""  6 「 O-- 
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(2) 印言内容 
  

計算を行った イ @ ト 事業場 ( 「有期メリット ( 計算・適用 ) 事業場名簿」に 印書されたも 

の ) に係る短期給付 ( 特別支給金を 含む。 ) の内訳 ( 保険関係成立の 日から事業終了後 6 箇月 

又は 9 箇月を経過する 日の前日までに 支払われたもの ) を労働保険番号別、 支払年月日順に 印 

書する。 

ロ このリストは 報告された給付データをそのまま 印 書するので、 数件のデータを 一括して給付 

支払調査 票 に記入したものについても、 そのまま 1 行に印書する。 

  

(3) その他 

このりストは 、 局の依頼により 作成、 送付する ( リスト配信はしていないので、 必要な場合は 

・労災保険業務室統計調査 係 あ て随時依頼すること。 ) 。 

このリストは、 有期メリット 制適用事業場から 照会のあ った場合等に 利用すること。 
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3.3 有期メリット く 年金給付 ノ データリスト 

Ⅲ - 様式 
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(2) 印言内容 
  

・ - メリット計算を 行った事業 ( 「有期メリット 制 ( 計算・適用 ) 事業場名簿」に 印書きれたもの ) 

に係る傷病補償年金及びその 受給者に対して 支給される療養補償給付で、 療養開始後 8 年を経過 

する月の分までの 給付の内訳 ( 保険関係成立の 日から事業終了後 6 箇月又は 9 箇月を経過する 日 

の 前日までに支払われたもの ) を労働保険番号別、 支払年月日順に 印書する。 

(3) その他 

このリストは 、 局の依頼により 作成、 送付する ( リスト配信はしていないので、 必要な場合は 

労災保険業務室統計調査 係 あ て随時依頼すること。 ) 。 

このリストは、 有期メリット 制適用事業場から 照会のあ った場合等に 利用すること。 
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(2) H 口書内容 
  

    べ このリストは、 メリット計算を 行った有期事業に 係る年金給付で、 年金入力票が 入力され 年 

金 関係台帳 が作成されたものについて、 労働基準法相当額の 自動計算を行い、 メリットき土 真 に 

算入したものを 1 件ごとに労働保険番号順に 印書する。 

ロ このリストに 含まれている 年金給付は 、 次に該当するものであ る。 

㈹ 年金関係台帳 の作成が事業終了後 6 箇月 スは 9 箇月を経過する 日の前日以前のもの。 

㈲ 事業終了後 6 箇月天 は 9 箇月を経過する 日の前日以前に 支払われた双払一時金等によるも 

の。 

(3) その他 

イ このリストは 、 局の依頼により 作成、 送付する C リスト配信はしてい 低いので、 必要な場合 

は労災保険業務室統計調査 係 あ て随時依頼すること。 )0 

ロ このリストに 印書されたもののうち 有期メリット 制の適用のあ る事業に係るものについては、 

1 件 ごとにその内容について 年金給付原簿と 照合し、 その労働保険番号、 給付の種類、 障害等 

級等に誤りがないがどうか 確認すること。 

ハ 前記 ロの 確認の結果、 本省において 計算した労働基準法相当額の 訂正を要するもの 及びメリッ 

ト計算の対象覚となるものについては、 これらに関係のあ る事業についてメリット 制の再計算 

を行い、 その結果を「有期メリット 制 ( 計算・適用 ) 事業場名簿」の 修正 欄 に記入すること。 
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3.5  改定確定保険料決定通知書 

  ㈹ - 様 式 

一丁 
区 ・ 市 ・ 郡 

殿 

労働局労働保険特別会計歳入徴収 官 

改定確定保険料決定通知書 

労働保険の保険料の 徴収等に関する 法律第 20 条の規定に基づき 確定保険料の 額を 

下記のとおり 改定したので 通知します。 

なお、 この改定により 労働保険料が 引き上げられたものについては、 同封の納入 

告知 書 により追徴額を 納付して下さい。 また、 労働保険料が 引き下げられたものに 

ついては、 同封の労働保険料還付請求書に 所要事項を記載し 折り返し提出して 下さ 

い。 

- 一 - 一 口 モ 巳 

労働保険 番 ・   号   

  事業成立年月日 事業終了年月日 料期 改革 定 確定 定 保持 険 
府県所掌管轄 基幹番号 枝番号 

年 月 日 年 月 日 年 月 日 

    
    非業 災溥 確定保険 粁 の 額 業務災害に関する 給付額 ( 改定確定保険料算定時期までに 係る給付額 ) 

確定保険料の 額 
。 ． 土 庄 04 の 額 Ⅹ調整 率 ③短期給付額④年金給付額                                 ⑤給付額 計 ( ③ 十 ④ ) 

          

⑥メリット収支率⑦ メりツト 増減率①非業炎涼改定確定保険料の 額 ⑨ 追徴 額 の 還付 額   

( ⑤ 十 ②の 口 ) 増 減 ②の イ +( ②の イ X 帯 ) ⑧ 一 ②の イ ②のイ ー ⑧ 

            

注 ) I    ②の イ 欄の非業 災減 確定保険料の 額は 、 ①の額から非業務災害率・ ( 通勤災害及び 二次健康診断等給付に 
係る率 ) に応ずる部分の 額を減じた確定保険料の 額を印書したものです。 また②の 口欄は 、 昭和 56 年 4 

  同 1 日以降に保険関係が 成立したものに 一定の調整率を 乗じた後の確定保険料の 額を印書したものです。 

2. ⑩欄の額は確定保険料の 納付状況等により 還付請求する 額 と異なることがあ ります。 
    還付請求書の㈲ 及び㈱の確定保険料の 額は非業務災害率に 応ずる部分に 係る保険料が 含まれております。 
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⑦還付軒丈 頭 
( イ ) 確定 保按 宕の胡 @) 改定確定律 扶卸 の 頂 

円   
  レり 持田保険料等への 充当 損 ( 二 ) 返付 廿 末項㏍ イ ) 一 ( 口 ) 一レ巾 

    
①労働保佐 料 等への充当 頷 内訳   

充当 夫 事業の労働保険寺号 労働保険料等の 種別 充 当 額 
  

                                                                                                                                                        年度、 年度、   俺 撰耳 糞 、 、   確定、 確定、   追徴 追徴 全 全 、 、   延滞全 延滞 金                                       
            一       

        
    

上記のとおり 還付を請求します。 @ 便番号   @  tq 王母 き (     吉 )     住 所 

卒業主 柁 各押印又はⅠ キ 

労働局先例保険特別会計資金双波官吏恩 氏 名   
妹人のときは．その 名称及 び 作表者の氏 刮 

崇條 二項目 @ 英撤       カナ )                                                         

  修正項目 "       [ 魂字     @                                                           

    電話番号 
社 人士 フ 梓 華辞 " 毒ま 。 叛主 

佳紀 
醸億 

」・① 2 し圭た 社会 田丑び l 保 横方 ①甘につ 胡 十目 皿廿は L ては                                                                                                                           ろ こと   井杭 
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(2) 印書 内容 

この通知書は、 「有期メリット 制 ( 計算・適用 ) 事業場名簿」 第 1 表に印書したものについて、 

その内容を印書する。 

(3) 事務処理 

ィ 「有期メリット 制 ( 計算，適用 ) 事業場名簿」 第 1 表に印書したものについて、 その内容を   

領収 済 通知書㊨ C 輔画 。 記入 め ， 回 回口 口 回回回回回回回 
オ取       ま取 杜斤帝号         町 ・ ll@iy                                                                                                 r"l.'   >@.!n- とユ L :7           

回   一 労輯 " ㍻ 封回 :", 回 " ㍻ロロ 報 ; 一 

ら那 "  ヴ笘 綱麻， ロロロロロロロロロコローロロ - 欣召悟 主幹音 号技 帝号イ ロ で田園 CD" 柾 寺主 国 鎮                                                 ロロロロロ 。 ・。 ， 。 ロ ・。 ロココロ 。 。 。 ロきぽ二 ・舌 
  
    % 台 計 羊皮 充穏 定年度 田畑和ヰ月 日 は但 
:i  コ 一口ロ ; 巴 - ロ ロ ; ロ ー コローコローロロ ぅ 

                  坂井 名器 決   イデー ク 琶磁口 ロココロコロコロコロ 我一 ます 
                                                              ロロ ; " 口き口 加工， ; " 。 口重目糞 定 - 指「 わー，           " """ 口ロ ロ ロココロコロコロ 屋 $ 一 

畏 納付期限 
  納付 頑                         

        年   月 日 。 " 庁 '" 
正正     荘瀋 金の計 ア 方法                             日 ロココロコロコロコロ 婁衷一   拍朋俺 の至日から用人 の B               @  is  @  Ksis's.na 
項 又 " 肚 五ま 打 " 。 。 。 " 。 石代 珪店 @. 弗 Ⅰ 局 ．肘も胡 臣労 Ⅰ 掻収 日付 印 肛 

". 所有 "" 。 " 。 。 "   
  

抽 付の目的   
  

  年立 申 定年 仮何 、 阻仮圭     
括 丹土 

"" 保険 紐 。 " 窩す """ 。 
下き     

    あ て 元 〒 0ZO 一 BS 花 亜 年 5 月 1 日 供 降 
現 年 度 文 人 咀 入 ( 官庁送付 別   

印 書する。 

ロ 「有期メリット 制 ( 計算・適用 ) 事業場名簿」において 追徴 額 が生じた場合は、 改定確定保 

険料として徴収決定を 行うこと。 

ハ 「有期メリット 制 ( 計算・適用 ) 事業場名簿」において 追徴 額 が生じた場合は、 「改定確定 

保険料決定通知書」に 納入告知書を 同封し、 還付 額 が生じた場合は、 「労働保険料還付請求書」 

を同封すること。 

二 この通知書に 印書した内容を 変更した場合は、 この通知書は 使用せず、 「有期メリット 制変 

更報告書」の 人力を行うとともに、 配信要求を行い、 通知書を印書すること。 

また、 「有期メリット 制変更報告書」により 配信要求されたものについては、 配信要求をし 

た 翌 開庁 日に コマンド配信により 出力すること。 ただし、 この場合、 直近の配信出力骨以降に 

「有期メリット 制変更報告書」の 入力のあ った全ての事業場について 配信出力がされる。 
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3.6 有期メリット 制変更報告書 

㈲ - 様 式 

枚 のうち 枚目 

有期メリット 制変更 報き書 
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 口

 

⑦
乗
 
口ロ口ロロロロ ⑥確定保険料 口ロ 口   

⑧調整 伎     
非 共共 畦 ⑨短期給付 ⑩年金 皓付 

保険 け 額 拾 ロ口ロ口ロ口口ロ 口   
⑫年金特別支給金 

非業 特別 災 Ⅰ 支 ⑪特別支給金 
給 全文 
  結碩     

⑪改定時期 ⑲メリット収支 申 日ロ ⑮メリット 口 増践辛 

  3 9 カ月 力 何 =3 %S                       
⑬非業共 廣 改定確定保険料 須 ⑪近什・追徴 額 ( 近什の場合。 ノを 記入 ) 
口ロ口ロロロロロ 口ロ ロココロコロコロ 口口 
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 日

 

⑱
通
知
 

⑲通知者配信幸太コード 
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ロ 記入項目と記入要領 
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 号 労 働 保 険 番 取 険番号を記入する。 消、 追加 スは 変更として報告すべき 事業について 一事業ごとに 労働保 

l 2 h 乎 木 al 当該事業に適用される 事業の種類の 業種コードを 記入する。   

  成 立 年 月 日 元号を付した 当該事業の保険関係成立年月日を 記入する。   昭和 7 平成 

4 消 滅 年 月 日 元号を付した 当該事業の保険関係消滅年月日を 記入する。   平成 

  
  

  確 定 保 険 料 新規に適用された 事業については、 確定保険料の 額を記入し、 保険料 算 
定基礎調査等により 確定保険料の 額が変更となった 事業についてほ、 変更 

後の確定保険料を 記入する。 

    非業 災減 確定 新規に適用された 事業については、 確定保険料の 額 ( 非業 災 分を除く 力 

保険料調整前 を記入し、 保険料算定基礎調査等により 確定保険料の 額 ( 非業 災 分を除く。 ) 

が変更となった 事業については、 変更後の確定保険料の 額 ( 非業 災 分を除 

く。 ) を記入する。 

@
 非業炎威確定 昭和 56 年 4 月 f 日 以降に保険関係が 成立した事業に 係る上記確定保険料 

保険料調整後 の額 ( 非業 災 分を除く。 ) に調整率 ( 第一種調整率 スは 第二種調整率 ) を 

乗じて得た額を 記入する。 

なお、 昭和 Sf 年 3 月 31 日 以前の場合は、 上記確定保険料の 額を記入する。 
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 非業 災減 特別 

支給金支給額 特別支給金 

年金特別支給金 

昭和 52 年 4 月 1 日以降に保険関係の 成立した事業で、 

保険関係成立の 日から事業終了後 3 箇月又は 9 箇月を 
経過した日の 前日までに支払われた 業務災害に係る 特 

別支給金の額 ( メリット計算に 算入されるもの ) 及び 

年金特別支給金の 額 ( メリット計算に 算入される労働 

基準法相当額 ) を記入する。 
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メ リ ． ツ ト 収支率 メリット収支率を 記入する ( 収支率の具体的算定式 は 1 章 第 3 を参照す 

ること ) 。 

イ 改定時期 3 箇月の事業 

第一種調整率を 用いて計算する。 

ロ 改定時期 9 箇月の事業 

第二種調整率を 用いて計算する。 
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12 率 ノ ・ ト 増 減 徴収別別表第 6 の「労働保険料の 額から非業務災害率に 応ずる部分の 額 

を減じた額の 増減衰」により 記入する。 

 
 

13 減 ョ 戸 業 従 改定 当該事業の非業務 災減 率に応ずる部分の 額を減じた改定確定保険料額を 

確定保険料額 記入する。 
  

14 l 還付・追徴 額 @  非業 災減 確定保険料額と 非業炎威改定確定保険料額の 差額を記入する。 @ 

15 通知書作成コード 当該帳 票の人力により 新しく「改定確定保険料決定通知書」の 配信を希 
望する場合は 未記入。 配信を不要とする 場合には「 9 」を記入する。 

Ⅰ 6  通知書配信要求 上記コードにより 入力されたものについて、 翌 開庁 日 に配信を行うとき 
    ド に自 局の府県コードを 記入する。 
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(3) 事務処理 

・ 、 局において、 有期事業の改定確定保険料の 決定を行った 際に、 本省から送付された「有期メリッ 

ト制 ( 計算・適用 ) 事業場名簿」に 印書されているデータを 取消、 追加又は変更して 改定確定保 

険料額を決定した 場合には、 次により「有期メリット 制変更報告書」を 作成すること。 

  

イ 「有期メリット 制 て 計算・適用 コ 事業場名簿」 第 正泰に印書された 事業を非適用として 決定 

した場合は、 取消コードにより 取り消すこと。 

口 「有期メリット 制 く 計算。 適用 り 事業場名簿」 第 1 表のデータの 内容を検討した 結果、 メリッ 

ト 制の適用があ るもので、 その 印 書されている 確定保険料の 額、 保険給付額等を 訂正して決定 

した事業があ る場合 は 、 変更コードを 記入するとともに 正しい内容を 記入すること。 

ハ 「有期メリット 制 ( 計算，適用 ) 事業場名簿」第 2 表に印書された 事業でその内容を 検討し、 

有期メリット 制の適用があ ると決定したものは 新規として追加報告すること。 

その際、 印書されている 確定保険料の 額、 保険給付額等を 訂正する必要があ るときは、 追加 
  

報告と同時に 修正した内容を 記入すること。 

第 2 表に W 口書された事業を 第 2 表の事業として 内容を変更することは 出来ない。 

二 「有期メリット 制変更報告書」による 追加 又は取消 もしくは変更と 配信要求 は 同一帳 票にて 

同 甘きには出来ない。 

(4) 作成要領 

イ 取 消の場合 

当該事業の労働保険番号と「 取 ・ ロ ・ 変 」 欄 ( 取消 コード   ) のみを記入すること。 

ロ 追加 ( 新規 ) の場合 

すべての項目 ( 「 取 ・ モ ・ 変 」欄には追加コード   を記入すること n) を記入すること 

( 通知書作成コード、 通知書配信要求コードを 除く。 ) 。 

ハ 変更の場合 

当該事業の労働保険番号と 変更部分及び「 取 ・ 追 ， 変 」 欄 ( 変更コードⅠⅠ ) を記入する 

- し と 。 

(5} 本省への報告 

「有期メリット 制変更報告書」の 本省への報告は、 労働局労働保険徴収主務課 ( 室 ) に設置さ 

れている端末装置で OCR 入力することにより、 本省への報告とする。 

-@  79-- 



第 4  . 特例メリット 帝 U に・係る事務処理 
  

Ⅰ 事務処理の概要図 

安全衛生措置を 支援する団体 

①確認申請 ②確認 書 発行 

⑤労災保険率特例適用申告書 

安全衛生措置を 講じた 中 /J 、 企業事業主 

  

確認印押印済の 確認 

申請書を添付 

③安全衛生措置実施等 ④確認申請書に 確認印 

確認申請書 を押印して返却 

都道府県労働局 都道府県労働局 

安全衛生主務課 

  
安全衛生措置を 講じた事業場の 

  所在地を管轄する 局   労働保険徴収主務課 ( 室 ) 

  

木   
⑥特例適用申告書の OCR 入力 

  

同一の局であ る場合には、 

③④⑤の手続きは 一度に行う。 

本 省 

労働基準局労災補償部 

労災保険業務室 

システムにデータが 取り込まれる 
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当該措置を講じた 保険年度について 確認を求められたとき、 並びに労災保険率特例適用申 

告書の提出があ ったとき等の 都道府県労働局における 事務処理は以下のとおりとする。 

2,1 安全衛生措置実施等の 確認 

Ⅲ 安全衛生措置を 支援する機関等の 発行する書類 

メリット制の 特例の適用を 受けようとする 事業主は、 まず、 安全衛生措置を 支援する機関等の 

発行する次の①又は②の 書類を揃える。 これは、 労災保険率特例適用申告書の 提出に先立って、 

特例の適用を 受けようとする 事業において 安全衛生措置を 講じたこと及び 当該措置．を 講じた保険 

  年度について、 当該措置を講じた 事業場の所在地を 管轄する都道府県労働局長の 確認を受けると 

  きに必要となるものであ る。 

  
① 安全衛生措置が 都道府県労働局長の 認定を受けた 快適職場推進計画に 基づく快適住職場環境 

の形成のために 講ずる措置の 場合 

都道府県快適職場推進センターが 発行する「職場環境改善着手確認 書 」。 

なお、 都道府県快適職場推進ゼノ タ一 から「職場環境改善着手確認 書 」 ( 「職場環境改善着手 

確認申請書」の 下欄に都道府県快適職場推進センターが 確認年月日、 確認印等を記入、 押印し 

たもの。 ) 0 発行を受けようとする 事業主は、 「職場環境改善着手確認申請書」に、 工事発注を 

確認できる工事発注書の 写し、 機器等の納入を 確認できる納品書の 写し、 工事の着工若しくは 

機器等の据付ける 確認できる写真等、 都道府県快適職場推進センタ 一において快適職場推進計 

  画に従い職場環境の 改善に着手していることが 確認できる書類を 添付して発行の 申請を行 う 。 

② 安全衛生措置が 中小企業安全衛生活動促進事業助成制度の 一環として講ずる 措置の場合 

中央労働災害防止協会中小企業安全衛生推進センターブロック 支部又は都道府県支部が 発行 

する「特例メリット 適用に係る確認 膏 」。 

(2) 安全衛生措置等の 確認事務 

安全衛生措置実施等確認申請書により、 講じた安全衛生措置及び 当該措置を講じた 保険年度に 

ついて確認を 求められた都道府県労働局 ( 安全衛生主務課 ) は、 安全衛生措置実施等確認申請書 

及び添付書類等により、 下記 イ から ニ までの事項についての 確認を迅速かっ 的確に行 う ものとす 

る 。 なお、 安全衛生措置実施等確認申請書は 2 部 ( 特例申告書添付用、 局保管用 ) 、 添付書類は 

1 部提出させるものであ る。 

確認の結果、 当該保険年度において、 安全衛生措置を 講じたと認められた 場合は、 安全衛生 措 

- 貫実施等確認申請書に 局長の印を押印し、 特例申告書添付用の 1 部を事業主に 交付する。 残り f 

部及び添付書類は、 同月として保管する。 

また、 事業主に対し、 メリット制の 特例の適用を 受けようとする 場合は、 安全衛生措置実施等 
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確認申請書下段に 記されている 注意事項、 すな ね ち、 
  

  ・ 特例申告書に、 確認印を押印した 安全衛生措置実施等確認申請書を 添付して、 9 月末までに、 

メリット制の 特例の適用を 受けようとする 事業の労災保険に 係る保険関係事務を 所管する都道 

府県労働局労働保険徴収主務課 ( 室 ) に提出すること 

  労働保険事務組合に 事務を委託している 事業主にあ っては、 その委託している 労働保険事務 

組合を通して 提出すること 

  特例申告書の 提出先については、 労働保険番号による 説明が安全衛生措置実施等確認申請書 

別紙に記されていること 

， 特例の適用を 申告できる要件及び 特例が適用となる 要件がいくつかあ り、 安全衛生措置実施 

等確認申請書別紙に 記されているので、 必ず確認すること 

などを説明する。 

また、 継続事業の一括が 行われている 場合は、 特例の適用は 指定事業について 行われるので、 

特例適用の申告は 特例申告書を、 指定事業の労災保険に 係る保険関係事務を 所轄する都道府県労 

働局 労働保険徴収主務課 ( 室 ) に提出することによってなされる 旨 説明すること。 

継続事業の一括が 行われている 場合は、 保険関係上一括されている 事業場の労働者は 指定事業 

の労働者とみなされるので、 一括された事業場のいずれか 一つの事業場において 安全衛生措置が 

講じられた場合であ っても、 特例メリット 制の対象となり 得る。 この場合、 安全衛生措置等の 確 

認は、 実際に措置を 講じた事業場の 所在地を管轄する 都道府県労働局において 行い、 特例適用の 

申告は、 上記のとおり 指定事業について 行われるため、 指定事業における 労災保険に係る 保険 関 

係を管轄する 都道府県労働局において 受けることとなる。 

安全衛生措置実施等確認申請書の 確認は、 下記の事項について 行 う ものとする。 

4  所定の記入事項について、 記入漏れ又は 不明な点がないこと ( ①から④まで 並びに確認申請 

年月日、 事業主の住所及び 名称 ) 。 

所定記入事項 ( 事業主印の指定箇所への 押印を含む。 ) の記入漏れ、 記入内容の不明な 事項 

ほ ついては、 調査・確認を 行い、 その内容にっき 朱書し補正するか、 或いは調査書等を 安全衛 

生 措置実施等確認申請書に 添付して内容が 明らかとなるように 処理する。 

口 安全衛生措置が 講じられたこと 等の確認を求められている 事業場の所在地が 管轄内であ るこ 

と ( ① ) 。 

「①事業場」の 所在地 欄 に記入された 所在地が管轄内であ ることを確認する。 管轄外であ る 

場合は、 その所在地を 管轄する都道府県労働局で 確認を受けるよう 指導する。 

ハ ①の事業場において、 前年度に徴収 則 第四条の 3 に定める安全衛生措置が 講じられたこと 

(2  労働者の安全又は 衛生を確保するための 措置 ) 。 

「 2  労働者の安全又は 衛生を確保するための 措置」の② 、 ③及び④の 各 欄の記入内容を 、 

添付書類等を 用いて確認する。 
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三 田 の ①又は②の書類が 添付され・てい・ること。 
  

    添付されていない 場合は安全衛生措置の 実施の確認ができ 低い旨を伝え、 添付するように 指 

導すること 口 

2.2  労災保険率特例適用申告書の 受付 

特例申告書の 提出がなされた 都道府県労働局 ( 労働保険徴収主務課 ( 室 )) は、 都道府県労働局 

長の確認印の 押印されている 安全衛生措置実施等確認申請書の 添付を確認の 上、 下記㈲～ (8@ の事項 

ほ ついて確認を 行うものとする。 

特例申告書の 提出は、 原則として、 所轄都道府県労働局に 提出きれた日をもって 判断するものと 

する。 

㈹ 所定事項について 記入漏れがなりこと ( の及び⑤ 一 ⑪ 欄 ) 

所定事項 ( 事業主 E ロの 右下指定箇所への 押印も含む。 ) の記入漏れ、 記入内容の不明な 事項に 

ついては、 調査・確認を 行い、 その内容にっき 朱書し補正するか、 あ るいは調査書等を 特例申告 

書 に添付して内容が 明らかになるよ う 処理すること。 

(2) 特例適用申告事業の 労災保険に係る 保険関係が所轄のものであ ること ( ⑤ 欄 ) 

「⑤事業」欄の 事業における 労災保険に係る 保険関係が、 所轄のものであ ることを確認する。 

㈲ 特例適用申告事業が、 添付されている「安全衛生措置実施等確認申請書 ( 都道府県労働局長の 

確認印の押印済みのもの。 ) 」の事業 ( 同申請書の①欄の 事業 ) と同一であ ること ( ⑤ 楠 ) 

「⑤事業」欄に 記入されている 所在地と名称が、 添付されている 安全衛生措置実施等確認申請 

嘗め ①の所在地及び 名称とそれぞれ 一致することを 確認する。 

ただし、 当該事業が継続事業の 一括の認可を 受けている場合は、 特例適用の申告は 指定事業に 

ついて行われるので、 一致しない場合もあ り得る。 この場合は 、 ①欄の事業が 当該認可に係る 指 

  認
す
 

確
 

を
 

と
 

 
 

る
 

 
 

て
 

れ
 

さ
 

括
 

 
 

 
 

カ
 

業
 

事
 

の
 

①
 

の
 

圭
 

言
出
 

申
 

認
 

等
確
 

施
 

実
 

置
 

措
 

生
 

衛
 

全
 

安
 

か
っ
 

、
 
、
 
 
 

り
 

あ
 

で
 

業
 

事
 

走
 
る
 

㈲ 特例適用申告事業 ( ⑤の事業 ) が「建設の事業及び 立木の伐採の 事業」以覚の 事業であ ること 

く ⑥ 欄 Ⅰ 

「事業の種類」 欄 ( ⑥ 欄 ) の記入内容が、 「建設の事業及び 立木の伐採の 事業」に該当しない 

ことを確認する。 労災保険率適用事業細目 表 による事業の 種類の番号でいうと、 02 及び 30 番台以 

外の番号であ ることを確認する。 ここでいう⑥欄の 事業の種類 は 、 企業全体のものではなく、 メ 

  リット制の特例の 適用を受けようとする 事業に係るものであ る。 

「建設の事業及び 立木の伐採の 事業」に該当する 場合は、 メリット制の 特例の適用を 申告して 

も、 特例は適用とならないことを 伝える。 
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(5) 特例適用申告事業 ( ⑤の事業 ) において、 徴収 則 第 20 条の 3 に規定される 安全衛生措置が 講じ 

    られたこと ( ⑧労働者の安全又は 衛生を確保するための 措置 ) 

安全衛生措置実施等確認申請書 ( 都道府県労働局長の 確認印の押印されているもの。 ) の添付 

を 確認する。 

(6) 前年度であ ること ( ⑨措置を講じた 保険年度 ) 

前年度でない 場合は、 メリット制の 特例適用の申告要件を 満たさないことを 伝える。 

㈲ 特例の適用を 申告している 事業主が徴収 則 第 20 条の 2 て 定める中小企業事業主であ ること ( ⑩ 

事業の概要と 常時使用労働者数 ( 企業全体つ 

特例の適用を 申告している 事業主が 、 次の条件に該当する 事業主であ ることを確認する。 

  「事業の概要」 欄 ( ⑩ 欄 ) の記入内容が、 金融業、 保険業、 不動産業 スは 小売業 ( 飲食店を 

含む。 ) に該当する場合、 「常時使用労働者数 ( 企業全体 ) 」 欄 ( ⑪ 欄 ) が 5(W 八 以下 

:  「事業の概要」 欄 ( ⑩ 欄 ) の記入内容が 卸売業 スは サービス業 ( 清掃業、 火葬 業 、 と畜業 、 

自動車修理業及び 機械修理業を 除く。 ) に該当する場合、 「常時使用労働者数 ( 企業全体 ) 」 欄 

( ⑪ 欄 ) が 100 人以下 

  「事業の概要」 欄 ( ⑩ 欄 ) の記入内容が、 上記のいずれにも 該当しない場合、 「常時使用方 

勘者数 ( 企業全体 ) 」 欄 ( ⑪ 欄 ) が 300 人以下 

以上の条件に 該当しない場合は、 メリット制の 特例適用の申告要件を 満たさないことを 伝え 

る。 

なお、 以上の条件を 満たしていても、 当該事業に応じた 継続メリット 制の適用を受ける 常時 

使用労働者数を 満たさないなど、 規模要件について 特殊な例があ るので、 Ⅲ 章 第 4 を参照する 

・と し 。 

(8) 労災保険率特例適用申告書の 提出期限内であ ること。 

特例申告書の 提出期限は、 安全衛生措置が 講じられた保険年度 ( 特例申告書⑨ 欄 ) の次の保険 

年度の初日から 6 箇月以内であ る。 

上の事項を確認した 後、 受付印を特例申告書に 押捺して、 事業主控えを 事業主に交付する。 

次に 、 

②「受付年月日」欄に 受付年月日 

③「下記⑧の 措置番号」欄に 次の安全衛生措置番号 02X は 03 

④「入力項目」欄に 工 

を記入する。 
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安全衛生措置番号は、 ，安全衛生措置実施等確認申請書 ( 局の確認印のあ るもの ) ②において 0 

  で囲まれた番号であ る。 すな ね ち、 

01  ( 過去に申告対象であ った当該事業は、 現在では特例申告の 対象から外れている ) 

02 快適職場推進計画に 基づく快適な 職場環境の形成のために 講ずる措置 ( 徴収 則 第 20 条の 3 

第 2 号の都道府県労働局長の 認定を受けた 快適職場推進計画に 基づく快適な 職場環境の形成 

のために事業主が 講ずる措置 ) 

03  中小企業安全衛生活動促進事業助成制度の 一環として講ずる 措置 ( 徴収 則 第 20 条の 3 第 3 

号、 告示第 2 号の中小企業安全衛生活動促進事業の 一環として事業主が 講ずる措置 ) 

の番号であ る。 安全衛生措置の 内容については、 皿章 第 4 も参照すること。 

また、 ④「入力項目」欄に 記入する番号のうち、 ⅠⅠは、 労災保険率特例適用申告書を OC 

R 入力して特別申告書台帳 に登録された 事業について、 行政裁量による 特例申告の取消を 行 3 場 

合 に使用するもので、 またⅠⅠは、 労働保険番号の 番号誤り等により 特例申告書台帳 に誤って 

登録された事業の 削除を行う場合に 使用するものであ るが ( 詳細は以下 2.4 以降を参照のこと ) 、 

労災保険率特例適用申告書様式においてほ、 事業主の誤解を 避けるため、 ■ 取 消、 Ⅰ削除につい 

ては記載していない。 

2.3  2.1 及 び 2.2 の書類が同時に 提出された場合 

安全衛生措置実施等確認申請書と 特例申告書の 提出が同時に 行われたときに、 都道府県労働局労 

働保険徴収主務課 ( 室 ) 及び安全衛生主務課は、 2.1 及び 2.2 の内容を踏まえ、 以下の要領で 事務を 

行 う ものとする 0 

まず、 都道府県労働局労働保険徴収主務課 ( 室 ) は、 安全衛生措置実施等確認申請書 ( 労災保険 

率 特例適用申告書添付用 と局控 用の 2 部、 ただし安全衛生措置実施を 支援する団体等の 発行する所 

定の書類が添付されているもの ) と 特例申告書 ( 提出用と事業主 控 用の 2 部 ) を受け取る際、 特例 

申告書 は ついて 2,2 の事務処理を 行う ( ただし 2, 穏 5@ び (6) の確認事務は 不要 ) 。 

事業主に事業主 控 用の特例申告書を 交付する際、 同時に提出された 安全衛生措置実施等確認申請 

書により安全衛生措置を 講じたこと及び 講じた保険年度について 都道府県労働局長から 確認を受 け 

ることになることを 伝えるものとする 0 

その後、 安全衛生措置実施等確認申請書 ( 労災保険率特例適用申告書添付用 と局控 用の 2 部、 た 

だし安全衛生措置実施を 支援する団体等の 発行する所定の 書類が添付されているもの ) の回送を受 

けた安全衛生主務課は、 2.1 ㈲に記する安全衛生措置等の 確認事務を行うものとする。 

確認事務終了後、 都道府県労働局長の 確認印押印済みの 安全衛生措置実施等確認申請書 ( 労災保 

険率 特例適用申告書添付用 ) を労働保険徴収主務課 ( 室 ) に送付する。 

- 労働保険徴収主務課 ( 室 ) は、 都道府県労働局長の 確認印押印済みの 安全衛生措置実施等確認申 

請書 ( 特例申告書添付用 ) の送付を受けた 場合、 当該事業の特例申告書 は ついて、 2.4 以下の事務 

処理を行 う 。 
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以上の事務は、 OCR 入力が原則としで -10 月 9 日までの間であ ることを配慮して 行うものとする 

  ( 以下 2.5 及び本章第 5 参照 ) 。 

2.4  特例申告書台帳 の作成 

Ⅲ 特例メリット 台帳 への新規登録 

2.2 で受理した「特例申告書」に 必要事項を記入の 上、 「特例申告書台帳 」 へ 登記すること。 

なお、 前年度に継続して「特例申告書」を 提出した場合でも、 新規として特例メリット 台帳 へ 

登記すること。 

(2) 特例申告書台帳 の変更・ 取消 ・削除 

既に「特例申告書台帳 」に登記されている 事業について、 受付年月日、 安全衛生措置番号に 誤 

りがあ った時、 行政裁量により 特例適用の取り 消しを行う時、 人力誤り等により「特例申告書 台 

帳 」を削除する 時は、 それぞれ変更・ 取消 ・削除用の「特例申告書」を 作成、 「特例申告書台帳 」 

へ 登記すること。 

2.5  労災保険率特例適用申告書の 入力 

( 「 ) 労災保険率特例適用申告書の 作成 

事業主等が「特例申告書」を 提出した場合に、 必要項目を記入し、 OCR 人力する。 

(2) 特例申告書の 入力期間 

「特例申告書」の 人力期間は、 申告期日が安全衛生措置を 実施した翌年度の 9 月末てあ ること 

及び継続メリット 制の機械処理スケジュールの 関係から以下のとおりとする。 

「特例申告書」の 入力結果は「労災保険率特例申告書人力・ 変更事業場名簿」に 反映されるた 

め、 「特例申告書」の 通常入力は原則として、 4 月 1 日 一 10 同 9 日までとし、 11 月 1 日～四月 25 

日 までの間 は 当該名簿に係る 修正及び追加分の 人力期間とする。 

なお、 人力期間終了後、 翌年度に継続メリット 制が適用される 事業場について、 特例適用の追 

加、 取消が生じた 場合は「算定基礎報告書」の「特例コード」に 該当するコードを 付し、 報告を 

行うこと。 

ただし、 「特例コード」による 報告は、 便宜上翌年度メリットにおいて 特例適用させているの 

みで、 「特例申告書台帳 」への 覚言 己がなされたわげではないので、 「特例コード」による 報告を行っ 

た 場合 は 必ず、 翌年度の「特例申告書」通常人力期間に「特例申告書」の 入力を行 う こと。 
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(3) 特例申告できる 安全衛生措置について 

    特例メリット 制創設時は、 特例メリット 制の申告に要する 安全衛生措置が 3 種類規定されてい 

たが、 法令に規定されていた 補助事業から 委託事業に移行したために、 平成㎎年 4 月 1 日現在、 

既に特例メリット 制の申告要件から 外れている事業及び 平成 14 年度以降特例メリット 制の申告要 

件から外れる 事業が存在する (f 章 第 4 参照 ) 。 しかし、 申告要件に該当しなくなった 事業の措 

置番号が特例申告書において 入力された場合でも、 エラーは自動的に 検出されないので 特例申告 

喜人力時には 十分留意すること。 

㈲ 事業主への通知 

事業主へのメリット 制の特例による 労災保険率の 通知は、 従来より労働保険の 年度更新関係書 

類と共に継続メリット 制適用事業あ てに送付されている「労災保険率決定通知書」において 特例 

の 適用の有無も 併せて記入されるので、 これにより行われる。 

2.6 労災保険率特例申告書入力・ 変更事業場名簿の 審査確認 

特例申告書の 1 凹目入力事業場及び 適用徴収関係各台帳 の変更により「特例申告書台帳 」に変更 

が生じた事業場については、 「労災保険率特例申告書入力・ 変更事業場名簿」を 本省において 作成 

し、 局 あ て送付する。 

当該名簿が送付きれた 局においては、 入力した「特例申告書」と 突 合することによって 入力誤り 

がないか確認するとともに、 当該事業場に 対する継続メリット 制の適用状況を 確認し、 継続メリッ 

ト 制の機械処理関係について 不都合があ る時に以下の 事務処理を行 う 。 

なお、 この名簿は継続メリット 制本体処理において 使用する「継続メリット 制適用対象新規， 取 

消 リスト」と同時期に 作成し、 局へ送付する。 

2.7  労災保険率特例申告事業場名簿の 審査確認 

12 月末の「特例申告書台帳 」と 12 月末の継続メリット・マスターを 突 合し、 「労災保険率特例申 

告事業場名簿」を 本省において 作成し、 局 あ て送付する。 

当該名簿が送付された 局においては、 「継続メリット 制適用事業場名簿」を 参照して「特例申告 

書 」の申告事業に 係る翌年度の 継続メリット 制の適用状況を 確認すること。 
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3  各種様式 

3 「，安全衛生措置実施等確認申請書 

安全衛生措置実施等確認申請書 

労災保険率特例適用申告書添付用 

労災保険率の 特例の適用に 係る申告のため、 下記のとおり 労働保険の保険料の 徴収等に関する 法律施行規則第 

20 条の 3 に定める労働者の 安全又は衛生を 確保するための 措置及び当該措置の 講じられた保険年度について 確認 

を申請します。 

@  事業場の所在地及 び 名称 

①事業場 ( 労働者の㈹所在地 郵便番号 

安全又は衛生を 確保 
  

電話番号 
するための措置を じた事業場 )  講 ㈲名称 一 (  ) 一 

2  労働者の安全又は 衛生を確保するための 措置 

②措置の種類 ( 該当するものの 番号を 0 で囲むこと つ 
01  ( 当該事業は廃止 ) 
02 都道府県労働局長の 認定を受けた 快適職場推進計画に 基づく快適な 職場環境の形成のために 講ずる措置 
03 中小企業安全衛生活動促進事業助成制度の 一環として講ずる 措置 

③措置の具体的内容 

④措置を講じた 保険牛皮 年度 

労働局長 殿 

年 月 日 

住所 

郵便番号 一 

事業主 記名押印ス は 署名 

  氏名 印 

( 法人のどきはその 名称及び代表者の 氏名 ) 

この申請書には 裏 面 3 に示す書類を 添付してくだきい。   
を 確保するための 措置が上記記載の 保険年度に講じられたことを 確認しました。 

平成 年 月 日 

労働局長 

注意事項 

1 労災保険率特例適用申告 吉 には、 この「安全衛生措置実施等確認申請書労災保険 宇 特例適用申告 蕃 添付用」 ( 都道府県労働局長 

の 確認印の押印 済 のもの。 裏 面 i 参照。 ) を添えて上記記載の 安全又は衛生を 確保するための 措置が講じられた 保険年度の次の 保険 

年度の初日から 6 箇月以内に、 労災保険に係る 労働保険関係事務を 所轄する都道府県労働局労働保険徴収主務課 ( 室 ) に提出してく 

ださい。 なお 労帆 保険事務組合に 労働保険の事務の 処理を委託している 事業主にあ っては、 当業労働保険事務組合に 提出してくださ 

  
  2) 上記事業場が、 労働保険の保険料の 徴収等に関する 法律第 9 条の規定により 継統事業の一括の 認可を受け、 当該認可に係る 措定事 

業 に一括きれている 場合は、 労災保険率特例適用申告書は、 指定事業について 申告することとなります。 

功 労災保険率特例適用申告昔の 提出先、 特例の適用を 申告てきる要件及び 特例が適用となる 要件が別紙に 記賊してあ りますので、 必 

ず 何糞ください。 
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安全衛生措置実施等確認申請書 画 
労災保険率の 特例の適用に 係る申告のため、 下記のとおり 労働保険の保険料の 徴収等に関する 法律施行規則 第 

20 条の 3 に定める労働者の 安全又は衛生を 確保するための 措置及び当該措置の 講じられた保険年度について 確言忍 

を申請します。 

@  事業場の所在地皮 ぴ 名称 

①事業場 ( 労働者の㈹所在地 郵便番号 

安全又は衛生を 確保 
  

するための措置を 講同名称 電話番号 
じた事業場 ) 一 (  ) 一 

2  労働者の安全又は 衛生を確保するための 措置 

②措置の種類 ( 該当するものの 番号を 0 で囲むこと。 ) 
01  ( 当該事業は廃止 ) 
02 都道府県労働局長の 認定を受けた 快適職場推進計画に 基づく快適な 職場環境の形成のために 講ずる措置 

m3  中小企業安全衛生活動促進事業助成制度の 一環として講ずる 措置 

③措置の具体的内容 

④措置を講じた 保険年度 年度 

労働局長 殿 

年 月 日 

住所 
  

郵便番号 一 

事業主 盲目 名 押印又は署名 

  氏名 印 

( 法人のどきはその 名称及び代表者の 氏名 ) 

この申請書にほ 裏 面 3 に示す書類を 添付してください。 
    

を 確保するための 措置が上記記載の 保険年度に講じられたことを 確認しました。 

平成 年 月 日 

労働局長 

注意事項 

り 労災保険率特例適用申告書には、 この「安全衛生措置実施等確認申請書労災保険率特例適用申告書添付用」 ( 都道府県労働局長 

の確認印の押印 両 のもの。 裏 面Ⅰ参照。 ) を添えて上記記載の 安全又は衛生を 確保するための 措置が講じられた 保険年度の次の 保険 

年度の初日から 6 箇月以内に、 労災保険に係る 労働保険関係事務を 所轄する都道府県労働局労働保険徴収主務課 ( 室 ) に提出してく 

ださい。 なお労働保険事務組合に 労働保険の事務の 処理を委託している 事業主にあ っては、 当該労働保険事務組合に 提出してくださ 

  
  玲 上記事業場が、 労働保険の保険料の 徴収等に関する 法律第 9 条の規定により 継続事業の一括の 認可を受け、 当該認可に係る 指定事 

業に一括されている 場合は、 労災保険率特例適用申告言 は 、 指定事業について 申 きすることとなります。 

り 労災保険率特例適用申告書の 提出先、 特例の適用を 申告できる要件及 び 特例が適用となる 要件が別紙に 記載してあ りますので、 必 

ず御覧ください。 
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面
 

)
 一

 

%
 

 
 

  

  

1  この申請は、 労働保険の保険料の 徴収等に関する 法律 第 ¥m 条の 2 に規定される 労災保険率の 特例の適用 

を受けようとする 事業主が、 労働保険の保険料の 徴収等に関する 法律施行規則第四条の 4 第 2 項の規定に 

基づき、 回合第四条の 3 に定める労働者の 安全又は衛生を 確保するための 措置 ( 以下「安全衛生措置」と 

いいます㊤を 講じたこと及び 講じた保険年度について、 事業場の所在地を 管轄する都道府県労働局長の 

確認を受けるために 行うものです。 

安全衛生措置実施等確認申請書は、 労災保険率特例適用申告書添付用及び 局 保管用の z. 部作成し、 安全 

衛生措置を講じた 事業場の所在地を 管轄する都道府県労働局安全衛生主務課に 提出してください。 

ただし、 労災保険率特例適用申告書の 提出先 ( 別紙参照 ) が、 安全衛生措置実施等確認申請書の 提出先 

と同一の都道府県労働局であ る場合は、 当該都道府県労働局労働保険徴収主務課 ( 室 ) に、 労災保険率特 

例適用申告書と 安全衛生措置実施等確認申請書 2 部 ( 下記 3 の書類を添付 ) を併せて同時に 提出すること 

ができます。 この場合、 安全衛生措置実施等確認申請書には、 都道府県労働局長の 確認印の押印は 必要あ 

りません。 

 
 ①欄は、 安全衛生措置を 講じた事業場について 記載してください。 

3  安全衛生措置実施等確認申請書には、 次の書類を l 部添付してください。 

Ⅲ安全衛生措置が、 都道府県労働局長の 認定を受けた 快適職場推進計画に 基づく快適な 職場環境の形成 

のために講ずる 措置 ( 労働安全衛生規則第 61 条の 3 第 ] 項の規定による 認定を受けた 同項に規定する 計 

回 に従い事業主が 講ずる措置 ) の場合 ( ②欄の 02 に該当 ) 

都道府県快適職場推進センターが 発行する「職場環境改善着手確認 書 」 

(2) 安全衛生措置が、 中小企業安全衛生活動促進事業助成制度の 一環として講ずる 措置 ( 中央労働災害 防 

止 協会の援・助を 受けて。 事業主の団体が 労働災害の防止のための 活動として講ずる 措置を利用して、 当 

該団体の構成員であ る事業主が講ずる 労働者の安全又は 衛生を確保するための 措置 ) の場合 ( ②欄の 03 

に該当 ) 

中小企業安全衛生活動促進事業の 認定中小企業集団に 所属し、 安全衛生措置を 講じたことについての 

中央労働災害防止協会中小企業安全衛生推進センタープロック 支部又は都道府県支部が 発行する「特例 

メリット適用に 係る確認 書 」 
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安全衛生措置実施等確認申請書別紙 
    

l 労災保険率特例適用申告書の 提出先について l 

  安全衛生措置を 講じた事業場の 労働保険番号を 御覧ください。 なお、 安全衛生措置を 講じた事業場が 、 労   

働 保険の保険料の 徴収等に関する 法律第 9 条の規定により 継続事業の一括の 認可を受け、 当該認可に係る 指 

定 事業に一括されている 場合は、 労災保険率特例適用申告書は 指定事業について 申告することとなりますの 

  で、 指定事業の労働保険番号を 御覧ください。 

労働保険番号は 、 次の U4 桁からなります。 

府県 所掌 管轄 基幹番号 枝番号 

00@ 0@ 00@ 000000@ 000 

2 桁 1 桁 2 村テ 6 桁 3 桁 

① ② 

  基幹番号が W0 万台であ る場合は、 労働保険 

事務組合に委託している 事業です。 

下表の都道府県を 示します。 

  

②の基幹番号が 90 万台であ る場合は、 労働保険事務組合に 委託している 事業ですので、 労災保険率特例適用申 

吉書は委託している 労働保険事務組合に 提出します。 

労働保険事務組合に 委託していない 場合は 、 ①で示す都道府県労働局労働保険徴収主務課 ( 室 ) に提出します。 

( 都道府県番号 ) 

  01 …北海道 02 …青森 03 …岩手 04 …宮 城 Ob …秋 田 06 …山 形 

07 …福 島 08 …茨 城 09 …栃 木 10 …群 馬 11 …埼 玉 比 …千 葉 

Ⅱ…東京 14 …神奈川 15 …新潟 16 …富 山   17 …石 川 18 …福井 
19 …山 梨 20 …長 野 21 …岐 阜 22 …静 岡 23 …愛 知 24 …姉重 

25 …滋 賀・ 26 …京都 27   …大阪 28 …兵庫 29.., 奈良 30 …和歌山 

31 …，鳥 取 卸…島根 抑 …岡 山 皿 …広 島 35 …山 口 36 …徳 島 

37 …香川 38.:. 愛媛 39 …高知 40 …福岡 41 …佐賀 42 …長崎 

43 …熊本 AA …大分 45 …宮崎 46 …鹿児島 47 …沖縄 

@ 例の適用を申告できる 要件及び特例が 適用となる要件について l 

1  労災保険率の 特例の適用の 申告は、 企業全体として "  常時 300 人 ( 金融業若しくは -  "  保険業、 "  不動産業 スは Ⅱ 、 冗 士 

業を主たる事業とする 事業主は 50 人、 卸売業又はサービス 業を主たる事業とする 事業主は 100 人 ) 以下の労働 

者を使用する 事業主が、 所定の安全衛生措置を 講じた事業についてできるものです。 

注 1)  主たる事業が 清掃業、 火葬 業 、 と畜業 、 自動車修理業及び 機械修理業であ る企業においては、 企業全体として 常 

時 3011 人以下の労働者を 使用する事業主が、 所定の安全衛生措置を 講じた事業について 申告できるものです。 

注 2)  飲食店は小売業に 含まれます。 

2 労災保険率の 特例の適用は、 労働保険の保険料の 徴収等に関する 法律第 12 条第 3 項の継続事業のメリット 制 

の適用を受けることが 前提となります。 

3  建設の事業及び 立木の伐採の 事業には、 労災保険率の 特例は適用されません。 
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3.2 職場環境改善着手確認申請書       
  

  職場環境改善着手確認申請書 

都道府県労働局長より 認定を受けた 快適職場推進計画に 従って職場環境改善に 着手していることに 
ついて確認を 申請します。 

Ⅰ 事業場の所在地及び 名称 

①事業場 ( 労働者㈲所在地 
の 安全又は衛生を 郵便番号 

  
確保するための 措 
置を講じた事業場 )  ㈲名称 

電話番号 
一 ( ) 一 

2  労働者の安全又は 衛生を確保するための 措置 

②快適職場推進計画の 認定 
年月日及び認定番号 年 月 日 認定番号美 言 

③快適職場推進計画を 認定 
した都道府県労働局長名   ) 労働局長 

④措置を講じた 年度   ) 年度 

⑤認定を受けた 快適職場 推 具体的に記入して 下さい 
進 計画に従い職場環境の 改 

善に着手している 内容 

快適職場推進センタ 一 殿 

年 月 日 

住所 

事業主 記名押印 X は署名 

名称 印 

( 法人のときはその 名称及び代表者の 氏名 ) 

( 快適職場推進センター 確認 欄 ) 
上記事業場において、 都道府県労働局長より 認定を受けた 快適職場推進計画に 従って職場環境改善に 

着手していることを 確認しました。 

平成 年 月 日 

快適職場推進センター 

印 

[ 備考 ] 快適職場推進計画に 従い、 職場環境の改善に 着手していることを 示す工事発注 書 、 納品書、 写 
真 等を添付することり 
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3.3  特例メリットに 係る確認 書   
  

特例メリット 制適用に係る 確認 書 

中小安全衛生活動促進事業において、 認定集団が証明した 事業内容に対して 助成金が支払われ．てい 

ることを確認します。 

平成 年 月 日 

中央労働災害防止協会 
中小企業安全衛生推進センター 

0 0 0 0 支部長 印 

中央労働災害防止協会 
中小企業安全衛生推進センター 

0 0 0 0 支部長 殿 

特例メリット 制適用に係る 認定集団の下記証明について 確認を申請します。 

平成 年 月 日 

住所 
事業主 記名押印ス は 署名 

氏名 

( 法人のときはその 名称及び代表者の 氏名 ) 

認定 所在地 

集 団 
構成 名称 

事業場 

①措置を講じた 保険年度   ) 年度 

認定集団名 

の
 

全
権
 

習
開
 

講
の
 

催
施
る
 ム
六
 

開
実
す
員
 

 
 大

開
講
 止
推
 

生
 の
善
隣
 成
 

衛
 令
政
客
 形
 

 
 団

例
場
 先
週
 

 
 

 
 

 
 連

ロ
 生
 H
 善
 

動
ト
衛
改
 

活
パ
 金
梅
里
 

生
生
麦
 実
衛
 

南
街
者
の
全
 

金
金
 脳
 青
麦
 

 
 集

相
経
健
催
 

A
C
E
G
 開
 

し
全
 た
ち
だ
 

と
安
 じ
う
 く
 

回
 る
講
の
て
 

集
る
 る
 動
け
 

定
で
 賓
居
 っ
 

認
 家
借
る
を
 

 
 

 
 ②

 て
衛
 手
ェ
 さ
 

A
D
H
 

し
 る
 
を
勤
げ
 

と
で
 
置
括
っ
 

貴
家
借
 6
 を
 

成
対
 （
 
け
印
 

構
成
 動
ぉ
 0
 

の
助
 活
に
に
 

回
 
た
生
皮
 
っ
 

集
し
衛
 手
ェ
 

定
 砲
金
た
ち
 

認
実
安
じ
ぅ
 

③
て
る
講
の
 

安全衛生教育 B 技能講習及び 特別教育 C 安全衛生診断 
特定自主検査 E 機械の本質安全化 F 健康診断 G 作業環境測定 
健康診断結果の 評価及び健康指導 1 作業環境改善 

l てくだきい。 )   

上記の認定集団構成事業場が 中小企業安全衛生活動促進事業において、 認定集団の構成員として 認定集団 
としての助成対象であ る安全衛生活動に 参加し、 かっ、 認定集団の構成員として 助成対象であ る安全衛生活 
動を実施したことを 証明します。 

- 平成 年 月 日 

認定集団名 

代表者 職 氏名 

印 

日日 
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3.4  労災保険率特例適用申告書 
  

  川 - 様 式 

労災保険率特例適用申告書 回 鶏口 回回 国 

下記のとおり 労抑 保険の探険 耗 の 毒収 等に 肛 する法律第 l2 条の 2 の労災保険牢の 特例の適用に 係る申告をします。 

帳 票桂川 

国国     回国 
  

①折助 保瞳 番号 Ⅹ②申告 哲 受付年月日 

。 Ⅱ 口 口 口 " 摘口 ぬ口 川口 ロ ロ 鰍 ロ ロ " ， ロ ロ 。 ロ 、 れ口     

釆 ③ 下配 ⑧の 措健 番号 米 ④人力項目 

  口 
1. 莱斤規 
3. 変更 

  
  

氷 る べ 

郵便香音 
  ⑥事業の種類 

( 労災保険卒去による ) 折｜ 第 片 2 。曲 @  
事 所在地 裏 げ   

特   
名 称 任 っ 

何 案   
  憶 詰番号 ( ) 一 (     

  
や 項を読 廿をえ 

  ⑦常時使用 労 曲者数   
申 い頃 でか <p し 

① 労 何者の安全又は 綺生を確保するための 措置の内容   
と Ⅰ ( 労働保険の保険料の 徴収等に関する 法律施行規則第 20 条の 3)   
事 

  l 下 曲げて して   
    l Ⅰ l   

⑨上記⑧の措置を 講じた保険年度 年度 
所で 

  
  

Q 事案の概要   
  

事業 王   
⑪常時使用労働者 致 ( 企業全体 )     

  
    

厚生労働大臣   殿 

年 月 日 

労働局長 経由 住所 

事業主 記名押印又は 早 名 

氏名 

( 法人のときはその 名称及 び 代表者の氏名 ) 

作成年月日   
社会保険 提出代行者   氏 名 色話番号 

労務 士 事務代 農 者の表示 

記舐何 

㊥ 

( 物品番号 753% 

一 94 一 



  

              回 回口 回 回回国国国国 労災保険率特例適用申告書 丁 

下記のとおり 労功保険の保険料の 徴収等に関する 法律席 に 条の 2 の労災保 睡 牢の特例の通用に 係る申告をします。 

帳 幕種別 

口口四回国 
国 

① 労苗 保険者首 

ロロロロロロロ @ 府 席 @ 封 管轄① @  若沖番号・ ロ ロコローロココ @  校番号 l 

Ⅹ③下記⑧の 抽 五香舌 

ロ 口     
郵便番号 

  ⑥事業の種類 
( 労災保佐 牢表 に上る ) 

事 所在地 
特 

名 称 

何 業 

  電話脊骨 ( ) 一 (     

  

  

止 

  

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

す
る
た
め
の
措
置
の
 

内
容
 

関
す
る
法
律
施
行
規
則
 

第
 
こ
 

 
 

 
 

⑦
⑧
 

  

⑨上記⑧の措置を 詰じた保険年度 年度 

  

Q 事業の概要 

事業主 

⑪常時使用労働者数 ( 企業全体 ) 人 

厚生労働大臣 ・ 殿 

労働 局 長 経由 

年 月 日 

住所 

事業主 記名押印又は 署名 

氏名 

( 佳人のときはその 名称及 び 代表昔の氏名 ) 

作成年月日   
社会保険 提出代行者   氏 名 電話番号 

労務士 さ 務 代理者の表示 

配球 柵 
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  賎主 ; 意コ 

麺 

1  ロロロ ロ で表示された 枠 ( 以下「記入 枠 」という。 ) に記入する文字は、 光学文字読取装置 

(OCR) で直接読取りを 行うので、 この用紙は汚したり、 必要以上に折り 曲げたりしないこと。 

2  % 印のつ いた記入枠には 記載しないこと。 

3  記入枠の部分は 、 必ず、 黒色のボールペンを 使用し、 申告書右上に 記載された「標準字体」に 

ならって枠からはみださないように 大きめのアラビア 数字で明りとうに 記載すること。 

4  この申告書は、 常時 300 人 (. 金融業若しくは 保険業、 不動産業、 小売業を主たる 事業とする事 

業主については b0 人、 卸売業又はサービス 業を主たる事業とする 事業主については 100 人 ) 以下 

の労働者を使用する 事業主が、 労働保険の保険料の 徴収等に関する 法律施行規則 ( 以下「徴収 則 」 

という。 ) 第 20 条の 3 の労働者の安全又は 衛生を確保するための 措置 ( 以下「安全衛生措置」と 

いう。 ) を講じたときに 提出することができること。 

なお、 建設の事業及び 立木の伐採の 事業については、 労災保険率の 特例は適用されないこと。 

5  この申告書には、 徴収 貝 Ⅱ第 20 条の 4 第 4 項に規定する 安全衛生措置を 講じたことを 明らかにす 

ることができる 書類を添えること。 

6  この申告書は、 安全衛生措置を 講じた保険年度の 次の保険年度の 初日から 6 箇月以内に提出す 

ること。 

7  ①、 ⑤、 ⑥、 ⑦、 ⑧及び⑨欄にほ、 安全衛生措置が 講じられた労災保険率の 特例の適用を 受け 

ようとする事業について 記載すること。 

8  ⑥欄には、 「労災保険率 表 」の事業の種類を 記載すること。 

9  ⑦欄には、 ⑨欄の保険年度に 属する各月の 末日 ( 賃金締切目があ る場合には、 各月の末日の 直 

前の賃金締切目 ) における使用労働者数の 合計数を 12 で除した数 ( 船 きょ、 船舶、 岸壁、 波止場、 

停車場又は倉庫における 貨物の取扱いの 事業については、   当該保険年度における 1 日 平均使用方 

勘者数 ( 延 使用労働者数を 当該保険年度中の 所定労働日数で 除したものを いう 。 )) を 記載するこ 

と。 

10 ⑧及び⑨欄には ，徴収 則 第 20 条の 4 第 2 項の確認を受けた 安全衛生措置及び 当該措置を講じた 
  

保険年度を記載すること。 

11 ⑩欄には、 事業主の行う 主たる事業の 内容を具体的に 記載すること。 

は ⑪欄には、 ⑨欄の保険年度において 使用する全ての 労働者数 ( 企業全体 ) を記載すること。 

13  この申告書を 提出した場合は 、 ⑨欄の保険年度の 次の次の保険年度から 連続する 3 保険年度に 

ついて労災保険率の 特例が適用されること。 

なお、 労災保険率の 特例が適用されるのは、 労働保険の保険料の 徴収等に関する 法律 第 ¥m 条 第 

  3 項に規定する 場合に該当する 事業に限られるものであ ること。 
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(2) 労災保険率特例適用申告書の 記入要領 

  ィ 必要な記入項目 

                    労働保険番号 
受付年月日 安全措置番号 入力項目 

新 規 O O O   

変 更 O   

取 m ぉ O     ⅠⅠ 

削 は余 O     Ⅰ 4 

O 必須入力 

        入力不可 

空欄 … 該当があ る場合のみ記入 

  
ロ 記入項目と記入要領 

項目番号       目 記 Ⅰ不 要 領   

Ⅱー ユ 労働保険番号 入力を行 う 事業場の労働保険番号を 記載する   

( 注 ) 合算してメリット 制の適用のあ る事業 ( 港 ・酒荷役 
関係事業 ) については、 メリット計算上 t 事業とし 
て取扱われるか、 この申告書においては、 合算され 
る枝番号ごとに 記入する。 

2 受付年月日 申告書を受け 付けた年月日を 記入する。 

04 つ 下記⑧の措置番号 当該事業場が 前年度に行った 安全衛生措置番号を 記入 
する。 

0 1 … ( 当該事業は廃止 ) 入力不可 

0 2 …快適な職場環境の 形成の促進事業 
0 3 …中小企業安全衛生活動促進事業 ( 平成り年度以 

降は入力不可 ) 

4 入力項目 処理形態により 次のコードを 記入する 0 

1 …新規、 3 …変更、 ■… 取 ・ 消 、 Ⅰ…削除 

( 注 ) Ⅰ及びⅠⅠは、 申告内容ではないので 帳 票 
には記載 し ていない。 
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(2), mD 書 内容 

; 掻 j 目妻書・ i;;;;; 鎧 ; 罵               ::.; 彊，ポ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ;;;     。 ，容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
    

 
 労働保険番号 当年度に「特例申告書」を 入力した事業場又は 適用徴収関係各台帳 の変 

更により、 「特例申告書台帳 」に変更が生じた 事業場について 労働保険 番 

号を印明する ( 入力項目「 7 削除」を除く。 ) 。 

2 美 事 の 名 称 当年度 9 月末現在の適用台帳 に登記されている 事業の名称を 印書する。 

  業 種 当年度 9 月末現在の適用台帳 に登記されている 業種を印書する。 

4 申告書受付年月日 「特例申告書台帳 」に登記されている 受付年月日を 印書する。 

  安全衛生措置番号 「特例申告書台帳 」に登記されている 安全衛生措置番号を 印書する。 

 
 申告書入力項目 当年度に「特例申告書」から 人力きれた入力項目について、 次のコード 

により印書する。 

種 別 コード 

新 規 l 上 

変 更   

取 消   

      ク 事 業 消 滅 適用台帳 に消滅年月日が 登記されているものに「 * 」 

  一 ド を 付す。 

適 用 要 件 適用台帳 に消滅年月日が 登記されているものに「 * 」 

な し を付す。 

業 種 変 更 前年度の労働者数がメリット 制の適用要件を 満たさ 
    ド ない場合ス は 事務組合委託一括事業に「 ， 」を付す。 

適 用 台 帳 適用台帳 にないもの ス は台帳 にあ っても雇用保険の 

な し るの保険関係が 成立しているものに「 * 」を付す。 

(3) 事務処理 

特例申告書の 1 口目入力事業場及び 適用徴収関係各台帳 の変更により「特例申告書台帳 」に変 

更が生じた事業場については、 「労災保険率特例申告書入力・ 変更事業場名簿」を 本省において 

作成し、 局 あ て送付する。 

当該名簿が送付された 局においては、 入力した「特例申告書」と 突 合することによって 入力誤 

りがないか確認するとともに、 当該事業場に 対する継続メリット 制の適用状況を 確認し、 継続メ 

リット制の機械処理関係について 不都合があ る時に以下の 事務処理を行う。 

なお、 この名簿は継続メリット 制本体処理において 使用する「継続メリット 制適用対象新規・ 

取消 リスト」と同時期に 作成し、 局へ送付する。 

イ 労働保険番号の 入力誤り 

誤って他の事業場の 労働保険番号で 新規入力を行った 時は、 既 入力データの 削除を行うとと 

もに、 訂正した労働保険番号による「特例申告書」を OCR 入力する。 

なお、 その他の項目誤りについては 変更入力により 修正を行う。 
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ロ 事業消滅 
  

  適用台帳 に消滅年月日が 登記されている 事業場については、 事業消滅マークに「 * 」を記載 

するので、 当該事業場が 管轄外に移転又は 事務組合委託替え ( 以下「移転」という。 ) してい 

ないか確認する。 

移転しているときは、 労災保険率の 特例適用の申告は 継続するので、 「算定基礎報告書」に 

より移転報告を 行 う こと。 

なお、 移転報告がなされなかった 事業については、 本省において 年度末に事業消滅として 

「特例申告書台帳 」から削除する。 

ハ 継続メリット 制適用要件の 不備 

当該事業場の 前年度の労働者数が 継続事業の適用要件を 満たさない場合又は 事務組合委託 一 

括により当該事業が 個別管理されていない 場合 は 、 適用要件なしマークに「 ， 」を記載するの 

で、 当該事業場の 労働者数を確認し、 継続メリット 制の適用要件を 満たすときは、 変更期限 

C12 月末頃 ) までに適用台帳 を変更するとともに、 「算定基礎報告書」において 復活入力 ( 継続 

メリット制適用対象新規， 取消 リストに非メリットコードが 記載された事業場のみ ) 又は適用 

要件を満たす 年度分の算定報告を 行うこと。 

また、 事務組合委託一括により 当該事業場が 個別適用されていない 場合は、 機械処理により 

管理できないため 上記によらず、 新規に継続メリット 制の適用を受けるときに「算定基礎報告 

書 」において新規報告を 行うこと。 

ニ 適用台帳 なし 

適用台帳 なしマークに「 * 」が記載された 事業場については、 

① 労働保険番号の 入力誤り 

② 労働保険番号の キ 一変更 

が 考えられるが、 この場合は「特例申告書台帳 」から自動削除されるため、 当該事業場の 労働 

保険番号を確認の 上、 必要に応じて 労働保険番号を 修正し、 「特例申告書」の 再 入力を行うこ 

と。 
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(2) 印言内容 

項目番号 項 目 内 容 

  労働保険番号 12 月末現在の特例申告書台帳 に登記されている 事業場について 労働保険 

番号を印書する。 

  事業の 名称 12 月末現在の適用台帳 に登記されている 事業の名称を 印書する。 

  業 種 12 月末現在の適用台帳 に登記されている 業種を印書する。 

4 申告書受付年月日 「特例申告書台帳 」に登記されている 受付年月日を 印書する。 

  安全衛生措置番号 「特例申告書台帳 」に登記されている 安全衛生措置番号を 印書する。 

  適用開 始 年 度 申告書受付年月日から 年度の判断を 行い、 適用開始年度を 印書する。 

  適用終了年度 申告書受付年月日から 年度の判断を 行い、 適用終了年度を 印書する。 

  マ   ク 申告 書 当年度に「特例申告書」から 入力された入力項目について、 

入力項目 次のコードにより 印書する。 

檀 方Ⅱ コ I ド 

新 規 1 

変 更   

取 m は Ⅰ 
メ リ   ノ ト 

翌年度に継続メリット 制が適用されるものに「 * 」を付す。 
適用有無 

@ @ 継続メリット・マスタ 一で管理しているメリット 適用要件 

継続年数 の継続年数について、 次のコードにより 印書する。 

種 男 @l コード 

前年度に適用要件あ り 

前々年度から 適用要件あ り 

前々々年度から 適用要件あ り   
( メリット適用事業 ) 

事業消滅 適用台帳 に消滅年月日が 登記されているものに「 * 」を付 

コ ー ド す。 

適用要件 前年度の労働者数 か メリット制の 適用要件を満たさない 場 

な し 合 スは 事務組合委託一括事業に「 * 」を付す。 

適用台帳 適用台帳 にないもの ス は台帳 にあ っても雇用保険のみの 保 

な し 険 関係が成立しているものに「 * 」を付す。 

  メ @                              翌年度にメリット 制が適用される 場合に「メリット 増減率」を印書する。 

なお、 減の場合は「 一 」 ( マイナス ) 符号を付す。 

10  メリット保険率 翌年度にメリット 制が適用される 場合に「メリット 保険率」を印書する。 

(3) 事務処理 

12 月末の「特例申告書台帳 」と 12 月末の継続メリット ，マスターを 突 合し、 「労災保険率特例 

  申告事業場名簿」を 本省において 作成し、 局 あ て送付する。 

当該名簿が送付された 局においては、 「継続メリット 制適用事業場名簿」を 参照して「特例中 

吉書」の申告事業に 係る翌年度の 継続メリット 制の適用状況を 確認すること。 
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第 5.. 帳 票入力業務に 係る留意事項     
    

  

@  機械処理関係 

㈹ 運用管理 

機械処理日程等 

ィ 報告期間 

各種報告書の 報告期間は次のとおりとする。 

  - 」 h 報 ， 告 ， 期 学問。 ・ 軌翻 民力帳 票 ;, 曄簗ミ -, 窩繭蒸鞍 ， 傭 甘辞 蕊 ，， ; ぐタ ・ 較 ㌢ 考 ;               

4 月 i 日 ～ 10 月 9 日適用申告書」 「労災保険率特例 

「労災保険率特例 「労災保険率特例適用申告書入力・ 変更事 
適用申告書」 業 揚名簿」に出力された 内容について、 変更 

は 同 1  日 一 12 月 25 日 2 回目 又は追加が生じた 場合に人力を 行 う こと。 

「継続メリット 帝 Ⅰ 

算定基礎報告書」 

「継続メリット 制 補正分の場合、 「労働保険概算・ 確定保険 
2 月 1 日 一 3 月 2 日日 算定基礎報告書」 料申告書」及び「労災保険率決定通知書」の 

補正介 印書 はできない。 

4 月 1 日 一 3 月 31 日 「有期メリット 制 「有期メリット ( 計算・適用 ) 事業場名簿」 
変更報告書」 に 出力された内容について、 取消、 追加又は 

ただし月次処理中 は 変更して改定確定保険料を 決定した場合に 入 

入力不可 力 を行 う こと。 

( 注 1) 報告期間の初日が 閉斤目であ る場合は、 当該報告期間内の 最初の開庁 日 とし、 報告期間 

の末日が閉斤目であ る場合は当該報告期間内の 最後の開庁 日 とする。 

( 注 2) 有期メリット 制の計算処理を 行う通常第 4 開庁 日一 第 6 開庁 日 03 日間は人力停止とな 

ること 0 

( 注れ 具体的な人力停止 日 については、 労災保険業務室の 事務連絡「機械処理業務実施計画」 

を 参照すること ロ 

口 運用時間 

オンラインの 運用時間は次のとおりとする。 

㈲ 帳 票入力時期 

月曜日一金曜日 9 時～ 18 時 

㈲ 配信時期 

即時に処理されて 出力されるもの 以外の配信帳 票は 、 次のとおりとする。 
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出力帳 票 名 出力端末装置 配信方式                                       酉 ㍗。     信 ;- 時。 期 ， " 

  継続メリット 制 人力締切 (12 月末及び 3 月末 ) 
算定基礎報告書 労働局端末 LP  自 動 後人力端末 ( 局 端末 ) あ て指定日 

-"  フ "@  タ " リスト に一括して配信する。 

コマンド 「有期メリット 制変更報告書」 

( 帳 票種 苗配信要求により、 翌 開庁 日 に配 
改定確定保険料 決定通知書 労働局端末 LP 

呂吐 369)  信する。 

( 注 1) 継続メリット 制算定基礎報告書データ・リストの 具体的な配信日及び 配信時期について 

は、 労災保険業務室の 事務連絡「機械処理業務実施計画」を 参照すること。 

( 注 2) 改定確定保険料決定通知書の 配信は 、 ・「有期メリット 制変更報告書」配信要求の 入力 日 

の翌 開庁 日 に配信されること。 

け 端末装置障害時の 人力 

万一、 端末装置が障害となり 長時間回復の 見込みがなり 場合は、 労災保険業務室と 連絡を 

とり、 その指示を受けること。 

(2) データ破棄メッセージ (HC メッセージ ) 

RC メッセージは、 HOST が各システムに 共通に出力するメッセージであ り、 このメッセー 

ジが出力された 場合はキャンセルされる。 

HC メッセージは、 入力データの 側に原因があ って出力される 場合と HOST 又は端末装置の 

側に原因があ って出力される 場合とがあ るので、 次表に示す対処方法により 措置すること。 

なお、 HC メッセージは、 人力した端末装置のディスプレイ 部及びジャーナル 部に印字される。 

[HC メッセージ一覧 ] 
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(3) . 配信電文の再送要求           
  

" - 配信されたデータについて、 印字 ず れが生じた場合等のために 目印書したひ 場合は、 配信電文 

の再送を要求することができる。 

なお、 帳 票の入力により 即時に出力されるものについては 再送要求できない。 

また、 要求可能な期間は、 端末へ電文が 出力後 1 週間とする。 

(4) 帳 票作成上の注意事項 

ィ 標準字体 

数字の標準字体は 、 次のとおりであ る。 一 3 目 も のめ 

ロ 帳 票記入上の留意点 

OCR による正議率を 高めるため、 次の点に留意して 帳 票の作成を行 う こと。 

Ⅲ 筆記用具は 、 黒のボールペンとすること。 

㈲ 記入枠からはみださないようにし、 なるべく大きく 丁寧に書くこと。 ．・ 

け 特に次の文字に 注意すること。 

a  数字の「 J 」は、 上部 スは 下部にカギをつけず、 垂直に書くこと。 

b  数字の「 甲 」は、 2 本の縦線を並行にし、 上で閉じない。 

  c  数字の「 7 」の上部は、 水平の横線とする。 

㈲文字はできるだけ 濃く書き、 太 すぎたり 細 すぎたりせず 一定であ ること。 

㈱ 文字には大きな 傾きがなく、 文字並びがあ る程度一定であ ること。 

㈹ ( 記入上注意を 要する 項弐 

  ， 項 ・ き薫 目 ，   " 雙矢 、 三 ，・ あ ポ生 " ぎ苦蛭帝鱗 " ぎ 、 翰 - ， ;;   

日
 

ヲ
 
"
 

番
 

険
 

月
 

保
 

働
 

年
 

労
 

基幹番号は右詰めで 記入する。 ( 頭の 0 は省略してもよい。 ) 

枝番号は右詰めで 記入する。   ただし 0 0 0 のとき ( 枝番号が付されて 

ないとき ) は記入しなくてもよい。 

各々 右 詰めで記入する。 ただし、 01 ～ 09 の場合は 1 ～ 9 との記入も可。 

ハ 入力時の留意点 

OCR による読み取りは、 リジェク ト の修正に要する 手間よりも、 誤読の修正に 要する手間 

  の方が大きいので、 入力前に十分チェック し 、 誤読等のおそれのあ る場合は、 強制 りジヱクト 

による修正を 行うこと。 

修正する方法は、 強制的にリジェク ト させたい文字 ( 誤記等の文字 ) が記載されている 記入 
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枠の片隅に、 次 例のように正しい 文字 " を記載し、 当該枠に縦の 線を 5l く   
  

"( 例コ 

㈲ 1 文字の場合 

  
( 枠の上下をはみ 出すよ う に縦の 1 本線を引く。 ) 

㈲ 連続する複数文字の 場合 

          

( 両端に 1 文字の場合と 同様に縦の 1 本線を引き、 その間を横線で 結ぶ じ 

この処理により、 当該文字は り ジェク ト され、 リジェク ト された場合は、 i 文字ずつその 吠 

況が ディスプレイに 表示されるので、 正しい文字をキーボードで 入力して修正すること。 

二 帳 票取扱い上の 注意事項 

㈲ OCR 帳 票の汚れについて 

帳 票は汚れないことが 望ましいが、 読み取り部の 一部が汚れたものについては、 その程度 

によりその部分がリジェク ト におるので、 この場合はキーボードで 修正すること。 

また、 帳 票の右辺には、 読み取り部のチェックのためのラインマーク「 一 」があ るので、 

読み取り部になっている 欄外に汚れ等のあ る場合には、 その箇所の汚れ 等を消してから 入力 

な 行うこと。 

㈲ 記入項目等のチェックマー タ について 

チェックマニク「 レ 」を付すときは、 赤 鉛筆で薄く付すこと。 
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2  端末 機 出力メッセージの 内容と事務処理， 

          出力メッセージの 種類と内容 

出力するメッセージは 、 次のとおりであ る。 

く 即時 > 

      車 ; ぎ力 囲 ,.,.-),@,,. ヌ 。 こ R. Ⅳ , @  ; 笛力 鳩裏 番畠 …． " ， …‥ " "." 曲労端 ‥． 表装 "" 汚 " 貫ぇ 均 - 持繍容 、 - 

受取 メ ッセ 一 ジ 

キャンセルメッセージ 

労   
  入力されたデータを 受け取った 場   

働 0 5 R  ジャーナル画面白に 出力する。 

局 

労 形式及び関連チェック・でエラーと 

働 0 5 5  ジャー ナル画面なった 場合に出力する。 

局         

く 指定日一括配信 ) 

                                      遼 。 ; 極力     リ " 抹宜   ;,.;.;,;j 。 ，出力 帳 皐 番号な                                     出 i  ,2 "@  コ端末装置 @  ,"l:@  .i@          甘ょぎ l@-. @ @  ス 翌壷 ., ,.                   "             肉 ;;..;;;                                                                                                                                                           "" 畿 藩翰 蓉 。 ・ ポ ;           巷 
    

継続メリット 制算定 

基礎報告書削除・ 論理 

チェ ッ ク リ ス ト 

定
 

算
タ
 

制
一
 

ト
 
デ
 
-
 

ツ
 
重
目
 

リ
告
 

メ
報
ト
 

続
 

健
ス
 

継
基
リ
 

本 

P R 

省 

労 

働     0 5 5 L P 

    

 
 

な
 

と
  

 

ラ
 

エ
 

果
、
 

雄
略
 

ッ
カ
 

ヱ
出
 

チ
に
 

理
ム
ロ
 

論
場
 

た
 

正常に処理され、 継続メリット・ 

マスターが更新された 場合に出力す 

る。 
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シ
 

 
 

セ
 

 
 

メ
 ル

市
 

 
 シ

 

カ
 

ヤ
出
 

キ
 

イ
 

 
 2

 

 
 

口 表示内容 

当該データについて、 形式及び関連チェックの 結果、 エラーとなったものについて、 キャン 

セル番号を印書する。 

ハ 事務処理 

た
 

 
 

よ
 
尤
 
@
 

と
 

 
 

ラ
 

エ
 

@
 

よ
 

 
 
 
 

捧
麦
 

」
 

亡
 
甘
口
 

番
と
 

ル
こ
 

セ
る
 

ン
す
 

ヤ
力
 

キ
入
 

「
 
再
 

め
 

て
 

二
し
 

訂
正
 

下
條
 

 
 

Ⅰ
 
@
 

て
容
 

い
内
 

つ
、
 
・
Ⅰ
 

に
し
 

号
正
 

香
る
 

ル
ぁ
一
木
 

セ
帳
 

 
 キ

、
 

の
し
 

れ
認
 

ぞ
確
 

れ
 

る
 

そ
因
 

原
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ニ キャンセル番号 表   

        形式エラ一番号 表   

形式エラーは、 各項目ごとにチェックを 行い、 不具合があ るときばキャンセルメッセージ 

を出力し、 当該データを 破棄する。 

形式エラーとなった 時は、 帳 票を訂正の上、 再入力する。 

( 注 ) XX は 項 番を印字する。 
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㈹ 関連エラ一番号 表 

    関連エラーは、 関連する 2 つ以上の項目について 整合性のチェックを 行い、 不整合があ る 

ときはキャンセルメッセージを 出力し、 当該データを 破棄する。 

関連エラーとなった 時は、 帳 票を訂正の上、 再入力する。 

a  算定基礎報告書 

一丁 10 一 



  

童
 

生
口
 

申
 

例
 
適
用
 

特
 

率
 

険
 

保
 

災
 

労
 ・
 

b
 

       
 

  
C@ 0 

  
C@ 0 

  
C@ 0 

  
C@ 0 

  
C@ 0 

  
C@ 0 

  

一
，
一
、
一
，
一
 
2
 

一
 2
 

一
 2
 
 
 

一
 
4
 

一
 
4
 

一
 4
 

一
 4
 

一
 4
 

一
 4
 

 
 

  
Ⅱ よ ll 

  
2 

  
n30 

  
4 

  
目し 

  
6 
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重
 告
 
田
 

報
 

更
 

変
 

１
 
%
 

 
 

 
 

 
 

メ
 

・
有
期
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キャンセル番号 キ ャ ン セ ル の 内 容 
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@
 

ス
 

リ
 

ク
 

 
 

 
 

理
チ
 

論
 

除
 
l
 

 
 

肖
 

書
 

 
 基

ド
 

圭
一
 

算
ダ
 

卑
小
、
Ⅱ
 

廿
ノ
 

ト
タ
 

ッ
ス
 

 
 

リ
 

メ
式
 

続
様
 

帝
膣
 

イ
 

 
 3
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  口 印言内容 

当該データについて、 削除・論理 テヱッ クリストの結果エラーとなったものについてエラ 一 

番号を付し、 労働保険番号順に 印書する。 

ハ 事務処理 

このリストについては、 局への配信は 行わず、 本省において 管理し、 該当局に対してエラー 

となった原因を 確認した上、 修正処理を行う。 

なお、 局においては、 本省より照会があ った場合、 速やかに回答し 、 ェラ 一の早期解消に 努 

めること。 
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ェ ・ ラ   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

一番号 

10 

11 

12 

13 

14 

Ⅰ 5 

16 

17 

18 

19 

  エ 
    内 ， 容 -           
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(4) 継続メリット 制算定基礎報告書データリスト 

イ 様 式 く スタンダード 用紙 て 出力・帳 票番号 0 5 5)) 
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始
 

信
開
 

配
 

タ
 

 
 

T
 

書
 

生
口
 

報
 

定
 
基
礎
 

算
 
(
 

( 算定基礎報告書データ 所掌「 1 」配信終了メッセージ ) 

 
 

 
 

   
 ジ

 

一
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

了
 
メ
ッ
 

了
 

終
 

情
緒
 

信
 

配
 

配
 

タ
 

」
 

 
 

3
 

「
 

-
*
 

ア
 

圭
 

掌
 

山
口
 

所
 

タ
 

確
報
 

 
 

-
 
T
 

定
基
 

主
日
 

生
 

(
 
算
 

報
 

礎
 

基
 

定
 

算
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口 印 書 内容 
  

    このリストは、 「算定基礎報告書」により 報告した内容で「削除・ 論理チェックリスト」の 

エラーを解消したデータについて 労働保険番号順に 印書 す ・ る 。 

なお、 最初のぺ ー ジには配信を 開始する旨のメッセージを 印書し、 所掌別の最終ぺ ー ジごと 

に、 所掌「 1 」及び所掌「 3 」のそれぞれの 配信を終了した 目のメッセージを 印書する。 

また、 最後のぺ ー ジには配信をすべて 終了した目のメッセージを 印書する。 

ハ 事務処理 

リストの内容と「算定基礎報告書」との 突 合を行い、 記入誤り等不実 合 が生じた場合は、 そ 

の原因を把握し、 「適用事業場名簿」の 修正等必要な 処理を行うこと。 

なお、 「適用事業場名簿」に 印書されている 事業を取消、 若しくは内容を 変更し スは 新たに 

追加した場合は、 「算定基礎報告書」 ( 補正介 ) を作成し、 OCR 人力を行うこと。 
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第 6  事業場 制 収支状況検索 
  

] 処理概要 

イ 継続事業場検索 

一括有期事業を 含む継続事業の 検索は、 労働保険番号、 検索コード及び 検索年度を入力するこ 

とにより、 単年度ごとに 機械処理されたメリット 収支率に算入すべき 保険給付額、 特別支給金 及 

び 労働基準法相当額並びに 非業 災減 ( 通 炎威 ) 確定保険料を 出力するほか、 当該事業場における 

当年度メリット 制の適用状況 ( 前年度 未 確定版 ) 及び翌年度のメリット 収支率算入額等を 出力す 

る 。 

ロ 有期事業場検索 

有期事業の検索は、 労働保険番号を 入力することにより、 事業消滅後 3 箇月経過、 6 箇月経過、 

9 箇月時点の保険給付額を 出力するとともに、 6 箇月経過又は 9 箇月経過時点でメリット 収支率 

の算定がなされた 場合に、 当該算定に係る 収支率、 増減率、 改定確定保険料、 還付 額 又は追徴額 

を出力する。 

また、 メリット収支率が 算定きれた事業場に 対し、 「有期メリット 制変更報告書」が 入力され 

た場合は、 当該報告書の 入力内容のみ 変更して出力する。 

2  事務処理 

イ 継続事業場検索は、 翌年度新規にメリット 制の適用となる 事業又は合算すべき 事業について 作 

成する「算定基礎報告書」に 記入すべき業務災害に 関する保険給付額、 特別支給金及び 確定保険 

  料 の 額 等の把握に用いること。 

なお、 当該処理に当たっては、 出力されている 保険給付額、 特別支給金及び 確定保険料の 額が、 

当年度における 第三者からの 損害賠償金として 納入すべき額の 決定等による 調査、 スは 算定基礎 

調査等によって 変更されてい 甘いかどうかを 十分確認すること。 ・ 

ロ 有期事業場検索は、 メリット収支率が 算定された有期事業について、 確定保険料の 額、 保険給 

付額等の変更等により、 改定確定保険料を 取り消して再計算を 行う際の当初の 機械処理されたデー 

タの把握に用いること。 

3  運用時間 

検索 可 台目な時間は 次のとおりとする。 

月曜日一金曜日・             時 ～ 圧時 AQ 分 
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4  事業場 別 収支状況検索の 記入要領   

イ ，必要な入力項目 

継続事業場 有 

期 
項 番 入力項目 名 

単 当 翌 
事 

年 年 年 菜 

度 度 度 場 

1 労働保険番号 0 0 0 0 

2 検索コード Ⅰ Ⅰ Ⅰ X 

り 3 り 検索年度 O 
0  … 必須項目 

X  … 入力不可 

ロ 記入項目と記入要領 

項目番号 項 目 
- 一 - 口 - 己三   入     要 ",  " 領 

Ⅱー l 労働保険番号 検索する事業場の 労働保険番号を 入力する。 

@ 検索コード 継続事業場の 場合 単年度         
当年度         
翌年度         

りくり 検索年度 継続事業場で 検索コード   を人力した場合のみ 数字 2 桁を 

入力する。 

5  検索方法 

イ 検索キ ー を入力することにより、 収支状況を事業場別に 出力する。 また、 継続・有期メリット 

制 適用事業場においてはメリット 適用状況も出力する。 

  事業場 制 収支状況検索の 具体的処理イメージは 次のとおりであ る。 

一 121 一 



① 人力画面 ( 各検索共通 ) 

( 注 t)  労働保険番号 … 検索する事業場の 労働保険番号を 入力する。 

( 注 2)  年度                               対象とする年度を 指定する。 

過去 4 箇年度分まで 検索可能。 

ロ システム ェラ一 
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ハ 形式 ェラ 一番号 表   

キ ャ ン セ ル 番 号 キ ャ ン セ ル の 六 -, 容 

XX 一 C l ( 桁数オーバ一 ) 

XX 一 C 2 ( 必須項目入力なし ) 

XX 一 C 3 W 桁数不足 ) 

XX 一 C 4 ( 字種エ ぅづ 

  XX 一 C5 く コードエラーⅠ 

XX 一 C 6 ( 数値エラーコ 

二 関連 エう一 
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6  検索結果の出力画面イメージ 

ィ ・単年度検索   

い 画面 弐 

(2 画面目 ) 
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(3 画面目 ) 
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ロ 出力画面 ( 当年度メリット 収支検索 ( 翌年度メリット 収支検索も同様 D) 

い 画面目 ) 

(2 画面目 り 
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(3 画面目 ) 

  

  
    

  
  

  

  

一 127 一 



ハ 出力画面 ( 有期事業検索 ) 

(1 画面目 ) 

(2 画面 弐 
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㏄画面目 ) 
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7  出力内容 
  

  イー 単年度収支検索 

項   ・ ;                                                                                                                                                     

                                                                                                    げ               - Ⅰ   ,@@'         ニ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   "@  ・・ ざ ム           ・ 姿 ,@@@@  @ ら ・ % =::@:@@@- ぎ 漣青 ・ 五 @ ヰ ミ 臼井 ,l@-@"@ = 凄皮 ◆ -@.,@  ・                                                                                                                                       ミ き @          ち ミ @ 童ゐ鰻 ,@ 達 .:  @@@@,@@  , 慾睾叢経き @@ ざ "                                                                                                                                                                                   
    

Ⅰ 労働保険番号 検索する事業場の 労働保険番号 ( キ 一変更、 移転 キ 一変 

更 の一本化したもの ) 

2  業種 事業場の業種コード C4 桁 ) 

り 4 り 成立年月日 事業場の成立年月日 

4 消滅年月日 事業場の消滅年月日 

5  労働者数 ( 当該年度分 ) 事業場の当該年度の 労働者数 

6  非業 災減 労災保険率 事業場の当該年度に 適用される非業務災害 分 (1 厘 ) を 

減じた労災保険率 

7  確定保険料 事業場の当該年度の 確定保険料 

8  非業 災減 確定保険料 上記 6 、 7 から計算された 非業務災害 分 (1 厘 ) を減じ 

た 確定保険料 

9  保険給付額等合計 下記 11 の合計件数、 合計金額 

10 収支率 上記 8 、 9 から算定する 単年度収支率 ( 拓 ) 

11 保険給付額等内訳 療養、 休業、 傷病、 介護、 その他、 保険給付合計、 特別 

支給金合計の 件数及び金額 

12 労働基準法相当額対象者 事業場の保険給付額に 算入される労働基準法相当額の 計 

算 対象者の年金証書番号及び 金額を新しい 順に出力する。 
    

( 注 1)  消滅した事業場についても 検索を可能とする。 また、 保険給付がない 事業場につい 

ても検索を可能とする。 

( 注れ 収支率は単年度収支率とし、 調整率は加味しないものとする。 

( 注何 Ⅱについて、 労働基準法相当額 分 はその他、 特別支給金合計にそれぞれ 加算する。 
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労働保険番号 検索する事業場の 労働保険番号 ( キ 一変更、 移転 キ 一変 

更の一本化したもの ) 

02 Ⅰ 

  
  

  
4 

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  10 

  
ⅠⅠ 

  
12 
  

Ⅰ 3 

  
14 
  

Ⅰ 5 

  
Ⅰ 6 

  
17 

業種 事業場の業種コード (4 桁 り 

成立年月日 事業場の成立年月日 

消滅年月日 事業場の消滅年月日 

労働者数 過去 3 年度の各年度の 労働者数 
  

非業 災減 労災保険率 

非業炎威確定保険料 ( 調整前 ) 

保険給付額合計 

過去 3 年度の各年度の 非業炎威労災保険率 

過去 3 年度の各年度の 非業 災減 確定保険料 ( 調整前 ) 

過去 8 年度の各年度の 保険給付額の 合計 
  

特別支給金合計 

算定労働者数 

算定非業 災減 確定保険料 

算定保険給付額合計 

算定特別支給金合計 

確定保険料合計 ( 調整後 ) 

過去 3 年度の各年度の 特別支給金の 合計 

算定基礎報告書の 労働者数 

算定基礎報告書の 非業 災減 確定保険料 

算定基礎報告書の 保険給付額 

算定基礎報告書の 特別支給金 

過去 3 年度間の確定保険料 ( 調整後 ) の合計 

保険給付額等合計 過去 3 年度間の保険給付額等の 合計 

メリット収支率 継続メリット・マスタ 一に登記されている 収支率又は上 

記 14 、 15 から算定する 率 ( 胚 ) 

メリット適用要件有無 当該年度に、 メリット制の 適用要件をみたす 場合は「 有 」、 

それ以外は「 無 」 
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18  メリット増減率 メリット制の 適用があ る場合、 当該事業場のメリット 増 

減率 

19  メリット保険率 メリット制の 適用があ る場合、 当該事業場のメリット 保 

険率 

20  前年度メリット 増減率 前年度のメリット 増減率 

21 前年度メリット 保険率 前年度のメリット 保険率 

22 適用関係等情報 
業種変更、 合算事業、 算定報告、 移転報告、 一括有期、 

前年度年東台帳 なし、 労働基準法相当額算入にそれぞれ 情 

報 が存在する場合表示する。 

23 特例メリット 適用の有無 特例メリット 制の適用があ る場合には「 有 」、 それ以外 

は 「 無 」 

24  安全衛生措置コード 特例メリット 制の適用があ る場合の安全衛生措置コード 

25  申告書受付年月日 

2f 移転情報 ( 労働保険番号 ) 

特例メリット 制の適用があ る場合の申告書受付年月日 

前年度又は当年度に 移転 ( キ 一変 ) を行った事業場につ 

いて前労働保険番号を 出力する。 

27 移転情報 ( 確定保険料 ) 前年度 スは 当年度に移転を 行った事業場について 当該 年 

  度の確定保険料 ( 非業 災減 ) を出力する。 

28 分割情報 ( 分割年月日 ) 分割を行った 事業場の最新の 分割された年月日について 

出力する。 

29 分割情報 ( 分割区分 ) 1
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( 注 1)  W の確定保険料合計 ( 調整後 ) は、 通常は該当年度の 調整率を乗じた 額の合計とす 

るが、 れの算定非業 災減 確定保険料があ る場合はそれに 置き換えて ( 優先 ) 計算する。 

( 注 2)  15 の保険給付額等合計は 8 、 9 を合計したものとする (8 、 9 は 12 、 13 の額を加減 

したものであ る ) 。 

( 注 3)  29 の分割区分について 最新の事業場の 状況を出力するため、 一旦分割新設事業となっ 

た事業場が再度分割した 場合は「引網」を 出力する。 
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ハ - 事業分割に係る 留意事項 

事業主から提出された 事業分割 届 二票に基づいて「継続メリット 制算定基礎報告書」を 入力し 

た 場合、 個別データの 管理は以下のとおりとなる。 

① 確定保険料 

徴収システムから 入力された当該事業の 当該年度の確定保険料。 

分割新設事業場の 分割年度より 前の確定保険料額は、 0 円とする。 

② 非業 災減 確定保険料 

当該事業のメリット 収支率の算定に 用いた該当年度の 非業炎威確定保険料。 

分割新設事業の 分割年度より 前の非業 災減 確定保険料は 分割元事業の 非業炎威確定保険料と 

なり、 分割年度の非業 災減 確定保険料は、 年度当初の分割であ れば分割元引継事業又は 分割 新 

設 事業の各々の 非業炎威確定保険料とし、 年度途中の分割であ れば各分割後の 事業の合算値と 

する。 

③ 保険給付額等合計 

当該事業のメリット 収支率の算定に 用いた該当年度の 保険給付額等合計。 

分割新設事業の 分割年度より 前の保険給付額等合計は、 分割元事業の 保険給付額等合計とな 

り 、 分割年度の保険給付額等合計は、 年度当初の分割であ れば分割元引継事業又は 分割新設 事 

業の各々の保険給付額合計となり、 年度途中の分割であ れば各分割後の 事業の合算 値 とする。 

④ 保険給付額等内訳 

労災各システム ( 短期、 年金、 介護、 統計 ) から入力された 当該事業の該当年度の 保険給付 

額 寺内訳。 

分割新設事業の 分割年度より 前の保険給付額等の 内訳は、 0 件、 0 円とし、 分割年度の保険 
  

給付額等の内訳についても、 各分割後事業毎に 発生した給付とする。 

⑤ 労働基準法相当額対象者   

年金システムから 入力された当該事業の 該当年度の労働基準法相当額対象者。 

分割新設事業の 分割年度より 前の労働基準法相当額対象者は、 0 件、 0 円とし、 分割年度の 

労働基準法相当額対象者についても、 各分割後事業毎に 発生した給付とする。 

したがって、 年度途中に分割された 分割新設事業についての 事業場 制 収支状況検索の 結果は 、 

当該事業の確定保険料より 算出した非業 災減 確定保険料とは 異なる 額 となる。 さらに分割元 引 

継 事業についても、 算定基礎報告書により 非業 災減 確定保険料が 修正された場合は 同様の取扱 

いとなる。 

また、 保険給付額等内訳と 労働基準法相当額の 合計についても、 年度途中に分割された 分割 

  新設事業の場合、 保険給付額等合計に 一致しない。 さらに分割元引継事業についても 算定基礎 

報告書で保険給付費、 特別支給金が 修正された場合は 同様の取扱いとなる。 
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    ・有期事業検索 

        
№ 項 目 サ青 報 の 容 内     

1  労働保険番号 検索する事業場の 労働保険番号 

2  票 畠種 事業場の業種コード ( 主たる業種 ) 

り Ⅰ り 成立年月日 事業場の成立年月日 

4  消滅年月日 事業場の消滅年月日 

5  労働者数 事業場の労働者数 

  識別コード メリット識別コードが   の場合に ( メリット適用の 

可能 制 有り ) にⅠを表示 

7  確定保険料 事業場の確定保険料 

8  非業 災減 確定保険料 上記 7 から非業務災害率に 応ずる部分の 額を減じた 額 

9  第 1 種 調整後確定保険料 上記 8 に 第 1 種 調整率を加味した 確定保険料 

10 第 2 種調整後確定保険料 上記 8 に第 2 種調整率を加味した 確定保険料 

Ⅱ 保険給付額 (3 ；月経過 ) 事業場の保険給付件数、 保険給付額、 メリット収支率の 

それぞれ 3 ；月経過後の 伏 況 

12  保険給付額 C6 ヵ月経過 ) 事業場の保険給付件数、 保険給付額、 メリット収支率の 

それぞれ 6 ；月経過後の 状況 

13  保険給付額 (9 ヵ月経過 ) 事業場の保険給付件数、 保険給付額、 メリット収支率の 

それぞれ 9 ；月経過後の 状況 

14 調整マーク 改定後、 「有期メリット 制変更報告書」が 人力されてい 

6 場合に   を表示する。 

15 改定算定時期 改定確定した 事業場についての 改定確定時期を 、 3 ヵ月 

改定の事業場はⅠⅠ 、 9 ； 月 改定の事業場はⅠⅠで 表す。 

16  調整後確定保険料 調整率を加味した 確定保険料 
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Ⅰ 9 

  

20 

  

21 
  

22 

  
23 

  
24 

  
25 

  
26 

  

特別支給金 

保険給付額等合計 

メリット収支率 

メリット増減車 

非業 災減 改定確定保険料 

還付 額 又は追徴 額 

保険給付額等内訳 

労働基準法相当額対象者 

特別支給金で 支払われた保険給付額 

支払われた保険給付額の 合計 

上記 16 、 m0 から算定する 率 ( 、 %) 

上記 21 から算定され。 た 当該事業場に 係るメリット 増減率 

メリット計算の 結果後の非業 災分 ( 通災分 ) を含めた 改 

定 確定保険料 

メリット計算の 結果、 当該事業場に 対して行った 還付又 

は追徴の額 

療養、 休業、 傷病、 介護、 その他、 保険給付合計、 特別 

支給金合計の 件数及び金額 

事業場の保険給付額に 算入される労働基準法相当額の 計 

算対象者の年金証書番号等を 新しい順に出力する。 

  

  

  

  

  

  

  

  

( 注 1)  メリット識別コードは、 労働保険適用徴収システムにおける「有期メリット 識別コー 

ド」に対応するものであ り、 「 1 」がメリット 制適用、 「 0 」がメリット 制非適用を表 

す。 

( 注 2)  3 ； 月 改定時点で 9 ； 月 改定と判断された 事業のうち、 確定保険料又は 保険給付額 

の変更等により 再計算された 場合は 、 3 ヵ月で再改定されることがあ る。 
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Ⅲ メリット制の 詳解及び 

特殊な場合の 取扱い 





  

第 「 継続事業のメリット 制     

  

@  継続メリット 制適用要件と 適用時期の関係 

l.1  労働者数の算定方法 

メリット制の 適用要件が満たされていることを 確認するために は 、 各保険年度における 労働者数 

を把握する必要があ る。 

ここにい う 各保険年度における 労働者数とは、 当該保険年度中の 各月の末日 ( 賃金締切 日 があ る 

場合は、 各月の末日の 直前の賃金締切目 ) において使用した 労働者数の合計数を 12 で除して得た 労 

勘者数 ( 小数点以下切り 捨て。 ) のことであ る。 ただし、 船 きょ、 船舶、 岸壁、 波止場、 停車場又 

は倉庫における 貨物の取扱いの 事業にあ っては、 当該保険年度中に 使用した 延 労働者数を当該保険 

年度中の所定労働日数で 除して得た労働者数 ( 小数点以下切り 捨て。 ) であ る ( 徴収 則 第 17 条 第 Ⅰ 

項 ) 。 

l.2  最低労働者数の 考え方 

メリット制適用の 規模要件は、 メリット収支率算定期間において 満たされていればよい。 したがっ 

て、 現在の労働者数がメリット 制適用の要件を 満たしていなくても、 過去において 規模要件が満た 

されていれば、 メリット制が 適用される場合があ る。 

また、 災害 度 係数の算定に 用いる労災保険率は、 収支率算定期間のそれぞれの 年度における、 基 

準となる労災保険率であ る。 

[ 最低労働者数の 計算 例 ] 

平成㎎年度の 労働者数が W0 人であ る小売業の場合 

労災保険率適用事業細目差における 事業の種類の 細目が「 9405  卸売業又は小売業」に 該当す 

るので、 平成旧年度における 基準となる労災保険率は 1,000 分の 5.5 であ り、 

g0  x  (5.5 一 1)  /  1000  々 0.405  %  0 ． 4 

となり、 災害 度 係数が 0 ． 405 で 0 ． 4 以上であ るから、 平成㎎年度において 要件を満たしている ( 徴 

仮法弟花菜第 3 項、 徴収 則第 17 条第 2 項 ) 。 

すな ね ち、 平成田年度がメリット 収支率算定期間に 含まれる年度 (15 、 16 、 m7 年度 ) において 

平成上 3 年度としてはメリット 制適用要件を 満たしていることになる 0 

1.3  第一種特別加入者の 取扱い 

第一種特別加入者は 当該事業に使用される 労働者とみなされろことから、 メリット制適用の 規模 

要件においても 労働者数に含めて 取扱う。 
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Z メリット収支率 

    メリット収支率の 算定方法の概要は 1. 章 第 1 に述べたとおりであ るが、 さらに以下の 点 

に 注意すること。 

2. ]  分母の額 

メリット収支率の 分母の額 は、 次の イ の額に口の第一種調整率を 乗じて得た額であ る。 

イ メリット収支率算定期間の 各保険年度における 次の①及び②の 額を合算した 額 

① 労災保険率に 応ずる一般保険料の 額から非業務災害率に 応ずる部分の 額を減じた 額 。 ただ 

し 、 メリット制により 労災保険率が 引き上げ又は 引き下げられたときは、 その引き上げ 又は引 

き下げられた 率を用いる ( 徴収剛勇 19 条 ) 。 下記②についても 同様。 

②第一種特別加入保険料の 額から特別加入非業務災害率に 応ずる部分の 額を減じた 額   

なお、 各保険年度における 保険料の額は、 確定保険料の 額であ る。 非業務災害率に 応ずる部分 

の額は、 一般保険料については、 労災保険率に 応ずる一般保険料の 確定保険料の 額に、 労災保険 

率に対する非業務災害率の 割合を乗じて 得る。 

ロ 第一種調整率 ( 徴収剛勇 19 条のり 

メリット収支率の 算定に当たり、 分子に算入される 年金に係る給付額の 評価は、 後述するよう 

に 実際の年金給付額に 代え労働基準法相当額 (IV 章 第 10 「メリット収支率の 分子に算入する 額 」 

参照③を一時金として 算入することとしているが、 分母たる労災保険に 係る一般保険料の 額は 

年金給付については、 実際に給付される 額を基に設定されているため、 一定の係数すなわち 調整 

率を保険料に 乗じて両者の 不均衡を是正することにより、 収支率算定の 適正化を図っている。 

  また、 林業の事業、 建設の事業及び 港湾荷役関係事業については、 後述するように、 一定の条 

件のもとに特定の 疾病に係る保険給付の 額及び特別支給金の 額をメリット 収支率の算定式の 分子 

から除外し、 メリット収支率の 算定基礎に含めないこととなっていることに 関連して、 同様に収 

支率算定の適正化を 図っている。 ・ 

2.2 分子の額 

メリット収支率の 分子の額は、 メリット収支率算定期間において 支払われた業務災害に 関する 保 

険 給付及び特別支給金等について、 以下に掲げる 方法により算定した 額であ る。 ただし、 いくつか 

の保険給付及び 特別支給金等の 額については、 収支率に算入しないなどの 取扱いを行 う 。 

イ 障害補償年金、 遺族補償年金、 障害特別年金及び 遺族特別年金 ( 徴収 則第 l8 条第 2 項 第 Ⅰ 号及 

び 同項第 2 号並びに第 l8 条の 3) 

障害補償年金、 遺族補償年金、 障害特別年金及び 遺族特別年金については、 実際の給付額は 算 

  入せず、 Ⅳ 章 第 10 「メリット収支率の 分子に算入する 額 」に掲げる額を 支給決定の日の 属する 保 

険 年度の分として 算入する。 

障害補償年金及び 障害特別年金の 算入額の算定で 使用する日数は、 障害等級に応じ 労基法別表 
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第 1 に定める日数と 一致するものであ る ; 

    遺族補償年金及び 遺族特別年金の 算入額の算定で 使用する日数 (1,000 日 ) は、 労基法第Ⅱ 条 

に規定される「平均賃金 1,000 口分」における 日数と一致するものであ る。 

( 注い既存の障害等級を 加重した場合 ( 再発により加重した 場合を含む。 ) の障害補償年金及 

び障害特別年金の 算入額は、 給付基礎日額 ( 障害特別年金にあ っては算定基礎日額 ), に 加 

重 後の障害等級に 応ずる労基法相当日数から 既存の障害等級に 応ずる労基法相当日数を 減 

じた日数を乗じて 得た 額 とし、 加重後の障害補償年金の 支給決定の日の 属する保険年度に 

算入する。 

( 注 2) 遺族補償年金が 若年停止中であ っても、 支給決定の日の 属する保険年度に 給付基礎日額 

0  1,000 口分を算入する。 

( 注 3) 障害補償年金及び 遺族補償年金の 支給決定時に 労働基準法相当額を 算入することか         

障害補償年金前払一時金及び 遺族補償年金前払一時金はメリット 収支率の算定基礎には 算 

入しない。 また、 遺族失権 差額一時金及び 当該一時金の 受給権 者に支払われる 遺族特別 一 

特金、 並びに障害補償年金差額一時金及び 当該一時金の 受給権 者に支払われる 障害特別年 

金差額一時金についても、 メリット収支率の 算定基礎には 算入しない。 

( 注 4) 遺族補償年金について、 当該遺族補償年金に 係る負傷又は 疫病に伴い過去に 障害補償 年 

金の支給決定があ り、 メリット収支率の 算定基礎に当該障害補償年金に 係る労働基準法相 

当額の算入が 行われている 場合は、 当該遺族補償年金の 支給決定に伴う 労働基準法相当額 

の算入は行わない ( 例 ・えば障害補償年金の 受給者が再発により 傷病補償年金の 受給者に移 

付 した後、 療養中に死亡した 場合など ) 。 遺族補償年金についても 同様であ る。 なお、 過 

去に支給決定のあ る年金が傷病補償年金のみであ る場合は、 当該遺族補償年金の 支給決定 

に 伴い労働基準法相当額の 算入を行う。 

口 療養補償給付 ( 徴収 則 第 18 条第 2 項第 4 号 ) 

療養補償給付については、 当該療養の開始後 3 年を経過する 日の前日以前に 支給事由が発生し 

た 療養補償給付の 額を算入し、 3 年を経過する 日以降に支給事由が 生じた療養補償給付の 額 は 算 

入しない。 

なお、 療養の開始後 3 年を経過する 日の前日以前に 支給事由が発生した 療養補償給付と 3 年を 

経過する日以降に 支給事由が生じた 療養補償給付が、 3 年を経過する 日をまたがった 期間分とし 

て一括して支払われた 場合は、 支給対象期間で 日割り計算をすることで 3 年を経過する 日の前日 

までの分を算定し、 その額を算入する。 

ただし、 診断書、 装具、 薬剤費等は、 日割り計算をすることが 妥当でないため、 診療期間の初 

日が当該療養の 開始から 3 年を経過していないものに 限り算入する。 

    また、 算入する保険年度は、 療養補償給付が 実際に支払われた 日の属する保険年度であ る。 
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日 までの分の額を 算定し、 その額を算入する。 この場合において、 3 年を経過する 日をまたがっ 
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・疾病の種類 
  

，労働者の就労形態 

・発生した事業場の 事業の種類 

のすべてについて 一定の条件を 満たした場合にのみ 適用する限定的な 取扱いであ る。   
                    % 球 " 鐘蓬 ;; 鍾 ; 鍛圭艶睦蔓 遼轟蓮 ， :; 醸 ;;;;""; 鴻 % ぎ 翻雙塞畿絃雙 』 驚輔覇警 

非災害性 港湾貨物取扱事業 ス 事業主を異にする 2 以上の事業場において 非災 

腰痛 は 港湾荷役 業 害性 腰痛の発生のおそれのあ る業務に従事した 方 

働者であ って、 最終事業場の 事業主に日雇で 使用 

されたもの (2 月を超えて使用されるに 至った者 

を 除くつ 

振動障害 林業又 は 建設の事業 事業主を異にする 2 以上の事業場において 振動 

障害の発生のおそれのあ る業務に従事した 労働者 

であ って、 最終事業場における 当該業務の従事期 

間が 1 年に満たないもの 

じん肺症 建設の事業 事業主を異にする 2 以上の事業場においてじ ん 

肺 症の発生のおそれのあ る業務に従事した 労働者 

であ って、 最終事業場における 当該業務の従事期 

間が 3 年に満たないもの 

上記の表に関し 留意すべき点は 次のとおりであ る。 

① 左 横 に掲げる疾病は、 それぞれ、 

・非災害・ 珪 腰痛については、 労基別別表 第 t の 2 第 3 号 2 に該当する疾病と 認められた場合 

・振動障害については、 労基別別表第 1 の 2 第 3 号 3 に該当する疾病と 認められた場合 

・じん 肺 、 症については、 労基別別表第 1 の 2 第 5 号に該当する 疾病と認められた 場合 

とすること。 

②港湾貨物取扱事業、 林業、 建設の事業等の 事業の種類は、 労災保険率適用事業細目 表 に掲げる 

事業の種類をいうこと。 

③ 「事業主を異にする 2 以上の事業場において ( 左 欄の疾病 ) の発生のおそれのあ る業務に従事 

した」とは、 当該疾病の発生のおそれのあ る業務に従事した 事業場が 2 以上あ り、 かつ、 そのう 

ち少なくとも 2 以上の事業場にっき、 次の要件を満たしていなければならないものであ ること。 

・当該 2 事業場の事業主が 互いに異なること。 

・当該 2 事業場が、 それぞれ、 ・当該疾病に 係る事業の種類のいずれかに 属していること。 

④ 「 ( 左 欄の疾病 ) の発生のおそれのあ る業務」とは、 

・非災害性腰痛については、 労基別別表第 1 の 2 第 3 号 2 に規定する業務 

- . 振動障害については、 労基別別表第 1 の 2 第 3 号 3 に規定する業務 

・じん肺症 は ついては、 労基別別表第 1 の 2 第 5 号に規定する 業務 

をいい、 具体的には、 各疾病の業務上覚の 認定に当たり、 疾病の発生のおそれのあ る業務と認め 
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られた業務と 同一のものとすること。   

⑤，振動障害及びじん 肺症の項の右 欄はお げる「最終事業場における 当該業務の従事期間」とは、 

疾病の発生の 原因となった 業務に従事した 最終事業場に 使用されるまでの 間、 引き続いて当該 最 

後の事業場の 事業主の他の 事業場に使用されていた 場合にあ っては、 最後の事業場における 従事 

期間だけでなく、 当該他の事業場における 従事期間をも 通算した期間であ ること。 

すな ね ち、 同一事業主のもとで、 事業場を移動し、 最後の事業場で 特定疾病が発生した 場合、 

当該同一の事業主のもとにおける 従事期間が通算されることとなる。 

従事期間は、 振動障害については 業務上の疾病として 認定の要件とされている 当該業務の従事 

期間の把握の 方式と同一の 方式をもって 把握された期間とし、 じん 肺 ・症については 振動障害にお 

ける方式に準じた 方式でもって 把握された期間とする。 

( 最後の事業場 ) 

E 事業場   
D 事業場 C 事業場 B 事業場 A 事業場 

事業主 a 事業主 b 事業主 a 事業主 a 事業主 a 

""" 一 / 
'Y' 

従事期間が通算される 事業場 

⑥ 振動障害及びじん 肺症 は ついては、 ⑤のとおり最終事業場における 当該業務の従事期間が 問題 

とされるが、 非災害性腰痛については 最後の事業場における 雇用形態が問題とされ 日雇労働者の 

みが、 その対象労働者となることに 注意すること。 

なお、 日雇労働者とは、 日々 スは 2 月以内の期間を 定めて使用され 又は使用されたものをいい、 

  事実上 2 月を超えて使用されるに 至らた場合 は、 日々雇用契約 文は 2 月以内の短期間の 雇用契約 

を 締結したものであ っても、 日雇労働者とはならない。 

2.4 第三者行為災害に 係る給付等 

障害補償年金及び 遺族補償年金並びに 当該保険給付の 受給権 者に支給される 障害特別年金及び 遺 

族特別年金は 算入しない。 

上記に掲げる 保険給付及び 特別支給金以覚の 保険給付及び 特別支給金等については、 第三者行為 

災害に係るものであ るかどうかに 関係なく上記 2.2 により算定された 額を算入するが、 上記に掲げ 

る保険給付以覚の 保険給付については、 第三者等 ( 保険会社等を 含む。 ) に対して納入告知を 行っ 

た 場合、 当該納入告知を 行った日の属する 保険年度に係るメリット 収支率の算定基礎から、 当該納 

入告知において 納付すべき金額を 控除する ( 平成 9 年 5 月 30 日付け労働省発労役 第 ㎎ 号 、 基登第 409 

号関係 ) 。 

2.5  その他のメリット 収支率に算入しない 給付等 

以下に該当する 保険給付等の 額についても 収支率に算入しない。 
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  昭和 41 年Ⅰ月虹 日 以前に支給事由が 生じた年金たる 給付 
  

    長期傷病補償給付を 受けていた看め 傷病が転帰 ( 治ゆ 又は死亡 ) したことにより 支給する 障 

害補償年金及び 遺族補償年金 

  整備法第 18 条第 1 項の規定による 給付 

  第三種特別加入者に 係る保険給付及び 特別支給金 

3  メリット収支率算定基礎の 変更 

3.1 過誤払が判明した 場合 

過年度における 保険給付及び 特別支給金の 過誤払が判明した 場合など、 メリット収支率の 算定基 

礎に 算入した保険給付又は 特別支給金の 額を訂正しなくてはならない 場合があ る。 

過誤払が判明し 回収決議を行い 回収する場合は、 返還金が納入された 日の属する保険年度ではな 

く 、 回収決議を行った 日の属する保険年度において、 メリット収支率の 算定基礎に算入された 保険 

給付又は特別支給金の 額を訂正する ( ただし、 訂正は回収決議を 行った時点で 行う人力データを 利 

用して機械処理システムで 自動的に行われる。 したがって、 「継続メリット 制算定基礎報告書」の 

作成，人力は 必要ない。 ) 。 

ただし、 特定疾病コードの 付与誤り、 某通 区分の入力誤りなどによるメリット 収支率の算定基礎 

の訂正は、 判明した時点で 速やかに「継続メリット 制算定基礎報告書」により 訂正する。 

回収決議用紙を 入力すると、 メリット収支率算定基礎データの 減額データが 自動的に作成される。 

3.2 既に算定されたメリット 収支率の訂正 

保険料算定基礎調査によって、 前年度及び双々年度の 保険料までを 訂正する場合があ る。 

過去の保険料額に 変更が生じた 場合、 それが現在及び 将来におけるメリット 収支率の値に 影響を 

及ぼすことになる。 

メリット算定基礎調査報告の 入力により、 将来における メリヅ ・ ト 収支率算定には 訂正後のデータ 

が 反映されることとなるが、 システムで対応しきれない 部分については、 適宜手作業による 再計算 

を行 う 必要があ る。 

再計算するための 過去のデータは、 算定基礎調査で 遡及できる年数との 兼ね合いで、 4 年前の デ一 

タ まで遡って把握することができる。 

真諦等による 訂正 

前々年度 前年度 当年度 

Ⅰ @ ノ @ 

  

メリット収支率再計算 
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4  事業の単位等に 係る特殊な取扱い 
    

4. l - 継続事業の一括 

徴収 法 第 9 条の規定により 継続事業の一括が 行われた場合に、 当該一括に係るすべての 保険関係 

は「指定事業」に 統合一元化され、 指定事業以覚の 事業についての 保険関係は消滅する。 したがっ 

て 、 この場合のメリット 制は指定事業について 行うこととなる。 

Ⅲ 適用 要 Ⅰ 牛 

適用要件のうち 事業の継続性については、 一括扱いの承認年月日に 関係なく、 当該指定事業に 

ついて行い、 事業の規模については、 一括後は当該一括に 係るすべての 事業の労働者を 指定事業 

の労働者とみなして 判断する。 

また、 指定事業が一括されている 他の事業に変更された 場合、 又は指定事業の 所在地が変更き 

れた場合 Cl 田所在地に事業が 存続しない場合に 限る。 ) 、 適用要件の把握は 一指定事業とみなして 

， 行っ。 一 - 

(2) メリット収支率の 算定 

メリット収支率の 算定は、 指定事業について、 メリット収支率算定期間における 業務災害に係 

る 保険給付及び 特別支給金等の 額及び労災保険率に 応ずる一般保険料等の 額を基礎として 前記の 

夙 にならって行う。 したがって、 一括前の指定事業以覚の 事業に係る保険給付及び 特別支給金等 

の 額及び保険料の 額は、 メリット収支率の 算定基礎に算入されない。 

なお、 指定事業が一括されている 他の事業に変更された 場合、 又は指定事業の 所在地が変更さ 

  ね た場合 ( 旧 所在地に事業が 存続し広い場合に 限る。 ) でも、 メリット収支率の 算定については、 
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(3) メリット労災保険率 

一括された事業の 一括の承認の 日以後の労災保険率は、 指定事業のメリット 労災保険率による。 

(4) 一括の承認が 取り消された 事業のメリット 制の取扱い 

一括されている 事業が一括の 要件に該当しなくなった 場合は、 一括扱いの承認が 取り消される 

こととなる。 

この場合のメリット 収支率は 、 取り消された 事業を除いたもので 算定する。 

(5) 事業分割との 関係 

  披 一括事業は本来独立した 事業であ ることから、 被 一括事業を指定事業から 分離 ( 一括承認 取 

消 ) する場合は、 後述の事業分割には 該当しない。 

ただし、 t 旨定 事業又は一の 被 一括事業を分割する 場合は事業の 分割に該当する。 
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[ 参考図 ] 
  

当初の一括扱 い 

4/  1 6/  Ⅰ 9/  1 3/31 

A 
  

B  (7 百 滅 )   A 

C  G 自滅 り 

D  (/ 肖は )  , 

承認 

① メリット制取扱い 上の保険関係成立年月日は、 A 指定事業の保険関係成立年月日。 

  ② メリット収支率は A 指定事業に係る 保険料の額及び 保険給付等の 額を基礎として 算定。 

指定事業に一括されている 事業以外の事業を 追加する場合 

4/  Ⅰ 6/  1 9/  1 3 ノ 31 

A 

B A 

C 

D 
承認 追加 E   

追加承認 

① E 事業がすでに 保険関係が成立している 場合は、 E 事業の保険関係は 9 月 1 日をもって消滅 

する。 

② メリット収支率は、 A 指定事業と追加承認後の E 事業を含めた A 指定事業の保険料の 額及び 

保険給付等の 額を基礎として 算定する。 

指定事業に一括されている 事業を取り消す ( 廃止支は終了を 除く。 ) 場合 

4/  1 6/  1   9/  1 3/31 

A 

B A 

C   
D   取ァ肖 D 

承認 取消 承認 

① D 事業場のメリット 制取扱い上の 保険関係成立年月日は 、 ・当該 取 消のあ った日の翌日であ る。 

②メリット収支率は、 取消承認後の D 事業の分を除く A 指定事業に係る 保険料の額及び 保険 給 

何等の額を基礎として 算定する。 
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指定事業を変更する 場合   

( 「 ト 指定事業を、 一括扱いに係る 事業のうちいずれかの 事業に変更する 場合 

( 指定事業が移転し、 l 日所在地に事業が 存在しない場合も 同じ。 ) 

4/  Ⅰ 6/  Ⅰ 9 ノ 1 B/31 

A 

B A D 

C ( 新指定事業 ) 

D 

承認 変更承認 

① メリット制取扱い 上の保険関係成立年月日は、 変更前の A 指定事業の保険関係成立の 日とみ 

なす。 

② メリット収支率は、 変更前の A 指定事業と新たに 承認された D 指定事業の保険料の 額及び保 

険給付等の額を 基礎として算定する。 

したがって、 実質的に変更前の A 指定事業と同じ 算定基礎となる。 

(2) 指定事業を、 一括扱いに係る 事業以外の事業に 変更する場合 

( 指定事業が移転し、 l 日所在地に事業が 存在する場合も 同じ。 ) 

4/  1 6/  I 9/  1 ロ /31 

A 

B A E 

C ( 新指定事業 ) 

D 
  承認   

承認 

① メリット制取扱い 上の保険関係成立年月日は 、 新たに承認はれた E 指定事業の保険関係成立 

年月日であ る。 

② メリット収支率は 、 新たに承認された E 指定事業に係る 保険料の額及び 保険給付等の 額を基 

礎として算定する。 したがって、 E 事業場が指定事業としての 承認前に保険関係が 成立してお 

りメリット制の 適用を受ける 場合 は 、 その期間については E 事業場だけの 保険料の額及び 保険 

給付等の額を 基礎として算定する。 

4.2 事業の分割 

継続事業のメリット 制における事業の 継続性の要件については、 連続する 3 保険年度中の 最後の 

保険年度に属する 3 月 31 日現在において、 労災保険に係る 労働保険の保険関係が 成立した後 3 年以 

上経過していることとされている。 このため、 メリット制の 適用要件を満たしていた 事業が事業の 

分割を行った 場合、 分割により新設された 事業については、 従来はメリット 制が適用されていなかっ 

たが、 平成Ⅱ年 4 月 1 日以降に分割した 事業については、 メリット制の 適用要件の 1 つであ る事業 
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の 継続性を満たしているものとして 取扱う " こととなった。 
  

" 事業の分割とは、 一の継続事業 ( 一括有期事業を 除く。 ) を複数の事業に 分割し独立させる 場合 

をいい、 分割後の事業が、 分割前の事業を 全面的に廃止して 異なった内容の 事業に切り換えられた 

場合 く 事業の実態が 異なる場合 フは 該当しないこととする。 

なお、 以下分割が行われる 元の事業を「分割元事業」、 分割が行われた 後 分割元事業の 労働保険 

番号を引き継ぐ 事業を「分割元引継事業」、 分割により新設された 事業を「分割新設事業」という。 

① メリット制の 適用要件を満たしていた 継続事業について 事業の分割が 行われた場合において、 

分割元引継事業又は 分割新設事業が 分割元事業と 全面的に異なった 内容の事業に 切り換えられ 

ていなければ、 当該事業 は メリット制の 適用要件であ る事業の継続性を 満たしているものとし 

て 取扱うこととする っ 

②分割元引継事業又は 分割新設事業の 場所が分割元事業と 同一でないものについても 上記①を 

満たしている 場合は、 事業の継続， @ 生を満たしているものとして 取扱うこととする。 

③分割元事業が 特例メリット 制の適用要件を 満たしている 場合は、 分割元引継事業のみが 適用 

要件を満たしているものとして 取扱うこととする。 

Ⅲ メリット収支率の 算定方法 

分割元引継事業又は 分割新設事業のメリット 収支率算定の 基礎となる保険給付等額及び 保険料 

等額の算出方法は 

・分割 日 が保険年度の 初日 (4 月 1 日 ) の場合と年度途中の 場合 

，分割日の前後 

において取扱いが 異なる。 

事業の分割が 年度当初の場合、 分割目前までの 保険年度に係る 保険給付等額及び 保険料等額は 

分割元事業の 保険給付等額及び 保険料等 頼る 、 分割目以降の 保険年度に係る 保険給付等額及び 保 

険料等 額は、 それぞれ分割元引継事業又は 分割新設事業の 保険給付等額及び 保険料等 額 を用いろ。 

分割 日 が年度途中の 場合、 事業の分割が 行われた保険年度の 保険給付等額及び 保険料等額 は つ 

いては、 分割元事業、 分割元引継事業及び 全ての分割新設事業の 保険給付等額及び 保険料等 頼る 

合算した額を、 分割元引継事業及び 全ての分割新設事業の 保険給付等額及び 保険料等 額 とする。 

なお、 保険給付等額及び 保険料等額の 算定方法は従前どおりとし、 保険料等 額 に乗ずる第一種 

調整率は、 分割元事業、 分割元引継事業又は 分割新設事業の 事業の種類に 応ずる第一種調整率 と 

する。 

また、 負傷 スは 発病年月日が 分割目前であ り、 分割 目 以降に支払いが 行われた保険給付等額 は 

ついては、 分割元引継事業の 保険給付等 額 にのみ算入する。 
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る 「事業分割 届 」の受理に関する 事務が必要となる。 詳細はⅡ 章 第 1 を参照すること。 

(4) 注意事項 

ィ 事業の分割の 定義 

一の事業を複数の 事業 ( それぞれ独立性を 有することが 必要 ) に分ける場合が 該当する。 企 

案分割と同一でないことに 注意すること。 具体的には、 

・ 本社、 工場など一の 事業を地域別、 製造品目別等に 分割し、 分割後のそれぞれの 事業が独 

立性を有する 場合 ( 分割により新設された 事業が別法人化され 分割された場合を 含むの 

  一の事業の事業本体から 従たる事業部門を 分割し、 分割後のそれぞれの 事業が独立性を 有 

する場合で、 例えば一の事業の 主たる事業部門であ る製造部門と 従たる事業部門であ る販売 

部門をそれぞれ 事業の独立性を 有する事業として 分離する場合 

等を想定している。 
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したがって、 企業分割と称して 複数組織に分けただけで、 それぞれ分かれた 組織が事業とし 

ての独立性を 有していない 場合は該当しない。 すな ね ち、 事業の分割とは 安易に適用単位を 分 

ける意味ではない。 

なお、 以下の場合についてほ、 分離される事業は 本来独立した 事業であ ることから、 事業の 

分割には該当しない。 

① 継続事業の一括に 係る 披 一括事業を指定事業から 分離する場合 ( 一括承認 棄肖 ) 

② 事業主の一部変更により、 一括有期事業の 個々の現場を 切り離す場合 
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メリット労災保険率 

      ，ト 労災保険率 

[ メリット収支率算定の 概略図 ] 
  

    0 分割が年度当初に 行われる場合 
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0 分割が年度途中に 行われる傷創Ⅰ )     
  

12 年度   Ⅱ年度 Ⅱ年度 

分割 

事業の分割が 行われた年度 ( 図の 13 年度 ) の保険給付等額及び 保険料等 額は ついては 

分割元事業及び 分割元引継事業の 保険給付等額及び 保険料等 額 、 及び 

全ての分割新設事業の 保険給付等額及び 保険料等 額 

とを合算した 額を、 分割元引継事業及び 全ての分割新設事業の 保険給付等額及び 保険料等 額 

として収支率を 算定する。 
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0 分割が年度途中に 行われる場合 (2)   
  

g o l 由 11 2 1 白 白   
メリット収支率算定期間 

分割 

13 14 ハり 1 - ハ片 lt 山 し 7 1 

分割元引継事業   新設 割 事 業 

  
メリット労災保険率 

パ 収支率算定期間 メリット労災保険率 

り ・ ，ト 労災保険率 

メリット収支率算定期間 

メリット労災保険率 

メリット労災保険率 

事業の分割が 行われた年度 ( 図の ぱ 年度 ) の保険給付等額及び 保険料等 額は ついては 
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とを合算した 額を、 分割元引継事業及び 全ての分割新設事業の 保険給付等額及び 保険料等 額 

として収支率を 算定する。 
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4.3 事業の合併 

    保険関係が成立している 数個のメリッ "" ト制 適用事業を一つの 事業として統合合併する 場合 ( 吸収 

される事業が 非メリット適用事業であ る場合を含むおのメリット 労災保険率は、 合併した年度及 

びその翌年度以降とで 扱いが異なる。 

なお、 メリット制の 適用要件は、 存続する事業の 継続性及び規模によることとなるが、 合併によっ 

て存続する事業の 事業主が変更された 場合で、 合併前後において 事業が本質的にも 継承していない 

ときは、 新たに保険関係が 成立したとみなされ、 本 取扱いは行われない。 

また、 存続事業がメリット 制の適用を受けていることが 必要であ り、 吸収される事業がメリット 

制適用事業であ っても、 存続事業がメリット 非適用事業であ れば、 本 取扱いは行われない。 

ここにいう事業の 合併とは、 2 以上の事業場が 1 つの事業場として 場所的にも統合合併されるこ 

とをいうのであ って 、 必ずしも企業合併をいうものではない。 企業合併ではなく 事業主が変更され 

ずとも、 事業場が合併されることもあ る。 なお、 企業合併の場合であ っても、 個々の事業場が 実態 

的に継承されていくこともあ る。 

( 「 ) 合併した保険年度の 労災保険率 

合併前については、 それぞれの事業の 労災保険率 ( メリット労災保険率を 含む。 ) による。 

合併後については、 存続する事業のメリット 労災保険率 ( 合併により存続する 事業の事業の 種 

類 が変更された 場合には、 存続する事業の 変更後の事業の 種類に係る労災保険率から 非業務災害 

率を減じた率を 存続する事業の 合併前のメリット 労災保険率の 算定基礎となったメリット 増減率 

で上げ下げした 率に非業務災害率を 加えた率。 ) による。 

(2) 合併した 翌 保険年度の労災保険率 

合併による消滅事業及び 存続事業の業務災害に 関する保険給付及び 特別支給金等の 額の合計 立 

びに保険料の 額に第一種調整率を 乗じて得た額の 合計を基礎として 算出されるメリット 収支率に 

基づくメリット 増減率により、 存続する事業の 種類に係る労災保険率から 非業務災害率を 減じた 

率を引き上げ ス は引き下げた 率に非業務災害率を 加えた率による。 

なお、 メリット収支率の 算定において、 合併前の保険料の 額に乗ずる第一種調整率は、 合併に 

よる消滅事業及び 存続事業ごとに、 その事業の種類に 応ずる第一種調整率とする。 

[ 参考 ]  事業の合併の 場合における 保険料の額の 算定について 
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( 「 l 合算事業の範囲 

同一場所で行われる 港湾関係事業 ( 現行「 73 港湾貨物取扱事業」「 74 港湾荷役 業 」 ) に つ い 

ては合算できるが、   これらの事業とは 別に独立した 例えば本社等の 事務所については 港湾関係事 

業ではないので 合算でき低い。 

(2) メリット制適用上の 取扱い 

ィ 適用要件 

合算事業についてメリット 制の適用要件に 該当するか否かは、 事業の継続性については 最も 

早く保険関係が 成立した事業の 保険関係成立の 日を合算事業の 保険関係成立の 日とみなし、 事 

  業の規模については 合算後の労働者数で 判断する。 単独では保険関係成立期間又は 労働者数で 

適用要件を満たしていない 場合でも、 合算後において 適用要件を満たしていればメリット 制の 

適用を行 う 。 
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ロ メリット収支率の 算定及びメリー ット 労災保険率 

    合算事業のメリット 収支率は、 合算されたそれぞれの 事業の保険料の 額に第 1 種調整率を乗 

じた額を合算した 額及び保険給付等の 額を合算した 額を基礎として 算定する。 合算されるそれ 

ぞれの事業のメリット 労災保険率は、 それぞれの事業の 基準となる労災保険率から 非業務災害 

率を減じた率を、 合算により算定されたメリット 収支率に基づくメリット 増減率で上げ 下げし 

た 率に非業務災害率を 加えた率となる。 

4.5 事業の種類の 変更 

労災保険率適用事業細目表の 改正、 通達等による 適用基準の変更、 適用事業の事業内容の 全部 ス 

は 一部の変更、 労災保険率適用事業細目表の 適用誤り等の 理由により、 事業の種類の 変更により労 

災保険率の変更 ( 以下「業種変更」という。 ) があ った場合における 継続メリット 制の適用並びに 

保険料の額の 算定についての 取扱いは次のとおりであ る。 

Ⅲ 継続メリット 制の適用要件としての 事業の継続性 

メリット収支率算定期間中において 当該事業の保険関係が 消滅していない 限り、 メリット制の 

適用要件であ る事業の継続桂の 要件を満たしているものとして 取扱う。 

ただし、 従来の事業を 全面的に廃止して 異なった内容の 事業に切り換える 場合には、 同一事業 

主の同一場所における 事業であ っても、 労災保険関係上は 従来の事業が 消滅し新たな 事業が成立 

したものと解きれるので、 メリット制の 適用要件であ る事業の継続性の 要件は新たに 事業が成立 

した日から起算される。 

なお、 業種変更後の 事業が、 徴収 法 第 12 条第 3 項に定める要件に 該当しなくなった 場合には、 

業種変更の日をもってメリット 制の適用要件であ る事業の継続性が 失われることとなる。 

(2) 保険料の額の 算定 

業種変更のあ った事業の業種変更のあ った日から業種変更の 事務処理を行った 日の属する保険 

年度の末日までの 間に係る確定保険料の 額は、 変更後の事業の 種類に適用される 労災保険率によ 

り 算出されることとなるが、 当該確定保険料の 帰属する保険年度にメリット 制の適用があ る場合 

には、 当該保険年度に 適用するものとして 既に算定されたメリット 収支率に基づき、 新しい業種 

に対応するメリット 増減率及び労災保険率を 再計算することとなる。 

一 156 -- 



[ 参考 ] 
  業種変更田 事務処理 日 

て ニノ 

T Ⅴ 

保険年度   
  

  
  b     

収支率算定期間 
  

ア｜ 

  フ 

て   コ   
  

  

既に決定されたメリット 収支率 新たに算定され 

収支率算定期間 る 収支率を基礎 

とする 増 成事 

収支率算定期間 
十 

  

① 業種変更のあ った日から業種変更の 事務処理を行った 日の属する保険年度の 末日までの間に 

係る確定保険料又は 概算保険料 U 上図中の保険料 a 及び保険料 b) の 額 ( 当該年度のメリット 

増減率が既に 決定されている。 ) 

業種変更後の 事業の種類に 適用される労災保険率から 非業務災害率を 減じた率を 、 既に決定 

されているメリット 増減率により 上げ下げした 率に非業務災害率を 加えた率により 算定する。 

② 業種変更の事務処理を 行った日の属する 保険年度の次の 保険年度に係る 確定保険料 X は概算 

保険料 ( 上図中の保険料。 ) の 額 

業種変更後の 事業の種類に 適用される労災保険率から 非業務災害率を 減じた率を、 メリット 

収支率算定期間中に 業種変更があ った場合、 変更された保険料 C 上図の場合は 保険料 a) の 額 

に 基づき新たに 算定された収支率を 基礎とするメリット 増減率により 上げ下げした 率に非業務 

災害率を加えた 率により算定する。 

4.6 事業の移転 

メリット制の 適用要件を満たしていた 事業場が他県へ 移転した場合においては、 事業の実態が 変 

わらないと認められるときはメリット 制の適用要件のうち 事業の継続性は 満たしているものとして 

取扱う。 

当該事業場に 係る移転前の 保険関係等の 内容については、 「労災保険率のメリット 制適用事業に 

関する調査依頼について」 ( 様式 i) 暉 50 頁 参靭 により移転先管轄 局 が移転元管轄 居 に対して 照 

会する。 

なお、 事務組合への 事務委託等により 新たに労働保険番号を 付与した場合も 同様の取扱いとする。 

4,7  事業の廃止 

労災保険関係の 成立している 事業は、 その事業の廃止の 日の翌日にその 事業についての 保険関係 

は消滅する。 したがって、 この場合にはメリット 制は適用されなくなる。 
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事業の一時休止 ( いわゆる休業 ) の場合には、 保険関係は消滅しないためメリット 制 は 適用され 
    

るる 

なお、 ・清算中の事業は、 徴収江上の適用事業としてメリット 制の適用要件を 満たしている 限りに 

おいて、 り ・ ，ト 制の適用は清算終了まで 消滅しない。 
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@  メリット制適用要件について 

建設事業においては、 一括される個々の 事業について、 以下の事態が 生じることがあ る。 

①一括された 全体において、 一括有期事業のメリット 制の規模要件を @ たさない。 

②一括される 個々の事業単位でみたときに、 形式上、 有期メリット 制の規模要件を 満たしてい 

るものが含まれる 0 

上記①②を満たす 場合であ っても、 個々の事業単位について 有期メリット 制 は 適用されない。 一 

括された事業については、 あ くまで一括有期事業の 枠内でメリット 制を処理すること ( 当然、 全体 

としてもメリット 制は適用されない ) 。 

2  事業分割について 

平成 m1 年 4 月 1 日 以降に継続事業の 分割が行われた 場合には、 分割元・新設双方の 事業について、 

メリット制の 適用要件であ る事業の継続性を 満たしているものとして 取扱っている。 

しかしながら、 一括有期事業については、 一括される個々の 現場は本来独立した 事業であ ること 

から、 一括有期事業の 現場を分割する 場合は事業の 分割に該当しない。 

3  メリット増減率の 改正について 

平成田年 3 月 丑日 に一括有期事業のメリット 増減幅が改正された ( 七 %% ヰ土師 %)0 

しかし、 ( 一括有期事業を 含む ) 継続メリット 制は、 「基準となる 3 月 コ 日時点で、 翌々保険年産 

め メリット労災保険率を 定める」制度であ るため ( 徴収 法第 n2 条第 3 項 ) 、 平成Ⅰ 描 年 3 月肌目に施 

行された新しいメリット 増減幅が、 実際に影響を 及ぼすのは平成 14 年度以降となる。 

すは ねち、 

  平成 U4 年度の概算保険料の 算定からは 土 35% のメリット増減率 

・ 平成 珪 年度の確定保険料の 算定までは従来どおり 土 30% のメリット増減率 

が 適用される。 

保険料算定基礎調査で 過去の保険料額を 訂正する場合には、 特に注意すること。 
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Ⅲ 算定の日 

事業が終了した 日から 3 箇月又は 9 箇月を経過した 日を算定の日とする。 

① 事業が終了した 日から 3 箇月を経過した 日とする場合 

事業が終了した 日から 6 箇月を経過した 日の前日以前における 業務災害に関する 保険給付及 

び特別支給金の 額並びに一般保険料に 係る確定保険料の 額等から第一種調整率を 用いて算定し 

た メリット収支率が、 徴収別別表第 7 において、 事業の終了した 日から 3 箇月を経過した 日前 

における業務災害に 関する保険給付及び 特別支給金の 額並びに一般保険料に 係る確定保険料の 

額等から第一種調整率を 用いて算定したメリッド 収支率に対応する 範囲にあ る場合に、 事業が 

終了した日から 3 箇月を経過した 日を算定の日とする。 

なお、 「 6 箇月」という 期間は法令に 基づくものではなく、 事務処理等を 勘案して定めた、 

運用上の規定であ る。 

② 事業が終了した 日から 9 箇月を経過した 日とする場合 

上記①以外の 場合、 事業が終了した 日から 9 箇月を経過した 日を算定の日とする。 

(2@ 算定方法 

① 分母に算入する 額 

分母に算入する 額は、 当該事業の一般保険料の 額から非業務災害率に 応ずる部分の 額及び 第 
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②
 

に 対し、 事業終了後 6 箇月又は Q 箇月を経過する 前日までに行った 納入告知の分については、 

当該納入告知において 納付すべきとした 金額を控除する。 
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ロ 過誤払が判明し ，回収決議を 行い回収する 場合は、 事業終了後 6 箇月 又は 9 箇月を経過す 
  

  る 前日まてにおいて、 メリ ，ト 収支率の算定基礎に 算入された保険給付又は 特別支給金の 額 

を訂正する ( 本章第 1 の 3.1 参照 ) 。 

事業終了後 6 箇月経過 

第一種調整率を 用いて二通りのメリット 収支率を算定 

A  事業終了後 3 箇月までのデータに 基づく収支率 
A と B が同じ変動範囲内 ? 

B  事業終了後 6 箇月までのデータに 基づく収支率 
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2  メリット制適用要件について 

個々の有期事業がメリット 制の適用要件を 満たしているか 否かほついては、 「労働保険適用徴収 

、 ンステム」に 当該情報 ( 有期メリット 識別コード ) を入力する必要があ るが、 その際、 以下の事情 

から、 必ずしも「有期事業コメリット 制適用」とはならないことに 注意すること。 

 
 

小規模の有期事業について・   

建設事業における 有期メリット 制の適用要件は 請負金額又は 確定保険料によって 判断される。 

ここにいう「請負金額」は「請負代金」ではない。 特に「 36 機械装置の組立て 又は据付けの 事業」 

においては、 

， 請負代金は数億円以上 

  保険料算定の 基礎となる請負金額は 1 億 2,000 万円未満 

となる場合があ るが、 この場合、 有期メリット 制の適用要件「請負金額が 1 億 2,000 万円以上」 

は満たされていない。 

② 以下の理由により、 小規模の事業であ っても、 有期事業として 保険関係が成立している 場合が 

あ るのだが、 有期事業のメリット 制の規模要件を 満たしていないものについては、 当然メリット 

制は適用されない。 

    同時に行われる 事業が存在しない 場合 ( 徴収 法 第 7 条第 4 号 ) 

  「 36 機械装置の組立て 又は据付けの 事業」以覚の 事業であ って、 有期事業を一括できる 地域 

の制限 ( 徴収 則 第 6 条第 2 項第 4 号、 昭和 47 年労働省告示 第 15 号 ) に触れる場合 
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2.2 ニ括 有期事業との 関係     
    

" 建設事業において、 以下の事態が 生じ " ることがあ る。 

① 形式上、 有期メリット 制の規模要件を 満たしている。 

② 同時に一括有期事業の 規模要件も満たしているため、 保険関係の上では 一括有期事業として 処 

理される。 

上記①②を満たす 場合であ っても、 個々の事業 単 ・位について 有期メリット 制 は 適用されない。 一 

括された事業については、 あ くまで一括有期事業の 枠内でメリット 制を処理すること ( 当然、 全体 

としてもメリット 制は適用されない ) 。 

3  一事業で種類の 異なる工事があ る 場 ， 合 

除外事業等により、 一事業単位で 2 種類以上の種類の 異なる工事があ る場合は、 各工事の保険料 

の額を合算の 上、 当該合算額を 改定する。 

なお、 この場合、 機械処理におけるメリット 計算においては、 主たる工事による 業種によって 行 

うため、 改定に当たっては、 各工事毎の確定保険料の 額から非業務災害率に 応ずる部分の 額を減じ 

た 額を合算して 算定したメリット 増減率によること。 即ち、 メリット収支率の 分母は、 

B 工事の非業炎威確定保険料額 ( 調整前 ) A 工事の非業 災減 確定保険料額 ( 調整前 )    合算した後、 調整率を 乗じたもの 

として算出されるものであ る。 

4  保険料算定基礎調査等で 変更があ る場合 
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金融業若しくは 保険業、 不動産業又は 小売業を主たる 事業とする事業主で、 特例メリット 制の中 

小企業事業主に 該当する者は、 常時使用する 労働者数が 5lV 八 以下の者であ るが、 適用を受けようと 

する事業が金融業若しくは 保険業、 不動産業又は 小売業に該当するものであ れば、 労災保険率 表 

( 労災保険率適用事業細目妻 ) 上の事業の種類は、 「 93 ビルメンテナンス 業 」、 「 94 その他の各種事業」 

及び「 96 倉庫業、 警備 業 、 消毒又は害虫駆除の 事業又はゴルフ 場の事業」のいずれかであ り、 いず 

れも最低労働者数早見表の 最低労働者数は 71V 人 以上となっている。 

したがって、 金融業若しくは 保険業、 不動産業、 小売業を主たる 事業とする事業主の 行う事業で、 
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金融業若しくは 保険業、   不動産業 又は 小売業に該当するものは、 継続メリッ i 制の適用要件を 満た 

すならば中小企業要件を 満たさず、 メリット制の 特例 は 適用されない。 

一方、 そもそも継続メリッ「制の 適用要件を満たさないならば、 メリット制の 特例は適用されな 

L   。 

以上により、 金融業若しくは 保険業、 不動産業 又は 小売業を主たる 事業とする事業主の 行う事業 

であ って、 金融業若しくは 保険業、 不動産業又は 小売業に該当するものについては、 メリット制の 

特例は適用されない。 

しかし、 金融業若しくは 保険業、 不動産業又は 小売業に該当する 事業であ るとしても、 その事業 

主の主たる事業が 金扁虫巣若しくは 保険業、 不動産業又は 小売業に該当するとは 限らないので、 メリッ 

ト制の特例の 適用が常に排除されるわけではない。 

次の例 2 ぱ 、 小売業に該当する 事業であ っても、 その事業主の 主たる事業が 製造業であ ることに 

より、 メリット制の 特例の適用を 受ける場合であ る。 

[ 使 U2] 

A ( 株 ) は、 B 販売店、 C 工場、 D 工場の 3 事業場を有する。 各事業場の事業の 概要と 労 

勘者数は次のとおりであ るとする。 

B 販売店 / 」Ⅱ う 苦業   
C 工場 製造業 ( 金属製品製造業 )  100 人 

D 工場 製造業 ( 金属製品製造業 )  100 人 

事業主の使用する 労働者数は、 B 販売店の 90 人、 C 工場の 100 人、 D 工場の 100 人の合計 290 

人であ る。 事業主の主たる 事業は、 従事する労働者数が 最も多い金属製品製造業であ る。 製 

造 業の場合、 中小企業事業主の 要件は 30(M 八 以下であ ることから、 A  ( 株 ) の事業主は 、 特 

例 メリット制の 中小企業事業主に 当たることとなる 0 

一方、 継続メリット 制適用事業最低労働者数は 小売業 89 人、 金属製品製造業 27 人であ るか 

ら、 B 販売店、 C 工場、 D 工場とも、 その使用労働者数が 継続メリット 制適用事業最低労働 

者数を上回る。 

毎 保険年度の労働者数が 上記のとおりであ れは、 B   販売店、 C 工場、 D 工場とも、 メリッ 

ト制の特例の 適用を受けられることになる。 
    

また、 事業主の主たる 事業が金融業若しくは 保険業、 不動産業 スは 小売業に該当する 事業であ っ 

ても、 事業の種類によっては、 メリット制の 特例の適用を 受けることのできる 事業があ る。 

次の例 8 は、 事業主の主たる 事業が小売業であ っても、 その事業が製造業であ ることにより、 メ 

ーリット制の 特例の適用を 受ける場合であ る。 
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[ 例 l3] 
    

    X ( 株 ) ぼ 、 2 事業場 Y 販売店、 Z   工場を有し、 それぞれの事業の 種類と労働者数は 次の 

とおりであ るとする。 

Y 販売店 小売業   
7 工場 製造業 ( 木製品製造業 ) 20 人 

  

事業主の使用する 労働者数は、 Y 販売店の 3n 人と 、 Z 工場の 20 人を合計した 50 人であ る。 

事業主の主たる 事業 は 、 従事する労働者数の 最も多い小売業であ る。 小売業の中小企業事業 

主の要件は 50 人以下であ るから、 X  ( 株 ) の事業主は、 特例メリット 制の中小企業事業主に 

当たる。 

最低労働者数早見表の 最低労働者数は、 小売業 89 人、 木材又は木製品製造業 20 人であ るか 

ら、 Y 販売店は最低労働者数を 下回るが、 Z 工場は上回る。 

Y 販売店はメリット 制の特例の適用は 受けられないが、 Z 工場 は 、 メリット制の 特例の適 

用が受けられる。 

2  事業分割 

分割元事業が 特例メリット 制の適用要件を 満たしている 場合は、 分割元引継事業のみが 適用要件 

を満たしているものとして 取扱う。 

3  特例メリット 制の申告要件となる 安全衛生措置の 詳細 

特例メリット 制の申告要件となる 安全衛生措置とは 次の イ 及び ロ であ り、 これらの措置のうちの 

いずれかの措置が 講じられている 事業がこれに 該当する。 

イ 労働安全衛生規則 ( 昭和 47 年労働省令弟㌍ 号 ) 第 ㎝条の 3 第 1 項の規定による 認定を受けた 同 

項に規定する 計画 ( 以下「快適職場推進計画」という。 ) に従い事業主が 講ずる措置 

具体的にほ、 平成 4 年 7 月 1 日付け 基 登第 391 号 「快適職場形成促進事業の 施行について」に 

より都道府県労働局長の 認定を受けた 快適職場推進計画に 基づく快適な 職場環境の形成のために 

事業主が講ずる 措置であ って、 以下の要件をすべて 満たすものであ る。 

① 快適職場推進計画を 作成し、 都道府県労働局長から 当該計画の認定を 受けていること。 

② 認定を受けた 快適職場推進計画に 従い、 職場環境の改善に 着手していること。 

「職場環境の 改善に着手している」とは、 快適職場推進計画の 完了をいうものではなく、 快 

適職場推進計画のうちいずれか 1 つ以上の項目について、 工事の着工、 発注 スは 機器の納入、 

据付け等をいうものであ る。 

また、 「着手している」とは、 着手初年度を 指すものであ る。 

口 上に掲げるもののほか、 労働者の安全又は 衛生を確保するための 措置として厚生労働大臣が 定 

めるもの 
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「厚生労働大臣が 定めるもの」については、 告示において、 「中央労働災害防止協会の 援助を 
  

  受けて、 事業主の団体が 労働災害の防止のだめの 活動として講ずる 措置を利用して、 当該団体の 

構成員であ る事業主が講ずる 労働者の安全又は 衛生を確保するための 措置」と定められている。 

具体的には、 平成 7 年 3 月 22 日付け労働省発基第 22 号「中小企業安全衛生活動促進事業助成 制 

度は ついて」に定める 中小企業安全衛生活動促進事業助成制度の 一環として事業主が 講ずる措置 

であ って、 以下の要件をすべて 満たすものであ る。 

① 中小企業安全衛生活動促進事業助成制度における 認定集団の構成員であ ること。 

② 認定集団としての 助成対象であ る次の安全衛生活動のいずれか 1 つ以上の活動に 参加したこ 

と 0 

A  集団安全衛生活動運営委員会の 開催 

B  集団安全衛生大会の 開催 

C  相互安全衛生パトロールの 実施 

D  災害事例等検討会の 開催 

E  経営首脳者安全衛生セミナ 一の実施 

F  職場環境改善講習の 実施 

G  健康教育の実施 

H  危険予知活動及び 交通災害防止に 関する講習会の 開催 

Ⅰ 安全衛生改善等研究会の 開催 

J  快適職場形成推進委員会の 開催 

③認定集団の 構成員として 助成対象であ る次の安全衛生活動のいずれか 1 つ 以上の活動を 実施 

したこと。 

A  安全衛生教育 

B  技能講習及び 特別教育 

C  安全衛生診断 

D  特定自主検査 

E  機械の本質安全化 

F  健康診断 

G  作業環境測定 

H  健康診断結果の 評価及び健康指導 

1  作業環境改善 

ロは ついては、 申告できる期間に 制限があ る ( 以下の 4 参照 ) 。 
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4  安全衛生措置に 関する留意事項           
    

特例メリット 制が創設された 平成 9 年度当時は、 特例メリット 制の申請をする 前提となる安全衛 

生 措置について、 3 種類の事業が 規定されていた (T 記 01 .02.03)0 

しかしながら、 法令に規定のあ る補助事業から 委託事業に移行して、 特例メリット 制の対象から 

外れた事業もあ り、 特例メリット 制の申告要件が 変化している。 

平成田年度は 2 つ、 平成 14 年度以降は 1 つの事業のみが 申告対象となっている。 

01 労働者健康確保事業助成事業 (THP)  x 

補助事業としてば 平成 Wl 年度一杯で終了し、 Ⅳ年度以降は 委託事業に移行しているため、 特例 

申告の対象外となった。 したがって、 平成 lm 年 l0 月 1 日以降に特例申告することはできない。 

02 快適職場推進計画に 基づく快適な 職場環境の形成のために 講ずる措置 0 

特例メリット 制の対象として、 従来どおり継続される。 

即ち、 安全衛生措置が 講じられた保険年度の 次の保険年度の 初日から 6 箇月以内に特例申告す 

ることができる。 

03  中小企業安全衛生活動促進事業助成制度の 一環として講ずる 措置 ム 

新規募集は平成 10 年度までであ り、 3 年継続する事業であ るため、 12 年度の活動までは、 特例 

申告の対象となる。 すな ね ち、 平成旧年 9 月 30 日迄は申告することは 可能であ るが、 当該期間を 

経過して申告することはできない。 

なお、 後継事業として 平成 11 年 4 月 1 日に創設された「小規模事業場等団体安全衛生活動援助 

事業」は、 特例メリット 制の対象とはなっていないので 留意すること。 

特例申告できない 安全衛生措置の 番号であ っても、 ・ OCR 人力の際にはエラーは 検出されない 

ので注意すること。 

5  特殊な場合の 取扱い 

5.l 継続事業の一括が 認可されている 事業において 講じられた安全衛生措置 

徴収 法 第 9 条の規定による 継続事業の一括が 認可されている 事業の場合、 一括されている 事業の 

いずれか一つの 事業において 安全衛生措置を 講じていれば、 事業主は、 指定事業について、 メリッ 

ト制の特例の 適用を申告できるものとする。 この場合、 一括されている 事業の労働者は 指定事業の 

労働者とみなされ、 保険関係は指定事業に 係るものに一括されるので、 メリット制及びメリット 制 

の特例は、 一括されている 全事業に適用される。 

5,2  継続事業の一括の 認可前に講じられた 安全衛生措置 ( メリット制の 特例適用の申告を 行うとき 

は継続事業の 一括め認可されている 場合 ) 

徴収 法 第 9 条の規定による 継続事業の一括の 認可前に講じられた 安全衛生措置を 事由に、 認可後、 
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メリット制の 特例の適用を   申告することができるのは、 当該安全衛生措置を 講じた事業が 指定事業 
  であ る場合に限るものとする。 指定事業以覚の 事業において 講じた安全衛生措置を 事由に、 メ ) ー 

ト 制の特例の適用を 申告することはでき 低いものとする。 

これは、 

  

① 継続事業の一括により、 当該一括に係るすべての 保険関係は指定事業に 統合一元化され、 指定 

事業以外の事業についての 保険関係は消滅すること、 

② 一括後、 メリット収支率の 算定を行うときは、 一括前の指定事業以覚の 事業に係る保険給付等 

の 額及び保険料の 額は、 メリット収支率の 計算に算入されないこと 

によるものであ る。 

5.3  メリット制の 特例適用申告後の 保険関係の変更 

Ⅲ 継続事業の一括の 認可 

メリット制の 特例の適用を 申告した後、 徴収 法 第 9 条の規定による 継続事業の一括が 認可され 

た場合、 特例の適用の 申告が、 当該継続一括において 指定事業とされる 事業についてのものであ 

る場合には、 その効力が一括後も 引き継がれるものとし、 特例の適用の 申告が当該継続一括にお 

いて f 旨走 事業とされる 事業についてのものではない 場合には、 その効力は引き 継がれないものと 

する。 

継続一括に伴い、 保険関係は指定事業に 係るもののみが 存続し、 指定事業以覚の 事業について 

のものは消滅する。 そこで、 継続一括双の 特例適用の申告の 効力 は 、 保険関係が存続する ナ き定事 

業を申告の対象としていたかどうかにより 判断するものであ る。 

(2) 継続事業の一括の・ 承認の一部取消し 

徴収 法 第 9 条の規定による 継続事業の一括の 要件に該当しなくなるなどのため、 継続事業の 一 

括の認可がなされている 事業の ニ 部が一括から 外された場合にあ っても、 メリット制の 特例の適 

用を申告した 効力は 、 取り消された 事業を除いた 残りの事業に 引き継がれるものとする。 

(3) 継続一括の指定事業の 変更 

徴収 法 第 9 条の規定による 継続一括の指定事業が、 特例の適用を 申告後、 一括されている 他の 

事業に変更される 場合、 又はその所在地が 変更された場合 ( 田所在地に事業が 存続しない場合に 

限る。 ) 、 特例適用申告の 効力は、 その後も引き 継がれるものとする。 

ただし、 指定事業が、 一括扱いに係る 事業以外 ( 新たに承認された 事業 ) に変更される 場合は、 

保険関係成立日が 新たに承認された 事業の保険関係成立日となり、 メリット制の 取扱い上、 従前 

  の一括事業の 継続曲が失われることとなるため、 特例の適用申告の 効力も引き継がれないものと 

する。 
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(4) 事業の合併     
  事業の合併が 特例の適用を 申告した後に 行われた場合には、 特例の適用を 申告した効力は 、 特 

例 適用事業が存続する 事業であ れば合併後の 事業に引き継がれるものとし、 特例適用申告事業が 

存続事業でなければ 合併後の事業に 引き継がれないものとする。 

(5) 事業の分割 

特例メリット 制適用事業場が 複数の事業に 分割した場合には、 通常のメリット 制 は 全ての分割 

事業に引き継がれることとなるが、 特例メリット 制が適用となるの ぼ 分割前の労働保険番号を 引 

き 継ぐ事業場のみであ る。 
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第 ]  労災保険率 表 ( 徴収別別表第 1.)   

改 定 時 期   
  事業の種類の 分類番号   事 業 の 種 類 

  H4.4.l   Ⅱ 7.4%                   H ， 3.41   

建 設 事 業 

その他の事業 

( 注 )  空欄は改定されなかったことを 示す。 

6.5 
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第 2  最低労働者数早見表㈹ 率改定により 数字が変化する。 ) 

メリ ノト 収支 宰 算定期間の各年度 

事業の種類の 分類 番号 事 業 の 種 類 
における最低労働者数 

平成 i0 年産から l 平成は年度から 

建 設 事 業 

54 

運 輸
 

59  船舶製造又は 修理業 20 20 

80   60 計量器、 を除くお 光学機械、 時計等製造業 ( 電気機械器具製造業 
64  貴金属製品、 装身具、 皮革製品等製造業     
S1  その他の製造業 45   
71  交通運輸事業 67   

業 
72  亨惣 取扱事業 ( 港湾貨物取扱事業及 び 港湾荷役 業 を除 29   
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第 3  労務費率 表 ( 徴収別別表第 2) 
  

改 定 時 期 

事 業 の 種 類 

H4 4@ 1 H7.4.1 H10.4 1 日 Ⅱ 4 1 

水力発電施設、 す い 遺筆新設事業 22% 20% 

道路新設業 穏賭 22% 21% 

舗装工事業 20% 

鉄道又は軌道新設事業 22% 23% 

建築事業 ( 既設建築物設備工事業を 除く。 ) 四光   

既設建築物設備工事業 17% 18% 20% 21% 

機械装置の組立て 又は据付けの 事業 

組立て又は取付けに 関するもの 禰胚 41% 

その他のもの     
  

その他の建設事業 24% 
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メリット収支率 
建設の事業及び 立木の伐採の 事業以外の事業 

継続メリット 増減率 @  特例メリット 増減率 

5% 以下のもの 
40%  減ずる 

5% を超え 10% までのもの 
る
る
 

ず
ず
 

戚
戚
 

 
 -

 
Ⅰ
 り
ハ
 Ⅱ
 リ
 

4
4
 

開 % 減ずる 

30% 減ずる 

石 % 減ずる 

20% 減ずる 

巧 % 減ずる 

10 対減ずる 

5% 減ずる 

5% 減ずる 

10% を超え和 % までのもの   35%  減ずる 

20% を超え 和 % までのもの 何 % 減ずる 

30%  を超え 40%  までのもの 25%  減ずる 

40%  を超え 50%  までのもの 20% 減ずる 

50% を超え 60% までのもの 15%  減ずる 

60% を超え 70% までのもの 10% 減ずる 

70% を超え 75% までのもの 5%  減ずる 

an% を 掩え 90% までのもの 5%  減ずる 

第 5  一括有期メリット 増減率 表 ( 徴収別別表第 3) 

建設の事業及び 立木の伐採の 事業 
        ント収支率 

平成 穏 年度以双 平成 4 年度以降 

5% 以下のもの 309,0 減ずる 35% 減ずる 

10% を超え 2Q% までのもの 25%  減ずる 30%  減ずる 

20% を超え 冊 % までのもの 20%  減ずる 笏 % 減ずる 

30% を超え 40% までのもの 2Q%  減ずる 
15%  減ずる 

40% を超え 印 % までのもの 15%  減ずる 

50% を超え 70% までのもの 10%  減ずる 1Q%  減ずる 

70% を超え 75% までのもの 5% 減ずる 5/0 減ずる 

85%  を超え 90%  までのもの 5% 増加する 5% 増加する 

90%  を超え 110%  までのもの 10% 増加する 10% 増加する 

nlo%  を 超えは Q%  までのもの 15% 増加する 
比 % 増加する 

120%  を超え 130%  までのもの 20% 増加する 

130% を超え U4Q% までのもの 20%  増加する 25% 増加する 

140% を超え 150% までのもの 25%  増加する 30% 増加する 

1%% そ 超え 160% までのもの 3Q%  増加する 35% 増加する 

( 注 )  改正省令第 2 条により、 石欄の新しいメリット 増減率が平成 13 年 3 月抗日に施行された。 メリット増減 
-  率は、 基準となる 3 月Ⅱ日の属する 保険年度の次の 次の保険年度 ( 平成 14 年度以降 ) に反映されるため、 

平成田年度に 適用されるメリット 増減率は、 従前のとおり 土 30% の範囲内で設定された 左欄 の 値 となる。 
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第 6  有期メリット 増減率 表 ( 徴収別別表 第 ・ 6) 

建設の事業及び 立木の伐採の 事業 

メリット収支率 

平成Ⅰ 3 年 3 月 31 日以前に 平成 13 年 4 月 1 日 以降に 

保険関係が成立 保険関係が成立     

10%  以下のもの 30% 減ずる 35%  減ずる 

lD 妬を超え 20% までのもの 25%  減ずる 30%  減ずる 

20%  を超え 30%  までのもの 20%  減ずる 25%  減ずる 

却 賭を超え W0% までのもの 20% 減ずる 
15% 減ずる 

40% を超え 50% までのもの Ⅰ 5%  減ずる 

50% を超え 70% までのもの 1Q%  減ずる 10%  減ずる 

709,0 を超え 75%  までのもの 5/0 減ずる 5%  減ずる 

85 拷を超え㏄ 賭 までのもの 5% 増加する 5% 増加する 

909,6 を超え 110%  までのもの 10%  土管万ロする 10%  増加する 

110%  を超え 120%  までのもの 15% 増加する 
15% 増加する 

120%  を超え 130%  までのもの 20% 増加する 

130%  を超え 140%  までのもの 20% 増加する 25%  増加する 

140%  を超え 150%  までのもの 25% 増加する 30% 増加する 

150% を超えるもの 30% 増加する 35%  増万コする 

( 注 )  事業の終了年月日が 平成 13 年 4 月 1 日以降であ っても、 保険関係成立年月日が 平成 ¥3 年 3 月肌目以前で 

・あ る場合には、 土 30% の範囲で設定された 従前通りのメリット 増減額が適用される。 
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7
 第

 
メリット収支率の 変動範囲についての 表て 徴収別別表第 7)   

( 平成Ⅱ年 4 月 1 日以降に保険関係が 成立した事業 ) 
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30%  を超え 40%  までのもの   30%  を超え 40%  までの範囲   

  40% を超え 50% までのもの   40% を超え 50% までの範囲   

  50% を超え 70% までのもの   50%  を超え 70%  までの範囲   
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  11Q%  さ 超え 120%  までのもの   110% を超え 桟 Q% までの範囲   

  120%  を超え 180%  までのもの   120%  を超え 130%  までの範囲   

t30%  を超え 140%  までのもの 130%  を超え 140%  までの範囲 

140%  を超え 150%  までのもの 140%  を超え 150%  までの範囲 

  

  
150% を超えるもの   150% を超える範囲   

( 平成 1M 年 3 月 31 日以前に保険関係が 成立した事業 ) 
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30% を超え 50% までのもの   30%  を超え 50%  までの範囲   

  5Q 賭を超え 7Q%  までのもの   50% を超え 叩 妬までの範囲   

70%  を超え 75%  までのもの 70% を超え 75% までの範囲 

85% を超え 90% までのもの 85%  を超え 90%  までの範囲 

    90%  を超え 110%  までのもの 

 
 

90%  を超え 110%  までの範囲   

  1109@ を 超え 130%  までのもの   110%  を超え 130%  までの範囲   

  130% を超え 140% までのもの   130% を超え 140% までの範囲   

  140%  を超え 150%  までのもの   140% を超え 150% までの範囲   

  150%  を超えるもの   150% を超える範囲   
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第 8  第一種調整率 ( 徴収 則 519 条の 2) 
  

I 一般の事業       0.77       

  林業の事業   0.51 
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第 9  第二種調整率 ( 徴収 則 第 35 条の 2) 

( 住 )  事業が終了した 日から 9 箇月を経過した 日においてメリット 収支率を算定する 事業は、 3 箇月を経過   

  た 日以後も支給事由が 生じ保険給付等が 支給される事業であ り、 したがって 9 箇月を径過した 日以後も支 
・絵事由が生じ 保険給付等が 支給される可能性の 高い事業と考えられるものであ る。 9 箇月を経過した 日以 

後も支給事由が 生じ保険給付等が 支給される場合は、 メリット収支率は、 その額が算定基礎に 含まれない 

ため、 その分低く算定されることとなる。 その分を調整するため、 第一種調整率と 別個に投げたものが 第 
二種調整率であ る。 
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第 ]0  メリット収支率の 分子に算入する 額   

鰍数譲蓮魏鰯遥認遜穣蝿憲齢諾毎捧妖 i 翻 鰹縄 鰍 : 雙子鸞蘇遡議臨靱鰯露 
障害補償年金 受給者の障害等級に 応ずる次の額 徴収 則 第 18 条第 2 項第 1 号 

( 労働基準法相当額 ) 

1 級 給付基礎日額の 1 旧 40 日 分 
2 級   1,190 日 分 

3 糸及   10?0 口分 

4 級   920 日 分 

5 級   790 日分 

6 級   670 日 分 

7 級   560 日 分 

障害特別年金 受給者の障害等級に 応する次の額 徴収 則 第 18 条第 2 項第 1 号、 

( 労働基準法 栢当額 ) 第 18 条の 3 

1 級 算定基礎日額の 11340 日 分 

2 級   1,19Q 日分 

3 純た   1Q50 日 分 

4 級   920 日 分 

5 級   790 日 分 

6 級   670 日 分 

7 級   560 日 分 

遺族補償年金 給付基礎日額の 1,000 日 分 徴収 則 第 18 条第 2 項第 2 号 

( 労働基準法相当額 ) 
遺族特別年金 算定基礎日額の 1,000 日 分 徴収 則 第 18 条第 2 項第 2 号、 

( 労働基準法相当額 ) 第 18 条の 3 

療養補償給付 療養の開始後 3 年を経過する 日の前日以 徴収 則 第 18 条第 2 項第 4 項 

前に支給事由が 発生した 額 

休業補償給付及び 休業 療養の開始後 3 年を経過する 日の前日以 徴収 則 第 18 条第 2 項第 5 号、 
特別支給金 前に支給事由 か 発生した 額 第 18 条の 3 

介護補償給付 療養の開始から 3 年を経過する 日の属す 徴収 則 第 18 条第 2 項第 6 号 
6 月の前月まての 分の額 

傷病補償年金及び 傷病 療養の開始から 3 年を経過する 日の属す 徴収 則第 ㎎ 条 第 2 項第 3 号、 
特別年金 6 月の前月までの 分の額 第 18 条の 3 

遺族補償年金前払一時 算入しない 基準法相当額を 算入しているた 

金 め 

障害補償年金前払一時 算入しない 基準法相当額を 算入しているた 

金 め 

遺族失権 差額一時金 及 算入しない 徴収法弟 ¥m 条 第 3 項、 徴収剛勇 
び 特別一時金 18 条の 2 

障害補償年金差額一時 算入しない 労災 法 第 58 条第 4 項、 徴収 則第 

金及び特別一時金 18 条の 2 、 徴収 則 附則第 1 条の 

つ Ⅰ 2 

( 注 )  特定疾病に係る 給付及び第姉種特別加入者に 係る給付については、 上の記載事項に 関わらず、 一律に算 

-  人対象から覚すこととしている。 

上記以外の保険給付及び 特別支給金 ( 葬祭料等 ) については、 原則として全額メリット 収支率に算人 す 

る 。 
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収支率算定期間の 各年度において、 ①又は②を満た 

すこと 

① 100 人以上の労働者を 使用する事業 

② 一 1  20 人以上 100 人未満の労働者を 使用する事業 

② 一 2  労働者数 x( 基準となる労災保険率 一 非業務 

災害率 ) 室 0 ． 4 

一括有期事業 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                鰯 ⑱ " 
①②③すべてを 満たすこと 

①建設事業 : 請負金額の見込みが 1 億 9,000 万円未 

満 ( 一事業当たり ) 

木材代田菜 : 素材生産量の 見込みが l,nnn 立方メー 

トル未満 ( 一事業当たり ) 

②概算保険料額が 1f60 万円未満 ( 一事業当たり ) 

③隣接区域に①②を 満たす他の事業が 存在する。 
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業
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個
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ト
つ
 

 
 
 
 

 
 

収
定
が
 

単独有期事業 

一括有期事業ではない 有期事業、 すなわち 

①②③のうち 少なくとも一つを 満たすもの 

①建設事業 : 請負金額の見込みが 1 億 9,000 万円以上 

木材代田 業 : 素材生産量の 見込みか 1,000 立方メー 

トル以上 

②概算保険料額が 1S0 万円以上 

③隣接区域に①②を 満たす他の事業か 存在しない。 

①②のうち少なくとも 一つを満たすもの 

①建設事業 : 請負金額が 1 億 2,000 万円以上 

木材代田 業 : 素材生産量が 1.000 立方メートル 以上 

②確定保険料額が 100 万円以上 
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第 12  改正メリット 増減率の適用時期について 
    

単独有期事業に 係るメリット 制と一括有期事業に 係るメリット 制では、 メリットの精算方法が 異な 

るため、 新しいメリット 増減率の適用時期は 完全には一致しない。 

単独有期事業の 場合 

平成 13 年 4 月 1 日以降に保険関係が 成立する有期事業についてのみ、 新しいメリットが 適用され 

る。 工事終了時期が 平成Ⅱ年 4 月 1 以降であ っても、 平成 1Z 年度以双に保険関係が 成立している 事 

業は ついては、 従来通りのメリット 増減率 ( 土 30% の範囲 ) が適用される。 

Ⅱ年度 12 年度           比年度 14 年度   15 年度 
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期 
罰昂 

      

  

従来のメリット ( 土 30%) 
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( 概算 ) から、 新しいメリット 増減率が適用される。 

口 年度 12 年度 13 年度             14 年度 1 ㌍ 手度 
Ⅰ 

  
ヘイ 

  
へ Ⅰ 

  

従来のメリット ( 土 30%) 新 メリット ( 土 35%  ) 
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